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26条-1 

 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

設置許可基準規則第 26条及び技術基準規則第 38条を第 1.1－1表に示す。また，第

1.1－1表において，新規制基準に伴う追加要求事項を明確化する。 
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26条-2 

第 1.1－1表 設置許可基準規則第 26条及び技術基準規則第 38条要求事項 

設置許可基準規則第26条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 

（原子炉制御室等） 
備考 

発電用原子炉施設には、次に掲げる

ところにより、原子炉制御室（安全

施設に属するものに限る。以下この

条において同じ。）を設けなければ

ならない。 

一 設計基準対象施設の健全性を

確保するために必要なパラメー

タを監視できるものとすること。 

発電用原子炉施設には、原子炉制御

室を施設しなければならない。 

2 原子炉制御室には、反応度制御系

統及び原子炉停止系統に係る設

備を操作する装置、非常用炉心冷

却設備その他の非常時に発電用

原子炉の安全を確保するための

設備を操作する装置、発電用原子

炉及び一次冷却系統に係る主要

な機械又は器具の動作状態を表

示する装置、主要計測装置の計測

結果を表示する装置その他の発

電用原子炉を安全に運転するた

めの主要な装置（第四十七条第一

項に規定する装置を含む。）を集

中し、かつ、誤操作することなく

適切に運転操作することができ

るよう施設しなければならない。 

変更なし 

二 発電用原子炉施設の外の状況

を把握する設備を有するものと

すること。 

3 原子炉制御室には、発電用原子炉

施設の外部の状況を把握するた

めの装置を施設しなければなら

ない。 

追加要求事項 

三 発電用原子炉施設の安全性を

確保するために必要な操作を手

動により行うことができるもの

とすること。 

第2 項と同じ 変更なし 
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26条-3 

設置許可基準規則第26条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 

（原子炉制御室等） 
備考 

2 発電用原子炉施設には、火災そ

の他の異常な事態により原子炉

制御室が使用できない場合にお

いて、原子炉制御室以外の場所か

ら発電用原子炉を高温停止の状

態に直ちに移行させ、及び必要な

パラメータを想定される範囲内

に制御し、その後、発電用原子炉

を安全な低温停止の状態に移行

させ、及び低温停止の状態を維持

させるために必要な機能を有す

る装置を設けなければならない。 

4 発電用原子炉施設には、火災そ

の他の異常な事態により原子炉

制御室が使用できない場合に、

原子炉制御室以外の場所から発

電用原子炉の運転を停止し、か

つ、安全な状態に維持すること

ができる装置を施設しなければ

ならない。 

変更なし 

3 一次冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊又は故障その他の

異常が発生した場合に発電用原

子炉の運転の停止その他の発電

用原子炉施設の安全性を確保す

るための措置をとるため、従事

者が支障なく原子炉制御室に入

り、又は一定期間とどまり、か

つ、当該措置をとるための操作

を行うことができるよう、次の

各号に掲げる場所の区分に応

じ、当該各号に定める設備を設

けなければならない。 

一 原子炉制御室及びその近傍並び

に有毒ガスの発生源の近傍工場

等内における有毒ガスの発生を

検出するための装置及び当該装

置が有毒ガスの発生を検出した

場合に原子炉制御室において自

動的に警報するための装置 

二 原子炉制御室及びこれに連絡す

る通路並びに運転員その他の従

事者が原子炉制御室に出入りす

5 一次冷却系統に係る発電用原子

炉施設の損壊又は故障その他の

異常が発生した場合に発電用原

子炉の運転の停止その他の発電

用原子炉施設の安全性を確保す

るための措置をとるため、従事

者が支障なく原子炉制御室に入

り、又は一定期間とどまり、か

つ、当該措置をとるための操作

を行うことができるよう、次の

各号に掲げる場所の区分に応

じ、当該各号に定める防護措置

を講じなければならない。 

一 原子炉制御室及びその近傍並び

に有毒ガスの発生源の近傍工場

等内における有毒ガスの発生を

検出するための装置及び当該装

置が有毒ガスの発生を検出した

場合に原子炉制御室において自

動的に警報するための装置の設

置 

二 原子炉制御室及びこれに連絡す

る通路並びに運転員その他の従

事者が原子炉制御室に出入りす

変更なし 

追加要求事項 

変更なし 
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26条-4 

設置許可基準規則第26条 

（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 

（原子炉制御室等） 
備考 

るための区域 遮蔽壁その他の

適切に放射線から防護するため

の設備、気体状の放射性物質及

び原子炉制御室外の火災により

発生する燃焼ガスに対し換気設

備を隔離するための設備その他

の適切に防護するための設備 

るための区域 遮蔽その他の適

切な放射線防護措置、気体状の

放射性物質及び原子炉制御室外

の火災により発生する燃焼ガス

に対する換気設備の隔離その他

の適切な防護措置 

－ 6 原子炉制御室には、酸素濃度計

を施設しなければならない。 

追加要求事項 
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26条-5 

1.2 適合のための設計方針 

1.2.1 設置許可基準規則第 26条第 1項第 2号に対する基本方針 

中央制御室においては，発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然

現象等や発電所構内の状況を昼夜にわたり把握するために，２号炉原子炉建物

屋上他に設置した監視カメラの映像により，津波等の外部状況を昼夜にわたり

監視可能な設計とする。また，気象観測設備等の情報を中央制御室で把握可能

な設計とする。 

さらに，気象庁の警報情報（地震情報，大津波警報等）を中央制御室内のテ

レビ等にて受信可能な設計とする。 

中央制御室には酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管することで，中央制

御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを

把握することが可能な設計とする。 

中央制御室は，有毒ガスが中央制御室内の運転員に及ぼす影響により，運転

員の対処能力が著しく低下しないよう，運転員が中央制御室内にとどまり，事

故対策に必要な各種の指示，操作を行うことができる設計とする。 

想定される有毒ガスの発生において，有毒ガスが運転員に及ぼす影響により，

運転員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれることがな

い設計とする。そのために，敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒

ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び

敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させる

おそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれに対して有毒

ガスが発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）

を実施する。固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が

有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより，運転員を防護できる設

計とする。可動源に対しては，中央制御室換気空調設備の隔離等の対策により，

運転員を防護できる設計とする。 

 

2. 追加要求事項に対する適合方針 

2.1 外の状況を把握する設備 

(1) 想定される自然現象等の抽出 

原子炉施設の外の状況として，設置許可基準規則第 6 条において抽出された

自然現象及び外部人為事象（風（台風），竜巻，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，森林火災，飛来物（航空機落下等），近隣工場等の火災，及び，船舶

の衝突）の他に，地震，及び，津波を想定する。 

なお，外部状況を把握する設備により把握できる自然現象等を別添１に示す。 

 

(2) 外の状況を把握するための設備の設置 

a. 監視カメラの設置 

想定される自然現象等（地震，津波，風（台風），竜巻，降水，積雪，落雷，
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26条-6 

地滑り，火山の影響，森林火災，飛来物（航空機落下等），近隣工場等の火災，

船舶の衝突）の影響について，昼夜にわたり発電所構内の状況（海側，山側）

を把握することができる暗視機能等を持った監視カメラを設置する。 

監視カメラは，津波監視カメラ及び構内監視カメラで構成する。 

津波監視カメラは，遠方からの津波の接近を適切に監視できる位置及び方

向に設置するとともに，放水口及び取水口における津波の来襲状況を適切に

監視できる位置及び方向に設置する。 

構内監視カメラは，自然現象等の監視のため，原子炉施設周辺の高台及び

海側に設置し，津波監視カメラの監視可能範囲を補足する。 
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26条-7 

b. 気象観測設備等の設置 

風（台風），竜巻，凍結，降水等による発電所構内の状況を把握するため，

風向，風速，気温，降水量等を測定する気象観測設備を設置する。また，津

波監視設備として取水槽水位計を設置する。 

 

(3) 公的機関から気象情報を入手できる設備の設置 

地震，津波，竜巻，落雷等の原子炉施設に影響を及ぼす可能性がある事象に

関する情報を入手するため，中央制御室に電話，FAX 及び社内ネットワークに

接続されたパソコン等の公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。 

 

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場合に，酸素濃度及び二酸

化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう，酸素濃度計及

び二酸化炭素濃度計を保管する。 

 

2.3 有毒ガス防護 

島根原子力発電所の固定源及び可動源から有毒ガスが発生した場合に，中央制

御室内の運転員に対して有毒ガス防護に係る影響評価を実施した。 

固定源に対しては漏えい時の評価を実施し，運転員の対処能力が著しく損なわ

れるおそれのある有毒ガスの発生源は存在しないことを確認した。 

可動源に対しては，立会人等の確保，連絡体制の確保及び中央制御室への全面

マスクの配備・着用手順の整備による防護措置を実施することで，中央制御室内

の運転員の対処能力が著しく損なわれないことを確認した。 

その他対応として，予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため酸素呼吸器の配備，

着用の手順及び体制を整備し，酸素呼吸器の補給に係るバックアップ体制を整備

する。また，有毒ガスの確認時の通信連絡設備の手順についても整備する。 

有毒ガス防護に係る影響評価については，「島根原子力発電所２号炉中央制御

室，緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防

護について」に示す。 

 

3. 別添 

別添 1 原子炉制御室について（被ばく評価除く） 

別添 2 原子炉制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 

 別添 3 運用，手順説明資料 
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26条-別添 1-i 
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１ 
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26条-別添 1-ii 
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1.2 設計における想定シナリオ 
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2.1.2 監視カメラについて 

2.1.3 監視カメラ映像サンプル 
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2.1.5 中央制御室にて把握可能なパラメータ 

2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計について 

2.2.1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の設備概要 

2.2.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度の管理 

2.3 汚染の持ち込み防止について 

2.4 炉心の著しい損傷が発生した場合に運転員がとどまるための設備について 

2.4.1 概要 

2.4.2 中央制御室及び中央制御室待避室正圧化バウンダリの設計差圧 

2.4.3 中央制御室の居住性確保 

2.4.4 中央制御室待避室の居住性確保 
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3.1 中央制御室待避室の運用について 
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3.3 チェンジングエリアについて 

3.4 中央制御室への地震及び火災等の影響 

3.5 中央制御室待避室のプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

で確認できるパラメータ 

3.6 格納容器フィルタベント実施時の中央制御室待避室の収容性 

3.7 申請前号炉の中央制御室の居住性評価について 
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26条-別添 1-1-1 

1. 概要 

1.1 新規制基準への適合方針 

(1) 設計基準事象への対処 

原子炉制御室に関する設計基準事象への対処のための追加要求事項と，そ

の適合方針は以下，表 1.1－1，表 1.1－2のとおりである。 

 

表 1.1－1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則」第二十六条（原子炉制御室等） 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈 

適合方針 

（原子炉制御室等） 

第二十六条 発電用原子炉施

設には、次に掲げるところに

より、原子炉制御室（安全施

設に属するものに限る。以下

この条において同じ。）を設

けなければならない。 

一 設計基準対象施設の健

全性を確保するために必

要なパラメータを監視で

きるものとすること。 

 

 

二 発電用原子炉施設の外

の状況を把握する設備を

有するものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 発電用原子炉施設の安

全性を確保するために必

要な操作を手動により行

うことができるものとす

ること。 

 

 

 

 

第２６条（原子炉制御室等） 

１ 第１項第１号に規定する

「必要なパラメータを監

視できる」とは、発電用原

子炉及び主要な関連施設

の運転状況並びに主要パ

ラメータについて、計測制

御系統施設で監視が要求

されるパラメータのうち、

連続的に監視する必要の

あるものを原子炉制御室

において監視できること

をいう。 

２ 第１項第２号に規定する

「発電用原子炉施設の外

の状況を把握する」とは、

原子炉制御室から、発電用

原子炉施設に影響を及ぼ

す可能性のある自然現象

等を把握できることをい

う。 

 

 

 

 

３ 第１項第３号において「必

要な操作を手動により行

う」とは、急速な手動によ

る発電用原子炉の停止及

び停止後の発電用原子炉

の冷却の確保のための操

作をいう。 

 

 

（追加要求事項への適合方針

は以下のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室は，発電用原子炉

施設の外の状況を把握するた

めに，２号炉排気筒他に設置し

た監視カメラの映像により，津

波等の外部状況を昼夜にわた

り監視できる設計とする。ま

た，気象観測設備等の情報を中

央制御室で把握可能な設計と

する。そのほか，公的機関の警

報情報（地震情報，大津波警報

等）を中央制御室内のテレビ等

にて受信可能な設計とする。 
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26条-別添 1-1-2 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈 

適合方針 

２ 発電用原子炉施設には、火

災その他の異常な事態によ

り原子炉制御室が使用でき

ない場合において、原子炉制

御室以外の場所から発電用

原子炉を高温停止の状態に

直ちに移行させ、及び必要な

パラメータを想定される範

囲内に制御し、その後、発電

用原子炉を安全な低温停止

の状態に移行させ、及び低温

停止の状態を維持させるた

めに必要な機能を有する装

置を設けなければならない。 

 

３ 一次冷却系統に係る発電

用原子炉施設の損壊又は故

障その他の異常が発生した

場合に発電用原子炉の運転

の停止その他の発電用原子

炉施設の安全性を確保する

ための措置をとるため、従事

者が支障なく原子炉制御室

に入り、又は一定期間とどま

り、かつ、当該措置をとるた

めの操作を行うことができ

るよう、次の各号に掲げる場

所の区分に応じ、当該各号に

定める設備を設けなければ

ならない。 

一 原子炉制御室及びその近傍

並びに有毒ガスの発生源の

近傍工場等内における有毒

ガスの発生を検出するため

の装置及び当該装置が有毒

ガスの発生を検出した場合

に原子炉制御室において自

動的に警報するための装置 

 

二 原子炉制御室及びこれに連

絡する通路並びに運転員そ

の他の従事者が原子炉制御

室に出入りするための区域 

４ 第２項に規定する「発電用

原子炉を高温停止の状態

に直ちに移行」とは、直ち

に発電用原子炉を停止し、

残留熱を除去し及び高温

停止状態を安全に維持す

ることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第３項に規定する「従事者

が支障なく原子炉制御室

に入り、又は一定期間とど

まり」とは、事故発生後、

事故対策操作をすべき従

事者が原子炉制御室に接

近できるよう通路が確保

されていること、及び従事

者が原子炉制御室に適切

な期間滞在できること、並

びに従事者の交替等のた

め接近する場合において

は、放射線レベルの減衰及

び時間経過とともに可能

となる被ばく防護策が採

り得ることをいう。「当該

措置をとるための操作を

行うことができる」には、

有毒ガスの発生に関して、

有毒ガスが原子炉制御室

の運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれるこ

とがないことを含む。 

６ 第３項第１号に規定する

「有毒ガスの発生源」とは、

有毒ガスの発生時におい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・万一事故が発生した際には，

中央制御室内の運転員に対し，

有毒ガスによる影響により対

処能力が著しく低下しないよ

う，運転員が中央制御室内にと

どまり，事故対策に必要な各種

の操作を行うことができる設

計とする。 

・想定される有毒ガスの発生に

おいて，有毒ガスが運転員に及

ぼす影響により，運転員の対処

能力が著しく低下し，安全施設

の安全機能が損なわれること

12



26条-別添 1-1-3 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈 

適合方針 

遮蔽壁その他の適切に放射

線から防護するための設備、

気体状の放射性物質及び原

子炉制御室外の火災により

発生する燃焼ガスに対し換

気設備を隔離するための設

備その他の適切に防護する

ための設備 

 

て、運転員の対処能力が損

なわれるおそれがあるもの

をいう。「工場等内における

有毒ガスの発生」とは、有

毒ガスの発生源から有毒ガ

スが発生することをいう。 

がない設計とする。そのため

に，固定源及び可動源それぞれ

に対して有毒ガス防護に係る

影響評価を実施する。固定源に

対しては，運転員の吸気中の有

毒ガス濃度の評価結果が有毒

ガス防護のための判断基準値

を下回ることにより，運転員を

防護できる設計とする。可動源

に対しては，中央制御室換気空

調設備の隔離等の対策により，

運転員を防護できる設計とす

る。 
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26条-別添 1-1-4 

表 1.1－2 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第三
十八条（原子炉制御室等） 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則の解釈 

適合方針 

（原子炉制御室等） 

第三十八条 発電用原子炉施

設には、原子炉制御室を施設し

なければならない。 

 

２ 原子炉制御室には、反応度

制御系統及び原子炉停止系

統に係る設備を操作する装

置、非常用炉心冷却設備その

他の非常時に発電用原子炉

の安全を確保するための設

備を操作する装置、発電用原

子炉及び一次冷却系統に係

る主要な機械又は器具の動

作状態を表示する装置、主要

計測装置の計測結果を表示

する装置その他の発電用原

子炉を安全に運転するため

の主要な装置（第四十七条第

一項に規定する装置を含

む。）を集中し、かつ、誤操

作することなく適切に運転

操作することができるよう

施設しなければならない。 

 

３ 原子炉制御室には、発電用

原子炉施設の外部の状況を

把握するための装置を施設

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３８条（原子炉制御室等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 第３項に規定する「発電用

原子炉施設の外部の状況を

把握するための装置」とは、

発電用原子炉施設に迫る津

波等の自然現象をカメラの

映像等により昼夜にわたり

監視できる装置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置許可基準規則第二十六条

第１項第２号に同じ。 
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26条-別添 1-1-5 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則の解釈 

適合方針 

４ 発電用原子炉施設には、火

災その他の異常な事態によ

り原子炉制御室が使用でき

ない場合に、原子炉制御室以

外の場所から発電用原子炉

の運転を停止し、かつ、安全

な状態に維持することがで

きる装置を施設しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

５ 一次冷却系統に係る発電

用原子炉施設の損壊又は故

障その他の異常が発生した

場合に発電用原子炉の運転

の停止その他の発電用原子

炉施設の安全性を確保する

ための措置をとるため、従事

者が支障なく原子炉制御室

に入り、又は一定期間とどま

り、かつ、当該措置をとるた

めの操作を行うことができ

るよう、次の各号に掲げる場

所の区分に応じ、当該各号に

定める防護措置を講じなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 第４項に規定する「原子炉

制御室以外の場所」とは、原

子炉制御室を構成する区画

壁の外であって、原子炉制御

室退避の原因となった居住

性の悪化の影響が及ぶおそ

れがない程度に隔離された

場所をいい、「安全な状態に

維持することができる装置」

とは、原子炉制御室以外の場

所から発電用原子炉を高温

停止でき、引き続き低温停止

できる機能を有した装置で

あること。 

 

１０ 第５項に規定する「これ

に連絡する通路並びに運転

員その他の従事者が原子炉

制御室に出入りするための

区域」とは、一次冷却系統に

係る施設の故障、損壊等が生

じた場合に原子炉制御室に

直交替等のため入退域する

通路及び区域をいう。 

 

11 第５項においては、原子炉

制御室等には事故・異常時にお

いても従事者が原子炉制御室

に立ち入り、一定期間滞在でき

るように放射線に係る遮蔽壁、

放射線量率の計測装置の設置

等の「適切な放射線防護措置」

が施されていること。この「放

射線防護措置」としては必ずし

も設備面の対策のみではなく

防護具の配備、着用等運用面の

対策も含まれる。「一定期間」

とは、運転員が必要な交替も含

め、一次冷却材喪失等の設計基

準事故時に過度の被ばくなし
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26条-別添 1-1-6 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にとどまり、必要な操作を行う

期間をいう。 

 

12 第５項に規定する「遮蔽そ

の他の適切な放射線防護措置」

とは、一次冷却材喪失等の設計

基準事故時に、原子炉制御室内

にとどまり必要な操作、措置を

行う運転員が過度の被ばくを

受けないよう施設し、運転員が

原子炉制御室に入り、とどまる

間の被ばくを「実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則

の規定に基づく線量限度等を

定める告示」の第８条における

緊急時作業に係る線量限度

100mSv 以下にできるものであ

ることをいう。 

この場合における運転員の被

ばく評価は、判断基準の線量限

度内であることを確認するこ

と。被ばく評価手法は、「原子

力発電所中央制御室の居住性

に係る被ばく評価手法につい

て（内規）」（平成 21・07・27

原院第１号（平成 21 年８月 12

日原子力安全・保安院制定））

（以下「被ばく評価手法（内

規）」という。）に基づくこと。 

チャコールフィルターを通ら

ない空気の原子炉制御室への

流入量については、被ばく評価

手法（内規）に基づき、原子炉

制御室換気設備の新設の際、原

子炉制御室換気設備再循環モ

ード時における再循環対象範

囲境界部での空気の流入に影

響を与える改造の際、及び、定

期的に測定を行い、運転員の被

ばく評価に用いている想定し

 

 

 

・遮蔽その他の適切な放射線防

護措置に関し，運転員の被ばく

評価を「原子力発電所中央制御

室の居住性に係る被ばく評価

手法について（内規）」に基づ

き実施し，実効線量が 100mSv

以下であることを確認してい

る。 

また，チャコール・フィルタを

通らない空気の中央制御室へ

の流入量については，被ばく評

価により想定した空気量を下

回る設計とする。 
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26条-別添 1-1-7 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 原子炉制御室及びその

近傍並びに有毒ガスの発

生源の近傍工場等内にお

ける有毒ガスの発生を検

出するための装置及び当

該装置が有毒ガスの発生

を検出した場合に原子炉

制御室において自動的に

警報するための装置の設

置 

 

二 原子炉制御室及びこれ

に連絡する通路並びに運

転員その他の従事者が原

子炉制御室に出入りする

ための区域 遮蔽その他の

適切な放射線防護措置、気

体状の放射性物質及び原

子炉制御室外の火災によ

り発生する燃焼ガスに対

する換気設備の隔離その

他の適切な防護措置 

６ 原子炉制御室には、酸素濃

度計を施設しなければならな

い。 

た空気量を下回っていること

を確認すること。 

 

13 第５項に規定する「当該措

置をとるための操作を行うこ

とができる」には、有毒ガスの

発生時において、原子炉制御室

の運転員の吸気中の有毒ガス

濃度を有毒ガス防護のための

判断基準値以下とすることを

含む。「防護措置」には、必ず

しも設備面の対策のみではな

く防護具の配備、着用等運用面

の対策を含む。 

14 第５項第１号に規定する

「工場等内における有毒ガス

の発生を検出するための装置

及び当該装置が有毒ガスの発

生を検出した場合に原子炉制

御室において自動的に警報す

るための装置の設置」について

は「有毒ガスの発生を検出し警

報するための装置に関する要

求事項（別記－９）」によるこ

と。 

15 第５項第２号に規定する

「換気設備の隔離」とは、原子

炉制御室外の火災により発生

した燃焼ガスを原子炉制御室

換気設備によって取り入れな

いように外気との連絡口を遮

断することをいい、「換気設備」

とは、隔離時の酸欠防止を考慮

して外気取入れ等の再開が可

能であるものをいう。 

 

16 第６項に規定する「酸素濃

度計」は、設計基準事故時にお

いて、外気から原子炉制御室へ

の空気の取り込みを、一時的に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室には，酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計を配備する

設計とする。 
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26条-別添 1-1-8 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則の解釈 

適合方針 

停止した場合に、事故対策のた

めの活動に支障のない酸素濃

度の範囲にあることが正確に

把握できるものであること。ま

た、所定の精度を保証するもの

であれば、常設設備、可搬型を

問わない。 
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26条-別添 1-1-9 

(2) 重大事故等への対処 

原子炉制御室に関する重大事故等への対処のための追加要求事項と，その

適合方針は以下，表1.1－3 のとおりである。 

 

表 1.1－3 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則」第五十九条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設

備） 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈 

適合方針 

（運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設 

には、炉心の著しい損傷が発生

した場合（重大事故等対処設備

（特定重大事故等対処施設を

構成するものを除く。）が有す

る原子炉格納容器の破損を防

止するための機能が損なわれ

た場合を除く。）においても運

転員が第二十六条第一項の規

定により設置される原子炉制

御室にとどまるために必要な

設備を設けなければならない。 

 

（運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備） 

１ 第５９ 条に規定する「重

大事故等対処設備（特定重大事

故等対処施設を構成するもの

除く。）が有する原子炉格納容

器の破損を防止するための機

能が損なわれた場合」とは、第

４９条、第５０条、第５１条又

は第５ ２ 条の規定により設

置されるいずれかの設備の原

子炉格納容器の破損を防止す

るための機能が喪失した場合

をいう。 

 

２ 第５９ 条に規定する「運

転員が二十六条第一項の規定

により設置される原子炉制御

室にとどまるために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備

をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空

調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とす

ること。 

 

 

 

（重大事故等に対処するため

に必要なパラメータについて

も監視できる設計とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室には，炉心の著し

い損傷が発生した場合におい

ても運転員がとどまるために

必要な設備（中央制御室換気系

及びＬＥＤライト（三脚タイ

プ））を設置する設計とする。 
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26条-別添 1-1-10 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈 

適合方針 

 

 

 

 

 

 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生し

た場合の原子炉制御室の居住

性について、次の要件を満たす

ものであること。 

 

①本規程第 37 条の想定する格

納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの

観点から結果が最も厳しくな

る事故収束に成功した事故シ

ーケンス（例えば、炉心の著し

い損傷の後、格納容器圧力逃が

し装置等の格納容器破損防止

対策が有効に機能した場合）を

想定すること。 

②運転員はマスクの着用を考

慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備す

ること。 

③交代要員体制を考慮しても

よい。ただしその場合は、実施

のための体制を整備すること。 

 

④判断基準は、運転員の実効線

量が７日間で 100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射

性物質により汚染したような

状況下において、原子炉制御室

への汚染の持ち込みを防止す

重大事故発生時において運転

員がとどまるために必要な設

備（中央制御室換気系及びＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ））は，

代替交流電源設備から給電可

能となる設計とする。 

・炉心の著しい損傷が発生した

場合においても，中央制御室に

とどまる運転員の実効線量が 7

日間で 100mSv を超えない設計

とする。 

・中央制御室の運転員の被ばく

の観点から結果が最も厳しく

なる事故収束に成功した事故

シーケンスとして，格納容器過

圧の破損モードにおいて想定

している，「冷却材喪失（大破

断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機

能喪失＋全交流動力電源喪失」

シーケンスを選定する。 

 

・運転員は，中央制御室滞在時

及び交替のための入退域時と

もにマスクの着用を考慮する

設計とする。 

・運転員は，４直２交替勤務を

前提に評価を行うが，積算被ば

く線量が最も厳しくなる格納

容器フィルタベント実施時に

中央制御室に滞在する運転員

の勤務形態を考慮する。 

 

・中央制御室の外側が放射性物

質により汚染した状況下で，モ

ニタリング，作業服の着替え等

により中央制御室への汚染の

持ち込みを防止するための区
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26条-別添 1-1-11 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈 

適合方針 

るため、モニタリング及び作業

服の着替え等を行うための区

画を設けること。 

 

 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の

居住性を確保するために原子

炉格納容器から漏えいする空

気中の放射性物質の濃度を低

減する必要がある場合は、非常

用ガス処理系等（BWRの場合）

又はアニュラス空気再循環設

備等（PWRの場合）を設置する

こと。 

ｅ ） BWRにあっては、上記ｂ ）

の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉建屋に設

置されたブローアウトパネル

を閉止する必要がある場合は、

現場において、人力により容易

かつ確実に閉止操作ができる

こと。 

 

画を，中央制御室出入口近傍に

設ける設計とする。 

 

 

 

・中央制御室の居住性を確保す 

るために原子炉格納容器から

漏えいする空気中の放射性物

質の濃度を低減するため，非常

用ガス処理系を設置する設計

とする。 

 

 

 

・原子炉棟の気密バウンダリの

一部として原子炉建物に設置

する原子炉建物ブローアウト

パネルは，閉状態の維持又は解

放時に遠隔で閉止可能な設計

とするとともに，近接可能な場

合は，現場において，人力によ

り容易かつ確実に閉止可能な

設計とする。 

 

※「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第七十四条（運転員が原子炉制

御室にとどまるための設備）も同様の記載のため，省略する。 

 

原子炉制御室に設置する設備のうち，重大事故対処設備に関する概要を表

1.1－4に示す。 
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26条-別添 1-1-12 

表
1
.1

－
4
 
重

大
事

故
対

処
設
備

に
関
す

る
概
要

（
5
9
条
 運

転
員
が

原
子

炉
制
御

室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備

）（
１

／
２

）
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替

す
る
機

能
を
有

す
る
 

設
計

基
準
対

象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

設
備
 

耐
震
重

要
度

分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

居
住

性
の
確
保
 

中
央
制
御
室
 

（
中

央
制
御

室
）
 

－
 

（
S）

 
－

 
常
設
 

（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
）
 

－
 

中
央
制
御
室
待

避
室
 

－
 

－
 

常
設
 

（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
）
 

－
 

中
央
制
御
室

遮
蔽
 

（
中

央
制
御

室
遮
蔽

）
 

－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

※
１
 

－
 

中
央
制
御
室
待
避
室

遮
蔽
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

再
循
環
用
フ

ァ
ン
 

（
中

央
制
御

室
換
気

系
）
 

－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

※
１
 

－
 

チ
ャ
コ
ー
ル
・

フ
ィ

ル
タ
・
 

ブ
ー
ス
タ
・
フ

ァ
ン
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

※
１
 

－
 

非
常
用
チ
ャ
コ

ー
ル

・
 

フ
ィ
ル
タ
・
ユ

ニ
ッ

ト
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

※
１
 

－
 

中
央
制
御
室
待

避
室
 

正
圧
化
装
置
（

空
気

ボ
ン
ベ

）
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

無
線
通
信
設
備

（
固

定
型
）
 

62
条
に
記
載
 

衛
星
電
話
設
備

（
固

定
型
）
 

プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
監
視

装
置
（

中
央

制
御

室
待
避
室

）
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

差
圧
計

※
２
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

酸
素
濃
度
計

※
２
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－

 

二
酸
化
炭
素

濃
度
計

※
２
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－

 

※
１
：
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
・
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
等
を
操
作
す
る
人
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
常
設
設
備
で
あ
る
た
め
，
本
分
類
と
す
る
 

※
２
：
計
測
器
本
体
を
示
す
た
め
計
器
名
を

記
載
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26条-別添 1-1-13 

表
1.
1－

4 
重
大
事
故
対
処
設
備
に
関
す
る
概
要
（
59

条
 
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
）（

２
／
２
）
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替

す
る
機

能
を
有

す
る
 

設
計

基
準
対

象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

設
備
 

耐
震
重

要
度

分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

居
住

性
の
確
保
 

中
央
制
御
室
換

気
系

ダ
ク
ト
 

[流
路

] 
（

中
央

制
御

室
換
気

系
）
 

－
 

（
S）

 
－

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

※
１
 

S
A-
2 

中
央
制
御
室
待
避
室

空
気
 

ボ
ン
ベ
（
配
管
・
弁

）［
流

路
］
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

中
央
制
御
室
換

気
系

ダ
ン
パ
 

[流
路

] 
（

中
央

制
御

室
換
気

系
）
 

－
 

（
S）

 
－

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

※
１
 

S
A-
2 

無
線
通
信
設

備
 

（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
［
伝

送
路
］
 

6
2 
条
に
記
載
 

衛
星
電
話
設

備
 

（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
［
伝

送
路
］
 

照
明

の
確
保
 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三

脚
タ
イ

プ
）
 

非
常

灯
 

―
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
―
 

格
納

容
器
か
ら
漏
洩
す

る
空

気
中
の
放
射
性
物

質
の

濃
度
低
減

 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

排
気
フ

ァ
ン
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

前
置
ガ
ス
処
理
装
置

 [
流

路
] 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

後
置
ガ
ス
処
理

装
置

[流
路

] 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

配
管
・

弁
[流

路
] 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

排
気
管

[流
路
] 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

原
子
炉
棟

 [
流

路
] 

そ
の

他
の
設
備
に
記
載
 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ

ロ
ー
ア

ウ
ト

パ
ネ

ル
閉
止
装
置
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

※
１
：
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
・
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
等
を
操
作
す
る
人
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
常
設
設
備
で
あ
る
た
め
，
本
分
類
と
す
る
。
 

23



 

26条-別添 1-1-14 

1.2 設計における想定シナリオ 

原子炉制御室の設計において想定するシナリオについて，以下に記す。 

(1) 設計基準事故時の想定シナリオ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下，

「技術基準規則」）の解釈第 38条 12に記載のとおり，「原子力発電所中央

制御室の居住性に係る被ばく手法について（内規）」（平成 21・07・27 原

院第１号（平成 21年８月 12日原子力安全・保安院制定））に基づき，仮想

事故相当の原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を想定する。 

(2) 重大事故時の想定シナリオ 

島根原子力発電所２号炉においては，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下，「設置許可基準規則」）

の解釈第 59条１ｂ）及び技術基準規則の解釈第 74条１ｂ），並びに「実用

発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る

被ばく評価に関する審査ガイド」（以下，「審査ガイド」）に基づき想定す

る「設置許可基準規則の解釈第37条の想定する格納容器破損モードのうち、

原子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束

に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力

逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）」である『冷

却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失』

シーケンスにおいても，格納容器フィルタベントを実施することなく事象を

収束することのできる残留熱代替除去系を整備している。従って，重大事故

等が発生した場合，第一に残留熱代替除去系を用いて事象を収束することと

なる。 

しかしながら，被ばく評価においては，残留熱代替除去系に失敗すること

も考慮し，格納容器フィルタベント系を用いて，サプレッション・チェンバ

の排気ラインを使用した格納容器フィルタベントを実施する場合も評価対

象とする。 
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：ＤＢ範囲 

26条-別添 1-2-1 

2. 設計方針 

2.1 中央制御室から外の状況を把握する設備について 

2.1.1 中央制御室から外の状況を把握する設備の概要 

以下の設備等を用いることで，中央制御室内にて発電用原子炉施設の外の

状況の把握が可能な設計としている。概略を図 2.1－1に，配置を図 2.1－2

に示す。 

(1) 監視カメラ 

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等（風（台風）， 竜

巻，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林・近隣工場

等の火災，飛来物（航空機落下等），船舶の衝突，地震及び津波）及び発電所

構内の状況を，２号炉排気筒に設置する津波監視カメラ並びに２号炉原子炉建

物屋上，３号炉原子炉建物屋上，通信用無線鉄塔，固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上

及び一矢谷に設置する構内監視カメラの映像により，昼夜にわたり監視できる

設計とする。 

 

(2) 取水槽水位計 

津波の襲来及び津波挙動の把握が可能な設計とする。 

 

(3) 気象観測設備 

発電所構内に設置している気象観測設備により，風向・風速等の気象状況

を常時監視できる設計としている。 

 

(4) 周辺モニタリング設備 

周辺モニタリング設備により，発電所周辺監視区域境界付近の外部放射線

量率を把握できる設計としている。 

 

(5) 公的機関等の情報を入手するための設備 

公的機関からの地震，津波，竜巻，雷，降雨予報，天気図，台風情報等を

入手するために，中央制御室にテレビ，電話，FAX等を設置している。また，

社内ネットワークに接続されたパソコンを使用することで，気象庁発信電文

と連携したメールシステムにより，地震，津波，竜巻，大雨，大雪，噴火情

報等の公的機関からの情報を入手することが可能な設計としている。 
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※今後の設計進捗によりカメラの設置位置等は変更となる可能性がある。

図 2.1－2 中央制御室から外の状況を把握する設備の配置図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.1.2 監視カメラについて 

監視カメラは，津波監視カメラ及び構内監視カメラにて構成する。 

津波監視カメラは，遠方からの津波の接近を適切に監視できる位置・方向

に設置するとともに，取水口を設置する輪谷湾における津波の襲来状況を適

切に監視できる位置・方向に設置している。また，津波監視カメラは基準津

波の影響を受けることがない高所（２号炉排気筒）に１台設置しており，監

視に必要な要件を満足する仕様としている。表 2.1－1に津波監視カメラの概

要を示す。 

また，構内監視カメラは，自然現象等の監視強化のため２号炉原子炉建物

屋上，３号炉原子炉建物屋上，通信用無線鉄塔，固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上

及び一矢谷に設置し，津波監視カメラの監視可能範囲を補足する。構内監視

カメラの配置を図 2.1－3に，表 2.1－2に構内監視カメラの概要を示す。 

津波監視カメラ及び構内監視カメラは，取付け部材，周辺の建物，設備等

で死角となるエリアをカバーすることが出来るよう配慮し，配置する。ただ

し，一部死角となるエリアがあるが，監視可能な領域の監視により，発電用

原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を十分把握可能である。

各々のカメラにて監視可能な発電用原子炉施設及び周辺の構内範囲について，

図 2.1－4に示す。 

なお，可視光カメラによる監視が期待できない夜間の濃霧発生時や強雨時

においては，赤外線カメラによる監視機能についても期待できない状況とな

ることが考えられる。その場合は，監視カメラ以外で中央制御室にて監視可

能なパラメータを監視することで外部状況の把握に努めつつ，気象等に関す

る公的機関からの情報も参考とし，原子炉施設に影響を及ぼす可能性がある

自然現象等を把握することとする。 
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表 2.1－1 津波監視カメラの概要 

 津波監視カメラ 

外観 

 

 

 

 

 

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 赤外線カメラ：デジタルズーム２，４倍 

遠隔可動 
水平可動：360° 

上下可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｓクラス 

供給電源 代替交流電源設備から給電可能 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 ２号炉排気筒 １台 
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表 2.1－2 構内監視カメラの概要 

構内監視カメラ 

外観 

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 

可視光カメラ：光学 36倍ズーム 

電子ズーム 12倍ズーム 

赤外線カメラ：デジタルズーム２，４倍 

遠隔可動 
水平可動：360° 

上下可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｃクラス 

供給電源 常用電源及び非常用電源 

台数 

通信用無線鉄塔 １台 

２号炉原子炉建物屋上 １台 

３号炉原子炉建物屋上 １台 

固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上 １台 

一矢谷 １台 
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※今後の設計進捗によりカメラの設置位置等は変更となる可能性がある。

図 2.1－3 監視カメラ配置図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図 2.1－4 監視カメラの監視可能な範囲 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図 2.1－5 津波監視カメラ取付け概略図 

図 2.1－6 構内監視カメラ取付け概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.1.3 監視カメラ映像サンプル 

中央制御室において，監視カメラにより監視できる映像のサンプルを図

2.1－7，8に示す。 

図 2.1－7 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

 （例）津波監視カメラ（２号炉原子炉建物屋上）にて２号

炉取水口方向 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図 2.1－8 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（構内監視カメラの映像サンプル）（１／２） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図 2.1－8 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（構内監視カメラの映像サンプル）（２／２） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.1.4 監視カメラにより把握可能な自然現象等 

地震，津波並びに設置許可基準規則の解釈第６条に記載されている「想定

される自然現象」及び「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」のう

ち，監視カメラにより把握可能な自然現象等を表 2.1－3 に示す。 

表 2.1－3 監視カメラにより中央制御室で把握可能な自然現象等 

自然現象等 
監視カメラにより把握できる 

発電用原子炉施設の外の状況 

監視カメラ以外の設備等による 

把握手段 

地震 
地震発生後の発電所構内及び原子炉施

設への影響の有無 
公的機関（地震速報） 

津波 
津波襲来の状況や発電所構内及び原子

炉施設への影響の有無 

取水槽水位計 

公的機関（津波警報・注意報） 

風（台風） 風（台風）・竜巻（飛来物含む）による

発電所及び原子炉施設への被害状況や

設備周辺における影響の有無 

気象観測設備（風向，風速） 

公的機関（台風，竜巻注意報） 竜巻 

降水 
発電所構内の排水状況や原子炉施設へ

の影響の有無 

気象観測設備（降水量） 

公的機関（大雨警報） 

積雪 
積雪の有無や発電所構内及び屋外施設

への積雪状況 

気象観測設備（降水量） 

公的機関（大雪警報） 

落雷 
発電所構内及び原子炉施設周辺の落雷

の有無 
公的機関（雷注意報） 

地滑り 
豪雨や地下水の浸透に伴う地滑り及び土

石流の有無や原子炉施設への影響の有無 
目視確認※１ 

火山 降下火砕物の有無や堆積状況 公的機関（噴火警報） 

生物学的 

事象 

海生生物（クラゲ等）の来襲による原子

炉施設への影響 
取水槽水位計※２ 

飛来物 

（航空機落下） 

飛来物の有無や構内及び原子炉施設へ

の影響の有無 
目視確認※１ 

外部火災 
火災状況，ばい煙の方向確認や発電所構

内及び原子炉施設への影響 
目視確認※１ 

船舶の衝突 
発電所港湾施設等に衝突した船舶の状

況確認及び原子炉施設への影響の有無 
目視確認※１ 

※１ 建物外での状況確認

※２ 取水口が閉塞した場合，取水槽水位が下がるため把握可能
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2.1.5 中央制御室にて把握可能なパラメータ 

監視カメラ以外に中央制御室内にて状況把握が可能なパラメータを表 2.1

－4に示す。 

表 2.1－4 構内監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメータ 

パラメータ 測定レンジ 測定レンジの考え方 

大気圧 85～110kPa（絶対圧） 
台風等による原子炉施設への風影響を把

握できる設計としている。 

気温 －10～40℃ 
設計基準温度（低外気温）である－8.7℃

が把握できる設計としている。 

海水温 0～50℃ 
設計基準温度（海水温高）である 30℃が

把握できる設計としている。 

湿度 0～100％ － 

雨量 0～80㎜ 
設計基準降水量である 77.9 ㎜（１時間

値）を把握できる設計としている。 

風向 

（EL.28.5m，EL.65m，

EL.130m） 

全方位 

（0～540°） 

台風等の影響の接近と離散を把握できる

設計としている。 

風速（水平） 

（EL.28.5m，EL.65m，

EL.130m） 

0～60m/s(EL28.5m) 

（10分間平均値） 

0～30m/s 

(EL65m,EL130m) 

（10分間平均値） 

設計基準風速である 30m/s（10 分間平均

値）を把握できるものとする。 

風速（鉛直） 

（EL.65m，EL.130m） 

－10～10m/s 

（10分間平均値） 

取水槽水位 EL.－9.3～10.7m 

基準津波による津波高さ（下降側）であ

る EL.－7.2m を把握可能な設計としてい

る。なお，設計基準を超える津波による

原子炉施設への影響を把握するための設

備としては監視カメラを用いる設計とす

る。（表 2.1－3） 

空間線量率 

（モニタリングポスト

No.1～6）

101～108nGy/h 

「発電用軽水型原子炉施設における事故

時の放射線計測に関する審査指針」に定

める測定上限値（108nGy/h）を満足する

設計とする。 
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2.2 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計について 

2.2.1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の設備概要 

外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場合に，酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が事故対策のための活動に支障がない範囲にあることを正

確に把握するため，中央制御室には酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を配備

している。 

表 2.2－1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概要 

機器名称及び外観 仕様等 

酸素濃度計 検知原理 ガルバニ式 

検知範囲 0.0～25.0vol％ 

表示精度 ±0.5vol％ 

電源 

電源：乾電池（単三×２本） 

測定可能時間：約 15,000 時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交換を実施

する。） 

個数 

１個（故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として予備１個を

保有する。） 

二酸化炭素濃度計 検知原理 ＮＤＩＲ（非分散型赤外線） 

検知範囲 0～10,000ppm 

表示精度 ±500ppm 

電源 

電源：乾電池（単四×２本） 

測定可能時間：約７時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交換を実施

する。） 

個数 

１個（故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として予備１個を

保有する。） 
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2.2.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度の管理 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度及び二酸化炭素

濃度管理は，「労働安全衛生法」，JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御

室運転員の事故時被ばくに関する規定」に基づき，酸素濃度が 18％を下回

るおそれがある場合，又は二酸化炭素濃度が 0.5％を上回るおそれがある

場合に，外気をフィルタにて浄化しながら取り入れる運用としている。 

酸素欠乏症等防止規則 （一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において， 次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

一 酸素欠乏空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をい

う。 

（換気） 

第五条 事業者は，酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は，当

該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上（第二種酸

素欠乏危険作業に係る場所にあっては，空気中の酸素の濃度を十八パーセ

ント以上，かつ，硫化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気し

なければならない。ただし，爆発，酸化等を防止するため換気することが

できない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は，この

限りでない。

（出典：厚生労働省リーフレット「なくそう！酸素欠乏症・硫化水素中毒」） 
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JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関す

る規定」（一部抜粋） 

【付属書解説2.5.2】事故時の外気の取り込み 

中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には，中央制御室内

のCO2濃度の上昇による運転員の操作環境の劣化防止のために外気を取り

込む場合がある。 

(1) 許容CO2濃度

事務所衛生基準規則（昭和 47年労働省令第 43号，最終改正平成 16年

3月 30 日厚生労働省令第 70号）により，事務室内の CO2濃度は 100万分

の 5000（0.5％）以下と定められており，中央制御室の CO2濃度もこれに

準拠する。したがって，中央制御室居住性の評価にあたっては，上記濃

度（0.5％）を許容濃度とする。 
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2.3 汚染の持ち込み防止について 

中央制御室には，中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリング及び作

業服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設ける。 

チェンジングエリアは，中央制御室に待機していた要員が，中央制御室外で作

業を行った後，再度，中央制御室に入室する際等に利用する。 

チェンジングエリアは，要員の被ばく低減の観点からタービン建物内，かつ中

央制御室正圧化バウンダリに隣接した場所に設営する。また，チェンジングエリ

ア付近の全照明が消灯した場合を想定し，チェンジングエリア用照明を配備する。

中央制御室のチェンジングエリア設営場所及び概略図を図 2.3－1に示す。 

また，チェンジングエリアの設営は，緊急時対策要員２名で，２時間以内を

想定している。チェンジングエリアの設営のタイムチャートを図 2.3－2に示す。 

図 2.3－1 中央制御室チェンジングエリア設営場所及び概略図 
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【凡例】
：中央制御室への入室時
：中央制御室からの退室時
：身体汚染時

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.4 炉心の著しい損傷が発生した場合に運転員がとどまるための設備について 

2.4.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても中央制御室に運転員がとど

まる居住性を確保するため，遮蔽設備及び正圧化機能を有する中央制御室換

気系を備えた中央制御室並びに遮蔽設備及び正圧化機能を有する中央制御

室待避室正圧化装置を備えた中央制御室待避室を設置する。 

中央制御室は，中央制御室換気系により，中央制御室バウンダリに放射性

物質を浄化した外気を供給することで，中央制御室バウンダリ全体を正圧化

可能な設計とする。 

非常用ガス処理系は，原子炉棟内を負圧に維持するとともに，原子炉格納

容器から原子炉棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を排気筒に沿わせ

て設ける排気管から排気することで，運転員を過度の被ばくから防護する設

計とする。 

中央制御室待避室は，中央制御室内に設置し，中央制御室待避室正圧化装

置により中央制御室バウンダリ内の遮蔽に囲まれた気密空間を正圧化し，外

気の流入を一定時間完全に遮断することで，重大事故発生後の格納容器フィ

ルタベント系を作動させる際のプルームの影響による運転員の被ばくを低

減することが可能な設計とする。 

中央制御室待避室は，炉心の著しい損傷が発生した場合の格納容器フィル

タベント系を作動させる際の中央制御室内執務の運転員及び現場操作対応

の運転員合計５名を収容可能な設計とし，かつ十分な資機材類を配備する設

計としている。（各事故シーケンスにおける運転員の対応要員数については，

「3.6 格納容器フィルタベント実施時の中央制御室待避室の収容性」に示

す。） 

また，中央制御室待避室には，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び電離箱

サーベイメータを配備することで，居住性が確保できていることを常時確認

できる設計とする。ＬＥＤライト（ランタンタイプ），プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室）及び通信連絡設備を配備することで，中央制

御室待避室においても継続的にプラントの監視を行うことが可能な設計と

する。中央制御室待避室への待避期間中における運転操作は不要であるが，

万一，運転操作が必要となった場合には，必要な防護具類を着用した上で，

中央制御室待避室から退出，制御盤での操作を行い，操作終了後，速やかに

中央制御室待避室へ移動する。 

中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置の系統概要を図 2.4－

1に，正圧化バウンダリを図 2.4－2に示す。 
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図 2.4－1 中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置 系統概要図 

図 2.4－2 中央制御室及び中央制御室待避室の正圧化バウンダリ図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.4.2 中央制御室及び中央制御室待避室正圧化バウンダリの設計差圧 

中央制御室及び中央制御室待避室正圧化バウンダリは，配置上，動圧の

影響を直接受けない屋内に設置されているため，室内へのインリークは隣

接区画との温度差によるものと考えられる。 

重大事故等発生時の室内の温度を中央制御室のある制御室建物の設計

最高温度 40℃，隣接区画を外気の設計最低温度－8.7℃と仮定すると，中

央制御室の階層高さは最大約 5.2ｍであるため，以下のとおり約 11Pa の圧

力差があれば，温度の影響を無視できると考えられる。 

⊿Ｐ＝｛（－8.7℃の乾き空気密度［kg／m３］）－（40℃の乾き空気密度［kg

／m３］）｝×重力加速度[m/s２]×階層高さ[m] 

＝（1.335［kg／m３］－1.127［kg／m３］）×9.8[m/s２]×5.2[m] 

＝10.6[N/m２] ≒11[Pa] 

このため，中央制御室の正圧化バウンダリの必要差圧は設計裕度を考慮

して外気に対して＋20Paとする。 

また，重大事故等発生時の中央制御室待避室内の温度を中央制御室のあ

る制御建物の設計最高温度 40℃，隣接区画を外気の設計最低温度－8.7℃，

中央制御室待避室の階層高さを約 2.5ｍと仮定すると，以下のとおり約６

Paの圧力差があれば，温度の影響を無視できると考えられる。 

⊿Ｐ＝｛（－8.7℃の乾き空気密度［kg／m３］）－（40℃の乾き空気密度［kg

／m３］）｝×重力加速度[m/s２]×階層高さ[m] 

＝（1.335［kg／m３］－1.127［kg／m３］）×9.8[m/s２]×2.5[m] 

＝5.1[N/m２] ≒６[Pa］ 

このため，中央制御室待避室の必要差圧は設計裕度を考慮して隣接区画

に対して＋10Paとする。 

以上より，中央制御室は外気からのインリークを防止し，中央制御室待

避室は中央制御室からのインリークを防止する設計とし，中央制御室及び

中央制御室待避室正圧化バウンダリの設計差圧は，図 2.4－3 のように，

中央制御室を外気に対して＋20Pa 以上，中央制御室待避室を中央制御室に

対して＋10Pa 以上とする。 

図 2.4－3 中央制御室及び中央制御室待避室 正圧化圧力 

外気 

中央制御室：外気に対して＋20Pa以上 

中央制御室待避室 

中央制御室に対して＋10Pa以上 
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2.4.3 中央制御室の居住性確保 

(1) 設計方針

中央制御室は，放射性物質による室外からの放射線を遮蔽するためコン

クリート構造を有している。炉心の著しい損傷が発生した場合には，中央

制御室換気系により希ガス以外の放射性物質を浄化した空気にて中央制

御室バウンダリ全体を正圧化することで，重大事故等発生時に中央制御室

内へのフィルタを介さない外気の流入を防止可能な設計とする。 

また，非常用ガス処理系により原子炉棟内を負圧に維持するとともに，

原子炉格納容器から原子炉棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を排

気筒に沿わせて設ける排気管から排気することで，運転員を過度の被ばく

から防護する設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室換気系及び中央制御室

待避室正圧化装置の系統概要を図 2.4－4に示す。 

図 2.4－4 中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置系統概要図（炉心

の著しい損傷の発生時，プルーム通過前及びプルーム通過後） 

47



：ＳＡ範囲 

26条-別添 1-2-24 

(2) 遮蔽設備

中央制御室の遮蔽設備は建物躯体と一体となった，コンクリート厚さ

 の壁，コンクリート厚さ  の天井及びコンクリート厚さ 

 の床であり，放射性物質のガンマ線による外部被ばくを低減する設

計としている。図 2.4－5に中央制御室遮蔽位置を，また，図 2.4－6に中

央制御室遮蔽の配置図を示す。 

図 2.4－5 中央制御室遮蔽の概要（ＥＷ断面） 

図 2.4－6 中央制御室の遮蔽 配置図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(3) 中央制御室換気系

ａ．設計風量 

中央制御室バウンダリ全体を正圧化するために必要となる空気供給量は，

中央制御室換気系差圧試験にて測定し決定する。また大気間差圧は，大気基

準点と中央制御室バウンダリ内各測定点での気圧を気圧計にて同時測定を

行った。計測値は，大気圧基準点高さに補正算出した。 

試験結果を図 2.4－7 に示す。中央制御室内を外気より＋20Pa 以上で正圧

化する必要風量は  m3/h以上となる。よって，必要な空気供給量は上

記風量に設計裕度をもった 17,500m3/hとする。 

図 2.4－7 中央制御室の気密性能試験結果 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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中央制御室換気系の容量，設置台数及び設置場所について表 2.4－1に示す。 

表 2.4－1 中央制御室換気系の仕様及び台数 

設備 項目 仕様等 

再循環ファン 
容量及び設置台数 120,000m3/h/台×１台（予備１台） 

設置場所 廃棄物処理建物２階 

チャコール・フィ

ルタ・ブースタ・

ファン

容量及び設置台数  32,000m3/h/台×１台（予備１台） 

設置場所 廃棄物処理建物２階 

ｂ．中央制御室換気系のフィルタ性能 

中央制御室換気系の粒子用高効率フィルタ及びチャコール・フィルタの除去効

率を表 2.4－2に示す。 

表 2.4－2 中央制御室換気系のフィルタ除去効率 

種類 総合除去効率（％） 

粒子用高効率フィルタ 99.9（0.3μm粒子※１） 

チャコール・フィルタ 95（相対湿度 70％以下※２） 

※１：日本工業規格 JIS Z 4812-1975「放射性エーロゾル用高性能エアフィルタ
HEPA Filters for Radioactive Aerosols」に基づき設定 

※２：非常用チャコール・フィルタ・ユニット入口の空気条件に基づき設定

ｃ．機器構成 

中央制御室換気系の機器概要図を図 2.4－8に，中央制御室換気系の設置エリ

アを図 2.4－9に示す。中央制御室換気系は再循環用ファン，チャコール・フィ

ルタ・ブースタ・ファン及び非常用チャコール・フィルタ・ユニット（粒子用高

効率フィルタ及びチャコール・フィルタ）等から構成し，中央制御室にフィルタ

により浄化された空気を供給することで中央制御室バウンダリ全体を正圧化可

能な設計とする。 
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図 2.4－8 中央制御室換気系 機器概要図 

図 2.4－9 中央制御室換気系の設置エリア 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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ｄ．中央制御室換気系加圧運転操作に係るダンパ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室バウンダリ全

体を正圧化するために操作するダンパの系統概要図を図 2.4－10に示す。

操作対象のダンパは，外気取入量調整用ダンパ１弁，中央制御室換気系

給気隔離ダンパ２弁あり，全交流動力電源喪失時においても，手動でダ

ンパ操作可能な構造となっている。

中央制御室換気系ダンパの配置図を図 2.4－11 に示す。中央制御室換

気系給気隔離ダンパ操作は，廃棄物処理建物２階の非常用チャコール・

フィルタ・ユニット室で実施するためアクセス性に問題はなく，隔離ダ

ンパ開操作もハンドルを開側に回す作業のみであり，現場運転員２名に

より実施可能な見込みである。また外気取入量調整用ダンパの操作は，

中央制御室制御盤で実施するためアクセス性に問題はなく，中央制御室

運転員１名により実施可能な見込みである。 

したがって上記の操作は，現場運転員２名及び中央制御室運転員 1 名

にて 40分程度で実施可能な見込みである。 

図 2.4－10 中央制御室換気系隔離ダンパ 系統概要図 

52



26条-別添 1-2-29 

図
2.
4－

11
 
中
央
制
御
室
換
気
系
給
排
気
隔
離
ダ
ン
パ

 
配
置
図
 

  
 （

原
子
炉
建
物
地
上
２
階
及
び
地
上
４
階
）

 

：
Ｓ
Ａ
範
囲

 

本
資

料
の
う
ち
，
枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
に
係
る
事
項
の
た
め
公
開
で
き
ま
せ
ん
。

 

53



：ＳＡ範囲 

26条-別添 1-2-30 

(4) 非常用ガス処理系及び原子炉建物ブローアウトパネル閉止装置

非常用ガス処理系は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても，原子

炉格納容器から漏えいする放射性物質による運転員の被ばくを低減するた

めに設置している。 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファン，前置ガス処理装置，

後置ガス処理装置，配管・弁類，計測制御装置等で構成する。 

非常用ガス処理系の概要図を図2.4－12に示す。 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファンにより原子炉棟内を負

圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉棟内に漏えいした放射性

物質を含む気体を排気筒に沿わせて設ける排気管から排気することで，中央

制御室の運転員の被ばくを低減する設計とする。 

非常用ガス処理系排気ファンは，非常用交流電源設備である非常用ディー

ゼル発電機に加えて，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機から

の給電が可能な設計とする。 

また，重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生し，非常用ガス処

理系を起動する際に，原子炉建物ブローアウトパネルを閉止する必要がある

場合には，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置（以下，「ブ

ローアウトパネル閉止装置」という。）を電動で閉操作し，ブローアウトパ

ネル開口部を閉止することで，原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を維持

し，中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。

なお，ブローアウトパネル閉止装置は，人力での閉操作も可能な設計とする。 

ブローアウトパネル閉止装置は，常設代替交流電源設備であるガスタービ

ン発電機から給電が可能な設計とする。

【設備仕様】 

・非常用ガス処理系排気ファン

種類 遠心型 

容量 4,400m３／h／台 

台数  1（予備1） 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置

個数 ２ 
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2.4.4 中央制御室待避室の居住性確保 

(1) 設計方針

炉心の著しい損傷発生時に格納容器フィルタベント系を作動させる場合

においては，中央制御室待避室を空気ボンベにより正圧化するとともに，中

央制御室を中央制御室換気系により正圧化することで，中央制御室の遮蔽内

への希ガスを除く放射性物質を低減し，中央制御室待避室での滞在中に中央

制御室に取り込んだ放射性物質からの直接線影響の低減，及び放射性物質の

体内への取り込みを低減可能な設計とする。 

中央制御室待避室は鉛等により遮蔽性能を高めた設計とする。また，中央

制御室待避室は気密性を高めた設計とするとともに，中央制御室待避室正圧

化装置により中央制御室待避室を正圧化し，中央制御室待避室内への外気流

入を防止することで居住性を高めた設計とする。 

ここで，正圧化の差圧は，中央制御室と外気，中央制御室待避室と中央制

御室の差圧を差圧計により，2.4.2 項に示す正圧化設計圧力値を監視するこ

ととし，外気と中央制御室との間，及び中央制御室と中央制御室待避室との

間の差圧は扉を閉めることにより確保する。 

なお，中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置の概要を図 2.4

－13に示す。 

図 2.4－13 中央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置の概要図 
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(2) 収容人数及び設置場所

中央制御室待避室の収容人数は，中央制御室運転員数５名が収容可能な

設計とする。中央制御室待避室のレイアウトを図 2.4－14に示す。 

注：レイアウトについては，訓練等で有効性を確認し，適宜見直していく。 

図 2.4－14 中央制御室待避室レイアウト 

(3) 遮蔽設備

中央制御室待避室の壁は，鉛 と同等以上の遮蔽能力を期待できる

金属壁とし，放射性物質のガンマ線による外部被ばくを低減する設計とす

る。また，運転員が出入りする扉については気密性を持った遮蔽扉を設置

する。概要は図 2.4－14に示すとおり。 

(4) 中央制御室待避室正圧化装置

ａ．系統構成 

中央制御室待避室正圧化装置の系統概要図を図 2.4－15に示す。 

空気ボンベから減圧弁を介し，流量調整弁により一定流量の空気を中央

制御室待避室内へ供給する。中央制御室待避室内は，予め開度調整した排

気隔離弁により正圧を維持する。また，中央制御室待避室内が微正圧であ

ることを確認するため，中央制御室待避室差圧計を設置する。 

図 2.4－15中央制御室待避室正圧化装置 系統概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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ｂ．必要空気供給量 

① 二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数 ｎ＝５名 

・許容二酸化炭素濃度 

Ｃ＝1.0％※（鉱山保安法施行規則） 

・空気ボンベ二酸化炭素濃度 

C0＝0.03％（空気調和・衛生工学便覧） 

・呼吸による二酸化炭素発生量 

Ｍ＝0.022m3/h/人（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度

の吐出し量） 

・必要換気量 

Q1＝100×Ｍ×ｎ÷（Ｃ－C0）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の二酸

化炭素基準の必要換気量） 

＝100×0.022×５÷（1.0－0.03） 

＝11.4 ≒11.4 m3/h 

② 酸素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数   ｎ＝５名 

・吸気酸素濃度 ａ＝20.95％（標準大気の酸素濃度） 

・許容酸素濃度 ｂ＝19％※（鉱山保安法施行規則） 

・成人の呼吸量 ｃ＝0.48m3/h/人（空気調和・衛生工学便覧） 

・乾燥空気換算呼気酸素濃度 

ｄ＝16.4％（空気調和・衛生工学便覧） 

・必要換気量 

Q1＝ｃ×（ａ－ｄ）×ｎ÷（ａ－ｂ）m3/h（空気調和・衛生工学便覧

の酸素基準の必要換気量） 

＝0.48×（20.95－16.4）×５÷（20.95－19.0） 

＝5.6m3/h 

 

以上より，空気ボンベ正圧化に必要な空気供給量は二酸化炭素濃度基準

の 11.4m3/h とする。 

 

※ 許容二酸化炭素濃度,許容酸素濃度 

空気ボンベを使用する場合は，希ガス等の放射性物質を含む外気が侵

入しないようにするための防護措置であり，中央制御室待避室が密閉さ

れた限られた環境であるため，同様に限られた環境下における労働環境

を規定している「鉱山保安施行規則」に定める許容二酸化炭素濃度 1.0%

以下，許容酸素濃度 19%以上とする。 
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ｃ．必要ボンベ本数 

中央制御室待避室を８時間※正圧化する必要最低限のボンベ本数は，二

酸化炭素濃度基準換気量の 11.4m3/h 及びボンベ供給可能空気量 8.0m3/本

から下記のとおり 12 本となる。なお，中央制御室待避室においては，正

圧化試験を実施し，必要ボンベ本数が８時間※正圧化維持するのに十分で

あることの確認を実施し，予備のボンベ容量について決定する。 

・ボンベ初期充填圧力   19.6MPa（at35℃） 

・ボンベ内容積      50.0L 

・圧力調整弁最低制御圧力 1.0MPa

・ボンベ供給可能空気量  8.0m3/本（at０℃） 

以上より，必要ボンベ本数は下記のとおり 12本以上となる。 

11.4m3/h÷8.0m3/本×8時間＝11.4本 

    ≒12本 

※ 格納容器ベントの実施に伴い評価期間中に放出される放射性物質の

うち，大部分が放出される期間（数時間）に余裕を持たせ，空気ボンベに

よる正圧化時間を８時間と設定 

ｄ．空気ボンベ設置エリア 

空気ボンベの配置を図 2.4－16 に示す。空気ボンベは，廃棄物処理建物

地上１階及び地上２階に配置し，制御室建物地上４階の中央制御室待避室

に空気を供給する。 

図 2.4－16 空気ボンベ設置 配置図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(5) 中央制御室換気系の運転状態比較

中央制御室換気系の状態について，通常運転時，設計基準事故時，重大

事故時を比較，図示すると以下のとおりとなる。通常運転時，設計基準事

故時の運転モードを図 2.4－17運転モード毎の中央制御室換気系 系統概

要図（１／２）に示す。 

図 2.4－17 運転モード毎の中央制御室換気系 系統概要図（１／２） 

：ＤＢ範囲 
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重大事故時のプルーム通過前・後，及びプルーム通過中の運転モードを

図 2.4－17 運転モード毎の中央制御室換気系 系統概要図（２／２）に

示す。 

図 2.4－17 運転モード毎の中央制御室換気系 系統概要図（２／２） 
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(6) 通信連絡設備

中央制御室待避室には，運転員が炉心の著しい損傷発生時の格納容器フ

ィルタベント系作動に際して，水素爆発による格納容器の破損防止（格納

容器フィルタベント系に関するパラメータ）の確認に加え，原子炉格納容

器内の状態，使用済燃料プールの状態，水素爆発による原子炉格納容器の

破損防止，水素爆発による原子炉建物の損傷防止を確認できるパラメータ

を確認できるようプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）を設

置する設計とする。中央制御室待避室にはプラントパラメータ監視装置

（中央制御室待避室）を１台設置する。 

なお，プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，今後の監

視パラメータ追加や表示機能の拡張等を考慮した設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認できる主なパ

ラメータを表 2.4－3 に，プラントパラメータ監視装置に関するデータ伝

送の概要を図 2.4－18に示す。 

また，衛星電話設備及び無線通信設備のうち衛星電話設備（固定型）及

び無線連絡設備（固定型）は，中央制御室及び中央制御室待避室用に設け

使用できる設計とする。 

中央制御室待避室における通信連絡設備の概要を図 2.4－19に示す。 
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表 2.4－3 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認できる主な 

パラメータ 
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(7) 中央制御室待避室のその他設備・資機材

中央制御室待避室には，炉心の著しい損傷発生時の格納容器フィルタ

ベント系作動時において運転員がとどまれるようにするため，ＬＥＤラ

イト（ランタンタイプ），酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び電離箱サー

ベイメータを配備する。 

中央制御室待避室にとどまり必要な監視等を行うのに必要な照度を有

する照明として，ＬＥＤライト（ランタンタイプ）を２個配備する。表

2.4－4 に中央制御室待避室に配備しているＬＥＤライト（ランタンタイ

プ）を示す。 

表 2.4－4 中央制御室待避室に配備するランタン 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室待避室の居住環境の

基準値の範囲を測定できるものを１個配備する。表 2.4－5に中央制御室

待避室に配備する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を示す。 
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表 2.4－5 中央制御室待避室に配備する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

機器名称及び外観 仕様等 

酸素濃度計 検知原理 ガルバニ式 

検知範囲 0.0～25.0vol％ 

表示精度 ±0.5vol％ 

電源 

乾電池（単三×２本） 

測定可能時間：約 15,000 時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交換を実施

する。） 

個数 

１個（故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として予備１個を

保有する。） 

二酸化炭素濃度計 検知原理 ＮＤＩＲ（非分散型赤外線） 

検知範囲 0～10,000ppm 

表示精度 ±500ppm 

電源 

乾電池（単四×２本） 

測定可能時間：約７時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交換を実施

する。） 

個数 

１個（故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として予備１個を

保有する。） 

電離箱サーベイメータは，中央制御室待避室の居住環境の基準値の範

囲を測定できるものを１台配備する。表 2.4－6に中央制御室に配備する

電離箱サーベイメータを示す。 

表 2.4－6 中央制御室に配備する電離箱サーベイメータ 

機器名称及び外観 仕様等 

[電離箱サーベイメータ] 検出器の種類 電離箱 

検知範囲 0.001～300mSv/h 

電源 

電源：乾電池（単三×４） 

測定可能時間：約 80時間 

（バッテリ切れの場合，予備を稼働

させ，乾電池交換を実施する） 

台数 １台（予備１台） 
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2.5 重大事故等時の電源設備について 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がとど

まるために必要な設備（図 2.5－1に示す空調及び図 2.5－2 に示す照明）を設

置している。これらの設備については，重大事故等が発生した場合にも，図 2.5

－3 に示すとおり常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機からの給電

を可能とする。 

ガスタービン発電機の容量は，中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に

係る被ばく評価で想定する格納容器破損モードのうち，中央制御室の運転員の

被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンスで

ある「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失」に対して，表 2.5－1に示すとおり十分な電源供給容量を確保している。 

照明については，全交流動力電源喪失発生からガスタービン発電機による給

電が開始されるまでの間，図 2.5－4に示す直流非常灯に加え，満充電から 4.5

時間無充電で点灯するＬＥＤライト（三脚タイプ）を配備しており，ガスター

ビン発電機から給電を再開するまでの間（事故発生後 70分以内）の照明は確保

できる。 

ガスタービン発電機による給電が開始された後については，非常灯にて照明

は確保できる。一方，中央制御室の全照明が消灯した場合には，ガスタービン

発電機から給電するＬＥＤライト（三脚タイプ）により必要な照度を確保する。 

また，中央制御室内の非常灯及び直流非常灯が使用できない場合にも必要な

照度を確保できるよう，ＬＥＤライト（三脚タイプ）を配備する。仮にこれら

照明が活用できない場合のため，ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッド

ライトを中央制御室に備えており，それらも活用した訓練を実施している。

換気設備は，ガスタービン発電機が起動するまでの間は起動しないが，居住

性に係る被ばく評価においては，中央制御室換気系の起動時間を考慮し，全交

流動力電源喪失後２時間後に起動することを条件として評価しており，居住性

を確保できることを確認している。 
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図 2.5－1 中央制御室換気系の概要（重大事故発生時，プルーム通過前後） 

図 2.5－2 中央制御室照明設備の概要

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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監 視 装 置 （ 中 央 制 御 室 待 避 室 ）

Ｌ Ｅ Ｄ ラ イ ト （ 三 脚 タ イ プ ）

Ｂ- 再 循 環 用 フ ァ ン

衛 星 電 話 設 備 （ 固 定 型 ）

Ｂ- チ ャ コ ー ル ・ フ ィ ル タ ・

ブ ー ス タ ・ フ ァ ン

Ｂ- 非 常 用 ガ ス 処 理 系

後 置 加 熱 コ イ ル

Ｂ- 非 常 用 ガ ス 処 理 系

前 置 加 熱 コ イ ル

Ｂ- 非 常 用 ガ ス 処 理 系 出 口 弁

Ｂ- 非 常 用 ガ ス 処 理 系 入 口 弁

Ｂ- 非 常 用 ガ ス 処 理 系

排 気 フ ァ ン 入 口 弁

Ｂ- 非 常 用 ガ ス 処 理 系 排 気 フ ァ ン
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ブ ロ ー ア ウ ト パ ネ ル 閉 止 装 置
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表 2.5－1 ガスタービン発電機（4,800kW（6,000kVA））の最大所要負荷 

起動順序 主要機器 
負荷容量 

(kW) 

① ガスタービン発電機付帯設備 約 111 

② 代替所内電気設備負荷（自動投入負荷） 約 18 

③ 低圧原子炉代替注水ポンプ 約 210 

④ 低圧原子炉代替注水設備非常用送風機 約 15 

⑤ 
充電器，非常用照明，非常用ガス処理系他（D系高圧母線自動

投入負荷） 
約 512 

⑥ 
格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ）監視設

備 
約 20 

⑦ A-中央制御室送風機 約 180 

⑧ A-中央制御室非常用再循環送風機 約 30 

⑨ A-中央制御室冷凍機 約 300 

⑩ 
充電器，非常用照明，非常用ガス処理系他（C系高圧母線自動

投入負荷） 
約 329 

⑪ A-淡水ポンプ（移動式代替熱交換設備） 約 110 

⑫ B-淡水ポンプ（移動式代替熱交換設備） 約 110 

⑬ B-燃料プール冷却水ポンプ 約 110 

計 約 2,055 

（通常点灯状態） （直流非常灯点灯状態） 

図 2.5－4 直流非常灯照明下での中央制御室のイメージ 

（シミュレータの点灯例）
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(1) ＬＥＤライト（三脚タイプ）を用いた場合の監視操作について

中央制御室の照明が全て消灯した場合に使用するＬＥＤライト（三脚

タイプ）は，２個使用する。個数はシミュレーション施設を用いて監視

操作に必要な照度を確保できることを確認している。ＬＥＤライト（三

脚タイプ）を操作箇所に応じて向きを変更することにより，さらに照度

を確保できることを確認している。 

仮にＬＥＤライト（三脚タイプ）が活用できない場合のため，ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを中央制御室に備えており，

それらも活用した訓練を実施している。 

表 2.5－2 に中央制御室に配備しているＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトの概要を示す。 

表 2.5－2 中央制御室に配備しているＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライ

ト（ランタンタイプ）及びヘッドライト
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ＬＥＤライト（三脚タイプ）の照度は，図 2.5－5に示すとおり，制御

盤から約２ｍの位置に設置した場合で，直流非常灯の設計値である照度

（ベンチ盤操作部エリア：50 ルクス）に対し，室内照明全消灯状態にて

操作を行う盤面で 50ルクス以上の照度を確認し，監視操作が可能なこと

を確認している。 

図 2.5－5 シミュレーション施設におけるＬＥＤライト（三脚タイプ）確認状況 

（三脚タイプ） 
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重大事故等対処のための追加安全対策設備の制御盤は，中央制御室内

の制御盤エリアに配置されており，制御盤と同程度の照度が確保される。

図 2.5－6に示すとおりＬＥＤライト（三脚タイプ）の照度は盤から約１

ｍの位置に設置した場合で盤表面で 330 ルクスの照度を確保し監視操作

が可能なことを確認している。 

（ＬＥＤライト（三脚タイプ）使用状況） 

図 2.5－6 ＬＥＤライト（三脚タイプ）使用イメージ 
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3.添付資料

3.1 中央制御室待避室の運用について 

格納容器フィルタベント系作動前から作動後にわたっての中央制御室待避

室の運用を以下にまとめる。図 3.1－1に格納容器フィルタベント系作動と中

央制御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置の運用の概要を示す。 

(1) 格納容器フィルタベント系作動前（待避前）

運転員等は炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器フィル

タベント系を作動させる必要があると判断された場合，中央制御室待避室

を使用するため，表 3.1－1に示す設備，資機材の運用準備を行う。 

表 3.1－1 中央制御室待避室の運用準備 

居住性対策設備 

・中央制御室換気系を用いることにより，中央制御室バウン

ダリ全体が正圧化されていること

・中央制御室待避室の酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，電離

箱サーベイメータの配置，準備

・中央制御室待避室正圧化装置による中央制御室待避室の加

圧

監視設備 
・プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）の電源

入

通信連絡設備 
・現場運転員や緊急時対策要員との通信連絡のための無線通

信設備（固定型）の準備（通話確認）

(2) 格納容器フィルタベント系作動中（待避中）

運転員等は，格納容器フィルタベント系作動開始後，速やかに中央制御

室待避室に移動し，出入口扉を閉めるとともに，中央制御室待避室に施設

する差圧計を確認し，中央制御室待避室へ適切に空気が供給され，中央制

御室待避室内が正圧化されていることを確認する。また，酸素濃度計，二

酸化炭素濃度計により酸素濃度及び二酸化炭素濃度（酸素濃度が 19％以上

であること，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であること）を確認するとともに，

中央制御室待避室の放射線量率を電離箱サーベイメータにて監視する。 

中央制御室待避室にとどまっている間にも，プラントパラメータ監視装

置（中央制御室待避室）を用いることで，格納容器フィルタベント系作動

状況をはじめとしたプラントの監視が可能な設計とする。また，中央制御

室待避室内に通信連絡設備を設置し，緊急時対策本部等との連絡が常時可

能な設計とする。中央制御室待避室にこれら設備を設置することで，中央

制御室制御盤エリアに居るとき同様，タイムリーな監視操作が可能な設計

とする。 
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なお，中央制御室待避室にとどまっている間に中央制御室制御盤エリア

に出る際には，必要な放射線防護装備，個人線量管理措置を施した上で，

中央制御室制御盤エリアに出ることになる。そのために必要な資機材等を

中央制御室待避室に備える設計とする。 

(3) 格納容器フィルタベント系作動後（待避解除）

運転員等は，格納容器フィルタベント系作動に伴うプルーム放出後は，

中央制御室制御盤エリアの放射線量率を電離箱サーベイメータで確認した

上で，緊急時対策本部との協議の上，中央制御室制御盤エリアでの対応を

再開する。 

図 3.1－1 格納容器フィルタベント系作動と中央制御室及び中央制御室待避室 

正圧化装置の運用の概要 
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3.2 配備する資機材の数量について 

(1) 放射線防護資機材等

中央制御室に配備する放射線防護資機材等の内訳を表 3.2－1及び表 3.2

－2に示す。なお，放射線防護資機材等は，汚染が付着しないようビニール

袋等であらかじめ養生し，配備する。 

表 3.2－1 放射線防護資機材 

品名 保管数※ 考え方 

汚染防護服 210着 
10名（１，２号炉運転員９名＋余裕，以下同様）

×２交替×７日×1.5（余裕）＝210 

靴下 210足 10名×２交替×７日×1.5（余裕）＝210 

帽子 210着 10名×２交替×７日×1.5（余裕）＝210 

綿手袋 210双 10名×２交替×７日×1.5（余裕）＝210 

ゴム手袋 420双 10名×２交替×７日×1.5（余裕）×２＝420 

ろ過式呼吸用保護具 

（以下内訳） 
90個 

10名×２交替×３日（除染による再使用を考慮）

×1.5（余裕）＝90 

電動ファン付き 

全面マスク 
10個 10名 

全面マスク 80個 90－10＝80 

チャコールフィルタ

（以下内訳） 
210個 10名×２交替×７日×1.5（余裕）＝210 

電動ファン付き 

全面マスク用 
70個 10名×７日＝70 

全面マスク用 140個 210－70＝140 

被水防護服 105着 
10名×２交替×７日×1.5（余裕）×50％（年間

降水日数を考慮）＝105 

作業用長靴 10足 10名 

セルフエアーセット ４台 初期対応用３台＋予備１台 

酸素呼吸器 ３台 
インターフェイスシステム LOCA 等対応用２台＋

予備１台 

※予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う。）
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・1.5倍の妥当性の確認について

【中央制御室】

要員数９名は，運転員（中央制御室）５名と運転員（現場）４名で構

成されている。このうち，運転員（中央制御室）は，中央制御室内を正

圧化することにより，防護具類を着用する必要がない。ただし，運転員

は２交替を考慮し，交替時の１回着用を想定する。また，運転員（現場）

は，１回現場に行くことを想定している。 

９名×１回×２交替×７日＋４名×１回×２交替×７日 

＝182着＜210着 

上記想定により，重大事故等発生時に，交替等で中央制御室に複数の

班がいる場合を考慮しても，初動対応として十分な数量を確保している。 

なお，いずれの場合も防護具類が不足する場合は，構内より適宜運搬

することにより補充する。 
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表 3.2－2 放射線計測器 

品名 
配備台数※６ 

中央制御室 

個人線量計 
電子式線量計 10 台※１ 

ガラスバッジ 10 個※１ 

ＧＭ汚染サーベイメータ ３台※２ 

電離箱サーベイメータ ２台※３ 

可搬式エリア放射線モニタ ３台※４ 

ダストサンプラ ２台※５ 

※１：10名（１，２号炉運転員９名＋余裕）

※２：中央制御室内外モニタリング用１台＋チェンジングエリア用１台＋予備１台

※３：中央制御室内外モニタリング用１台＋予備１台

※４：中央制御室内用１台＋チェンジングエリア用１台＋予備１台（設置のタイミングは，

チェンジングエリア設営判断と同時（原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事

象）） 

※５：室内のモニタリング用１台＋予備１台

※６：今後，訓練等で見直しを行う。

(2) 飲食料等

中央制御室に配備する飲食料等の内訳を表 3.2－3に示す。なお，飲食料

等は，汚染が付着しないようビニール袋等であらかじめ養生し，配備する。 

表 3.2－3 飲食料等 

品名 
配備数※４ 

中央制御室 

飲食料 

・食料 210 食※1 

・飲料水（1.5リットル） 140 本※2 

簡易トイレ １式 

安定よう素剤 160 錠※3 

※１：10名（１，２号炉運転員９名＋余裕，以下同様）×７日×３食

※２：10名×７日×２本

※３：10名×８錠（初日２錠＋２日目以降１錠／日×６日）

※４：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う。）
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3.3 チェンジングエリアについて 

(1) チェンジングエリアの基本的な考え方

チェンジングエリアの設営にあたっては，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第 59条第１項（運

転員が原子炉制御室にとどまるための設備）並びに「実用発電用原子炉及

びその附属設備の技術基準に関する規則の解釈」第 74条第１項（運転員が

原子炉制御室にとどまるための設備）に基づき，原子炉制御室の外側が放

射性物質により汚染したような状況下において，原子炉制御室への汚染の

持ち込みを防止するため，モニタリング及び作業服の着替え等を行うため

の区画を設けることを基本的な考えとする。 

（実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則の解釈第74

条第１項（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）抜粋） 

原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下におい

て、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及

び作業服の着替え等を行うための区画を設けること。 
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(2) チェンジングエリアの概要

チェンジングエリアは，脱衣エリア，サーベイエリア及び除染エリアか

らなり，要員の被ばく低減の観点からタービン建物内，かつ中央制御室正

圧化バウンダリに隣接した場所に設営する。概要は，表 3.3－1のとおり。 

表 3.3－1 チェンジングエリアの概要 

項目 理由 

設
営
場
所

タービン建物

運転員控室前通路 

中央制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止

するため，モニタリング及び作業服の

着替え等を行うための区画を設ける。 

設
営
形
式

パネル取付ユニット方式 
設営の容易さ及び迅速化の観点から，

パネル取付ユニット方式を採用する。 

手
順
着
手
の
判
断
基
準

原子力災害対策特別措置法第 10

条特定事象が発生した後，緊急

時対策本部が，事象進展の状況，

参集済みの要員数及び緊急時対

策要員が実施する作業の優先順

位を考慮して，チェンジングエ

リア設営を行うと判断した場

合。 

中央制御室の外側が放射性物質によ

り汚染するようなおそれが発生した

場合，チェンジングエリアの設営を行

う。 

実
施
者

緊急時対策要員 

チェンジングエリアを速やかに設営

できるよう定期的に訓練を行ってい

る緊急時対策要員が設営を行う。 
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(3) チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート

チェンジングエリアは，中央制御室正圧化バウンダリに隣接した場所に

設置する。チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルートは，図 3.3

－1のとおり。 

図 3.3－1 チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

82



：ＳＡ範囲 

26条-別添 1-3-9 

(4) チェンジングエリアの設営（考え方，資機材）

ａ．考え方 

中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するため，図 3.3－2の設

営フローに従い，図 3.3－3のとおりチェンジングエリアを設営する。チ

ェンジングエリアの設営は，放射線管理班員２名で，２時間以内を想定

する。チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定期的に訓練を行

い，設営時間の短縮及び更なる改善を図ることとしている。 

チェンジングエリアの設営は，原子力防災組織の緊急時対策要員の放射

線管理班員２名をチェンジングエリアの設営に割り当て行う。設営の着手

は，当直長が，原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生したと判

断した後，事象進展の状況（格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）等

により炉心損傷を判断した場合等），参集済みの要員数及び放射線管理班

が実施する作業の優先順位を考慮して判断し，速やかに実施する。 

①チェンジングエリア用資機材の移動，設置

（チェンジングエリア用照明の設置）

↓ 

②床，壁等の養生を実施

↓ 

③装備回収箱，バリア，粘着マット等の設置

↓ 

④除染用資機材，可搬式空気浄化装置，ＧＭ汚

染サーベイメータの配備

図 3.3－2 チェンジングエリア設営フロー 
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図 3.3－3 中央制御室チェンジングエリア 
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ｂ．チェンジングエリア用資機材 

チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチェンジングエ

リアの補修や汚染によるシート張替え等も考慮して，表3.3－2のとおりと

する。チェンジングエリア用資機材は，チェンジングエリア付近に保管す

る。 

表 3.3－2 中央制御室チェンジングエリア用資機材 

名称 数量※１ 根拠 

チェンジングエリア区画資材 １式 

チェンジングエリア設営に

必要な数量

養生シート ２巻※２ 

バリア ４個※３ 

粘着マット ４枚※４ 

装備回収箱 ６個※５ 

ヘルメット掛け １式 

ポリ袋 200 枚※６ 

テープ 12 巻※７ 

ウエス １箱※８ 

ウェットティッシュ ５個※９ 

はさみ １個 

マジック ２本 

簡易テント １台※10 

簡易シャワー １台 

簡易タンク １台 

トレイ １個 

バケツ ２個 

可搬式空気浄化装置 １式 

チェンジングエリア用照明 ２個 

※１ 今後，訓練等で見直しを行う。

※２ 約 35m2（床，壁の養生面積）×３（エリア全面張替え１回分＋補修張替え等）

÷90m2／巻×1.5 倍≒２巻（養生シート損傷，汚染時等） 

※３ ４個（各エリア間設置箇所数）

※４ ２枚(設置箇所数)×２（汚染時の交換用）＝４枚

※５ ６個（設置箇所数）

※６ ６枚（設置箇所）×３枚／日（１日交換回数）×７日×1.5倍＝189枚→200枚

※７ 約 80m（養生エリアの外周距離）×３（エリア全面張替え１回分＋補修張替え等）

÷30m／巻×1.5 倍＝12巻（養生シート損傷，汚染時等） 

※８ 1,200枚／箱（除染等）

※９ 120枚／個（除染等）

※10 960mm×960mm×1,600mm（除染エリア設置）
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(5) チェンジングエリアの運用（出入管理，脱衣，汚染検査，除染，着衣，要

員に汚染が確認された場合の対応，廃棄物管理，チェンジングエリアの維

持管理）

ａ．出入管理 

チェンジングエリアは，中央制御室の外側が放射性物質により汚染した

ような状況下において，中央制御室に待機していた要員が，中央制御室外

で作業を行った後，再度，中央制御室に入室する際等に利用する。中央制

御室外は，放射性物質により汚染しているおそれがあることから，中央制

御室外で活動する要員は防護具を着用し，活動する。 

チェンジングエリアのレイアウトは図3.3－4のとおりであり，チェンジ

ングエリアには，下記①から③のエリアを設けることで，中央制御室内へ

の放射性物質の持ち込みを防止する。 

①脱衣エリア

防護具を適切な順番で脱衣するエリア。

②サーベイエリア

防護具を脱衣した要員の身体や物品のサーベイを行うエリア。

汚染が確認されなければ中央制御室内へ移動する。

③除染エリア

サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行うエリア。

ｂ．脱衣 

チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下のとおり。

・脱衣エリア入口で，安全靴，ヘルメット，被水防護服及びゴム手袋外

側を脱衣する。

・脱衣エリアで汚染防護服，ゴム手袋内側，マスク，帽子，靴下及び綿

手袋を脱衣する。なお，チェンジングエリアでは，放射線管理班員が

要員の脱衣状況を適宜確認し，指導，助言及び防護具の脱衣の補助を

行う。

ｃ．汚染検査 

チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のとおり。

・脱衣後，サーベイエリアに移動する。

・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。

・汚染基準を満足する場合は，中央制御室へ入室する。汚染基準を満足

しない場合は，除染エリアに移動する。

なお，放射線管理班員でなくても汚染検査ができるように汚染検査の手

順について図示等を行う。また，放射線管理班員は汚染検査の状況につい

て，適宜確認し，指導，助言をする。 
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ｄ．除染 

チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。

・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は，除染エリアに移動する。

・汚染箇所をウェットティッシュで拭き取りする。

・再度汚染箇所について汚染検査する。

・汚染基準を満足しない場合は，簡易シャワーで除染する。

・簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は，汚染箇所を養生し，

再度除染ができる施設へ移動する。

ｅ．着衣 

防護具の着衣手順は以下のとおり。 

・中央制御室内で，綿手袋，靴下，帽子，汚染防護服，全面マスク，ゴ

ム手袋内側及びゴム手袋外側等を着衣する。

・脱衣エリア出口でヘルメット，安全靴等を着用する。

・放射線管理班員は，要員の作業に応じて，被水防護服等の着用を指示

する。

ｆ．要員に汚染が確認された場合の対応 

サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サーベイエリアに

隣接した除染エリアで要員の除染を行う。 

要員の除染については，ウェットティッシュでの拭き取りによる除染を

基本とするが，拭き取りにて除染できない場合も想定し，汚染箇所への水

洗によって除染が行えるよう簡易シャワーを設ける。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，図3.3－4のとおり必要に応じてウエ

スへ染み込ませる等により固体廃棄物として処理する。

図 3.3－4除染及び汚染水処理イメージ図 
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ｇ．廃棄物管理 

中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具については，チェンジン

グエリア内にとどめておくとチェンジングエリア内の線量当量率の上昇及

び汚染拡大へつながる要因となることから，適宜チェンジングエリア外に

持ち出し，チェンジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防止を

図る。 

ｈ．チェンジングエリアの維持管理 

放射線管理班員は，床･壁等の養生の確認を実施し，養生シート等に損傷

が生じている場合は，補修を行う。 

チェンジングエリア内の表面汚染密度，線量当量率及び空気中放射性物

質濃度を定期的（１回／日以上）に測定し，放射性物質の異常な流入や拡

大がないことを確認する。 

プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再開する際には，表

面汚染密度，線量当量率及び空気中放射性物質濃度の測定を実施し，必要

に応じチェンジングエリアの除染を実施する。なお，測定及び除染を行っ

た要員は，脱衣エリアにて脱衣を行う。 

(6) チェンジングエリアに係る補足事項

ａ．可搬式空気浄化装置 

チェンジングエリアには，更なる被ばく低減のため，可搬式空気浄化装

置を１台設置する。可搬式空気浄化装置は，放射性物質を取り除いた外気

をチェンジングエリア内に供給することで正圧化し，放射性物質の流入を

防止する。可搬式空気浄化装置による送気が正常に行われていることの確

認は，可搬式空気浄化装置に取り付ける吹き流しの動きを目視により行う。

可搬式空気浄化装置の仕様等を図3.3－5に示す。 

なお，中央制御室はプルーム通過時には，原則出入りしない運用とする

ことから，チェンジングエリアについても，プルーム通過時は，原則利用

しないこととする。したがって，チェンジングエリア用の可搬式空気浄化

装置についてもプルーム通過時には運用しないことから，可搬式空気浄化

装置のフィルタが高線量化することでの居住性への影響はない。 

ただし，可搬式空気浄化装置は長期的に運用する可能性があることから，

フィルタの線量が高くなることも想定し，本体（フィルタ含む）の予備を

１台設ける。なお，交換したフィルタ等は，線源とならないようチェンジ

ングエリアから遠ざけて保管する。
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○外形寸法：約 500(D)×約 360(W)×約 1,350(H)mm

○最大風量：13m3/min

○重  量：約 60kg（フィルタ除く） 

○フィルタ：微粒子フィルタ

よう素フィルタ 

微粒子フィルタ 

微粒子フィルタのろ材はガラス繊維であり，微粒子を含

んだ空気がろ材を通過する際に，微粒子が捕集される。 

よう素フィルタ 

よう素フィルタのろ材は，活性炭素繊維であり，よう素

を含んだ空気がフィルタを通過する際に，よう素が活性

炭素繊維を通ることにより吸着・除去される。 

図 3.3－5 可搬式空気浄化装置の仕様等 

ｂ．チェンジングエリアの設営状況 

チェンジングエリアは，区画資材により区画する。チェンジングエリア

の外観は，図3.3－6のとおりであり，チェンジングエリア区画資材の仕様

は表3.3－3のとおりである。チェンジングエリア内面は，汚染の除去の容

易さの観点から，必要に応じて養生シートを貼ることとし，一時閉鎖とな

る時間を短縮している。 

更に，チェンジングエリア内には，靴等に付着した放射性物質を持ち込

まないように粘着マットを設置する。 

また，チェンジングエリア区画資材に損傷が生じた際は，速やかに補修

が行えるよう補修用の資機材を準備する。 

図 3.3－6 チェンジングエリアの外観 
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表 3.3－3 チェンジングエリア区画資材の仕様 

サイズ（設営時）

幅 1.5m×奥行 3.5m×高さ 2.0m 程度（脱衣エリア） 

幅 2.0m×奥行 3.0m×高さ 2.0m 程度（サーベイエリア） 

幅 1.5m×奥行 1.5m×高さ 2.0m 程度（除染エリア） 

サイズ（保管時） 幅 1.0m×奥行 1.5m×高さ 2.0m 程度 

本体重量 約 200kg（総重量） 

材質 軽量アルミフレーム，中空ポリカーボネートボード 

ｃ．チェンジングエリアへの空気の流れ 

中央制御室チェンジングエリアは，一定の気密性が確保されたタービン

建物内に設置し，図3.3－7のように，汚染の区分ごとにエリアを区画し，

汚染を管理する。 

また，更なる被ばく低減のため，可搬式空気浄化装置を１台設置する。 

可搬式空気浄化装置は，放射性物質を取り除いた外気をチェンジングエ

リア内に供給することで正圧化し，放射性物質の流入を防止する。

図3.3－7のように脱衣エリア及び除染エリアの空気がサーベイエリアへ

流入しないよう，可搬式空気浄化装置から各エリアに供給する風量を調整

し，チェンジングエリア内に空気の流れをつくることで，中央制御室内に

汚染を持ち込まないよう管理する。 

図 3.3－7 チェンジングエリアの空気の流れ 

中央制御室側
可搬式空気浄化装置

除染エリア サーベイエリア 脱衣エリア
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ｄ．チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染が，他の要員に伝播

することがないようサーベイエリアにおいて要員の汚染が確認された場合

は，汚染箇所を養生するとともに，サーベイエリア内に汚染が移行してい

ないことを確認する。サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，一時

的にチェンジングエリアを閉鎖するが，速やかに養生シートを張り替える

等により，要員の出入りに大きな影響を与えないようにする。ただし，中

央制御室から緊急に現場に行く必要がある場合は，張り替え途中であって

も，退室する要員は防護具を着用していることから，退室することは可能

である。 

また，脱衣エリアでは一人ずつ脱衣を行う運用とすることで，脱衣する

要員同士の接触を防止する。なお，中央制御室から退室する要員は，防護

具を着用しているため，中央制御室に入室しようとする要員と接触したと

しても，汚染が身体に付着することはない。 
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(7) 汚染の管理基準

表3.3－4のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用する。

ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，表3.3－4の管理

基準での運用が困難となった場合は，バックグラウンドと識別できる値を

設定する。 

表 3.3－4 汚染の管理基準 

状況 汚染の管理基準※１ 根拠等 

状
況
①

屋外（発電所構内全般）へ

少量の放射性物質が漏え

い又は放出されるような

原子力災害時 

1,300cpm※２ 

法令に定める表面汚染密度限

度（アルファ線を放出しない放

射性同位元素の表面汚染密度

限度）：40Bq/cm2の 1/10 

状
況
②

大規模プルームが放出さ

れるような原子力災害時 

40,000cpm※３ 
原子力災害対策指針における

OIL4 に準拠 

13,000cpm※４ 
原子力災害対策指針における

OIL4【１ヶ月後の値】に準拠 

※１：計測器の仕様や構成により係数率が異なる場合は，計測器毎の数値を確認しておく。

また，測定する場所のバックグラウンドに留意する必要がある。 

※２：４Bq/cm2相当。

※３：120Bq/cm2相当。バックグラウンドが高い状況化に適用。バックグラウンドの影響が相

対的に小さくなる数値のうち，最低の水準（バックグラウンドのノイズに信号が埋ま

らないレベルとして３倍程度の余裕を見込む水準）として設定（13,000×３

≒40,000cpm）。 

※４：40Bq/cm2相当（放射性よう素の吸入により小児の甲状腺等価線量が 100mSvに相当する

内部被ばくをもたらすと想定される体表面密度）。 
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(8) 中央制御室におけるマスク着用の要否について

中央制御室内は，中央制御室換気系により正圧化することで希ガス以外の

放射性物質の流入防止対策は行っているが，表3.3－5のとおりよう素の一部

を除去しきれないため，全面マスク等の着用が必要となる。 

表3.3－5 中央制御室換気系のフィルタ除去効率 

種類 総合除去効率（％） 

粒子用高効率フィルタ 99.9（0.3μm粒子※１） 

チャコール・フィルタ 95（相対湿度 70％以下※２） 

※１：日本工業規格 JIS Z 4812-1975「放射性エーロゾル用高性能エアフィルタ
HEPA Filters for Radioactive Aerosols」に基づき設定 

※２：非常用チャコール・フィルタ・ユニット入口の空気条件に基づき設定

(9) チェンジングエリア用照明

チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合に使用するチ

ェンジングエリア用照明は，チェンジングエリアの設置，脱衣，汚染検査，

除染時に必要な照度を確保するために表3.3－6に示す数量及び仕様とする。 

表 3.3－6 チェンジングエリア用照明 

外観図 保管場所 数量 仕様 

チェンジングエリア用照明

中央制御室

前通路 

２個 

（予備１個） 

電源：蓄電池 

点灯可能時間：満充電

から 4.5時間 
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(10) チェンジングエリアのスペースについて

中央制御室における現場作業を行う運転員は，２名１組で２組を想定し，

同時に４名の運転員がチェンジングエリア内に収容できる設計とする。チ

ェンジングエリアに同時に４名の要員が来た場合，全ての要員が中央制御

室に入りきるまで16分（脱衣２分，汚染検査２分×４人）であり，全ての

要員が汚染している場合でも除染が完了し中央制御室に入りきるまで36

分（脱衣２分，汚染検査２分，除染３分，汚染検査２分×４人）であるこ

とを確認している。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリアに来た場合

でも，チェンジングエリアは建物内に設置しており，屋外での待機はなく，

不要な被ばくを防止することができる。 

(11) 放射線管理班の緊急時対応のケーススタディ

放射線管理班は，中央制御室チェンジングエリアの設置以外に，緊急時

対策所の可搬式エリア放射線モニタの設置（20分以内），可搬式モニタリン

グ・ポストの設置（最大６時間40分以内），可搬式気象観測装置の設置（３

時間10分以内），緊急時対策所チェンジングエリアの設営（20分以内）を行

うことを想定している。これら対応項目の優先順位については，放射線管

理班長が状況に応じ判断する。以下にタイムチャートの例を示す。 

例えば，平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース①）には，全

ての対応を並行して実施することになる。また，夜間及び休日昼間（平日

の勤務時間帯以外）に事故が発生した場合で，原子力災害対策特別措置法

第10条特定事象発生直後から周辺環境が汚染してしまうような事象が発生

した場合（ケース②）は，原子力防災組織の緊急時対策要員の放射線管理

班２名で，チェンジングエリアの設営を優先し，次に可搬式モニタリング・

ポスト等の設置を行うことになる。 

図 3.3－8 平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース①） 

3 9

状況把握（モニタリング・ポストなど） 放射線管理班（現場） 1

可搬式エリア放射線モニタの設置 放射線管理班（現場） 1

緊急時対策所への移動 放射線管理班（現場） 9

可搬式モニタリング・ポストの設置 放射線管理班（現場） 2

可搬式気象観測装置の設置 放射線管理班（現場） 2

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 放射線管理班（現場） 1

中央制御室チェンジングエリアの設営 放射線管理班（現場） 2

8 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7

対応項目 要員

参
集
前

参
集
後

0 1

事故発生

▼

参集済
▼

10条

▼
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※可搬式モニタリング・ポストの設置の前に，放射線管理班長の判断によりチェンジング

エリアの設営を優先する。

図 3.3－9 夜間及び休日昼間（平日の勤務時間帯以外）に 

事故が発生した場合（ケース②） 

(12) チェンジングエリア設置前の汚染の持ち込み防止について

チェンジングエリアの運用開始までに，事象発生から２時間程度要する

ため，チェンジングエリアの運用開始までは，下記の対応により中央制御

室への過度な汚染の持ち込みを防止する。 

 運転員は，自ら汚染検査を実施し，必要に応じ除染（ウェットティッシ

ュによる拭取り）を行った上で，中央制御室に入室する。

 放射線管理班員は，チェンジングエリアの運用開始に必要な脱衣エリア，

サーベイエリア及び除染エリアを設営後，運転員の再検査を実施し，必

要に応じ除染（ウェットティッシュでの拭き取り又は簡易シャワーによ

る水洗）を行う。また，中央制御室内の環境測定を行う。 

 なお，仮に中央制御室に汚染が持ち込まれた場合でも，中央制御室換気

系により中央制御室内を浄化することで，中央制御室の居住性を確保す

る。

詳細な手順は「(5) チェンジングエリアの運用」に従う。 

3 9

状況把握（モニタリング・ポストなど） 放射線管理班（現場） 1

可搬式エリア放射線モニタの設置 放射線管理班（現場） 1

緊急時対策所への移動 放射線管理班（現場） 2

可搬式モニタリング・ポストの設置 放射線管理班（現場） 2

可搬式気象観測装置の設置 放射線管理班（現場） 2

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 放射線管理班（現場） 1

中央制御室チェンジングエリアの設営 放射線管理班（現場） 2 ※

9 10 11 12 133 4 5 6 7 82

対応項目 要員

参
集
前

参
集
後

0 1

事故発生

▼

10条

▼

参集完了

▼
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3.4 中央制御室への地震及び火災等の影響 

地震，津波，自然災害（竜巻等），及び火災，溢水について，中央制御室に

影響を与える事象を抽出し，対応について整理した。 

中央制御室に影響を与える可能性のある事象として，表 3.4－1に示す起因

事象（内部火災，内部溢水，地震等）と同時にもたらされる環境条件が考え

られるが，いずれの場合でも中央制御室での運転操作に影響を与えることは

ない。 

中央制御室における主な対応を以下に示す。 

○地震

中央制御室の制御盤エリア付近で被災した場合，運転員は制御盤への誤接

触，自身の転倒を防止するため，制御盤の手摺にて安全を確保するとともに

警報発信状況等の把握に努める。また，地震時においても運転員が必要な監

視操作を行うことができるよう，中央制御室は耐震Ｓクラスの制御室建物４

階に設置するとともに，制御盤は必要な耐震性を有する設計としている。

○津波

中央制御室を設置する敷地に対して基準津波の最高水位はEL11.8ｍ程度で

ある。中央制御室を設置している制御室建物は敷地高さ EL15ｍに施設されて

おり，また，中央制御室は制御室建物４階（EL16.9ｍ）に設置している。こ

のことにより，中央制御室及びアクセスルートは基準津波の影響を受けない

設計としている。

○火災

中央制御室にて火災が発生したした場合は，運転員が火災状況を確認でき

る設計とし，初期消火を行うことができるよう消火器を設置している。

また，中央制御室外で発生した火災に対しても，中央制御室の機能に影響

を与えることがない設計としている。 

○溢水

中央制御室には溢水原は存在しないことを確認している。

万一，火災が発生したとしても，運転員が火災状況を確認し，消火器にて

初期消火を行うこととしているため，消火活動に伴う内部溢水による影響は

ない。 

また，中央制御室外で発生した溢水に対しても，中央制御室の機能に影響

を与えることがない設計としている。 
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表 3.4－1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応（１／２） 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室の環境条件 

中央制御室での操作性（操作の容易性）を 

確保するための設計方針 

内部火災 

（地震起因含

む） 

火災による中央制御室

内設備の機能喪失 

中央制御室にて火災が発生しても速やかに消火できるよう，「運

転員が火災状況を確認し，ハロン消火器又は二酸化炭素消火器

にて初期消火を行う」ことを社内規定類で定めることとし，中

央制御室の機能を維持する。（詳細については，設置許可基準規

則第８条「火災による損傷の防止」に関する適合状況説明資料

を参照） 

内部溢水 

（地震起因含

む） 

溢水による中央制御室

内設備の機能喪失 

中央制御室には溢水源がない設計とする。 

火災が発生したとしても，「運転員が火災状況を確認し，ハロン

消火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を行う」ことを社内

規定類に定めることとし，消火水による溢水の影響がない設計

とする。 

蒸気配管破断が発生した場合も，漏えいした蒸気の影響がない

設計とする。（詳細については，設置許可基準規則第９条「溢水

による損傷の防止等」に関する適合状況説明資料を参照） 

地震 

余震 

地震発生時の対応として「運転員は地震が発生した場合，制御

盤から離れて操作器への誤接触を防止するとともに，制御盤の

手摺にて身体の安全確保に努める」ことを社内規定類に定める。 

外部電源喪失（全交流動

力電源喪失含む） 

外部電源喪失においても，中央制御室の照明は，ディーゼル発

電機から給電され※１，蓄電池からの給電により点灯する非常用

直流照明も備え，機能が喪失しない設計とする。（詳細について

は，設置許可基準規則第11条「安全避難通路等」に関する適合

状況説明資料を参照） 

※１ ディーゼル発電機は各自然現象に対して健全性が確保さ

れる設計とする。 

地震：設計基準地震動に対して，耐震Sクラス設計とする。 

竜巻：設計基準の竜巻風速による複合荷重（風圧力による荷重，

気圧差による荷重，飛来物による衝撃荷重）に対して，

外殻その他による防護で健全性を確保する。 

風（台風）：設計基準の風速による風圧に対して，外殻その他に

よる防護で健全性を確保する。 

積雪：設計基準の積雪による堆積荷重に対して，外殻その他に

よる防護で健全性を確保する。 

落雷：設計基準の雷撃電流値に対して，避雷針や保安器等によ

る防護で健全性を確保する。 

森林火災：防火帯の内側に設置することにより延焼を防止し，

熱影響に対して健全性を確保する。また，ばい煙に

対してもフィルタにより健全性を確保する。図3.4-1

に運転モード毎の中央制御室換気系の系統概要図を

示す。 

火山：設計基準の火山灰の堆積荷重に対して，外殻その他によ

る防護で健全性を確保する。また，給気系はフィルタ交

換等により閉塞せず健全性を確保する。 

竜巻・風（台風） 

積雪 

落雷 

外部火災 

（森林火災） 

火山 

外部火災 

（森林火災） 

ばい煙や有毒ガスの発

生による中央制御室内

環境への影響 

中央制御室の空調換気設備について，外気取入ダンパを閉止し，

再循環運転を行うことで外気を遮断することから，中央制御室

内環境への影響はない。 

（詳細については，設置許可基準規則第６条「外部からの衝撃

による損傷の防止（外部火災）」，設置許可基準規則第６条「外

部からの衝撃による損傷の防止（火山）」に関する適合状況説明

資料を参照） 
火山 

降下火砕物による中央

制御室内環境への影響 
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表 3.4－1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応（２／２） 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室の環境条件 

中央制御室での操作性（操作の容易性）を 

確保するための設計方針 

火山 
降下火砕物による中央

制御室内環境への影響 

低温 
低温による中央制御室

内への影響 

中央制御室の空調換気設備により環境温度が維持される

ため，中央制御室内環境への影響はない。 

（詳細については，設置許可基準規則第６条「外部からの

衝撃による損傷の防止（低温）」に関する適合状況説明資

料を参照） 

98



：ＤＢ範囲 

26条-別添 1-3-25 

図 3.4－1 運転モード毎の中央制御室換気系 系統概要図 
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【補足１】系統隔離運転時の中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の評価に

ついて（設計基準事故時） 

1. 概要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」第 38

条第 13項に規定する「換気設備の隔離その他の適切な防護措置」として，中央

制御室換気系は，隔離ダンパを閉操作することにより外気から遮断し，系統隔

離運転とすることができる。 

設計基準事故の発生時において，隔離ダンパを閉操作し，外気から隔離した

場合の中央制御室の居住性について，以下のとおり評価した。 

2. 評価

外気隔離時の中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の悪化防止のため，

酸素濃度及び二酸化炭素濃度について評価を行った。 

(1) 酸素濃度

「空気調和・衛生工学便覧 空調設備篇」に基づき，酸素濃度について評

価した。 

ａ．評価条件 

・滞在人員 ９名

・中央制御室バウンダリ容積 17,000m3

・空気流入率 0.01回/h

(2017年 8月 2日に実施した中央制御室空気流入率測定試験結果

0.082+0.003 回/hを基に保守的に設定) 

・初期酸素濃度 20.95％（標準大気の酸素濃度）

・１人当たりの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩行時の呼吸量

を適用し，24L/minとする。

・１人当たりの酸素消費量は，呼気の酸素濃度を 16.4％として 65.52L/h

とする。 

・許容酸素濃度は 18％以上（労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規定から） 

ｂ．評価結果 

上記評価条件から求めた酸素濃度は表１のとおりであり，720 時間外気

隔離した場合においても，中央制御室内に滞在する運転員の操作環境に影

響を与えない。 

表１ 系統隔離時の酸素濃度（設計基準事故時） 

時間 12時間 24時間 36 時間 96時間 168 時間 720時間 

酸素濃度 20.90% 20.87% 20.84% 20.73% 20.66% 20.60% 
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(2) 二酸化炭素濃度

「空気調和・衛生工学便覧 空気設備篇」に基づき，二酸化炭素濃度につ

いて評価した。 

ａ．評価条件 

・滞在人員 ９名

・中央制御室バウンダリ容積 17,000m3

・空気流入率 0.01回/h

（2017 年 8月 2日に実施した中央制御室空気流入率測定試験結果

0.082+0.003 回/hを基に保守的に設定） 

・初期二酸化炭素濃度 0.03％（標準大気の二酸化炭素濃度）

・１人当たりの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作を想定し，中等

作業時の吐出量を適用して 0.046m3/hとする。

・許容二酸化炭素濃度は 0.5％以下（JEAC4622-2009から）

ｂ．評価結果 

上記評価条件から求めた二酸化炭素濃度は表２のとおりであり，720 時

間系統隔離した場合においても，中央制御室内に滞在する運転員の操作環

境に影響を与えない。 

表２ 系統隔離時の二酸化炭素濃度（設計基準事故時） 

時間 12時間 24時間 36 時間 96時間 168時間 720時間 

二酸化炭

素濃度 
0.06% 0.09% 0.11% 0.19% 0.23% 0.28% 
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【補足 2】加圧運転時の中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の評価につい

て（重大事故時） 

１．概要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」第38

条，第13項に規定する「換気設備の隔離その他の適切な防護措置」として，重大

事故発生時において，中央制御室換気系の排気隔離ダンパを閉操作及び給気隔離

ダンパを開操作し，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン及び再循環用ファ

ンにより外気を浄化した空気によって中央制御室バウンダリを正圧化する設計

としている。 

重大事故が発生時において，加圧運転を実施し中央制御室バウンダリを正圧化

した場合の中央制御室の居住性について，以下のとおり評価した。 

２．評価 

加圧運転時の中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の悪化防止のため，酸

素濃度及び二酸化炭素濃度について評価を行った。 

(1) 酸素濃度

「空気調和・衛生工学便覧 空気設備篇」に基づき，酸素濃度について評

価した。 

ａ．評価条件 

・滞在人員 ９名

･中央制御室バウンダリ容積：17,000m3

・換気量：  m3/h 

（中央制御室換気系の設計風量 17,500m3より保守的に，中央制御室

内を外気より＋20Pa以上で正圧化する必要風量  m3/hと設

定） 

・初期酸素濃度：20.95％（空気調和・衛生工学便覧から）

・１人当りの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩行時の呼吸量

を適用し，24L/minとする。

・１人当りの酸素消費量は呼気の酸素濃度を 16.4％として，65.52L/h

とする。

・許容酸素濃度は 18％（労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規定から） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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ｂ．評価結果 

上記評価条件から求めた酸素濃度は表１の通りであり，168時間加圧運

転した場合においても，中央制御室内に滞在する運転員の操作環境に影

響を与えない。 

表１ 隔離運転時の酸素（加圧運転時） 

時間 12時間 24時間 36時間 96時間 168時間 

酸素濃度 20.95% 20.95% 20.95% 20.95% 20.95% 

(2) 二酸化炭素濃度

「空気調和・衛生工学便覧 空気設備篇」に基づき，二酸化炭素濃度につ

いて評価した。 

ａ．評価条件 

・滞在人員 ９名

・中央制御室バウンダリ容積 : 17,000m3

・換気量：  m3/h 

（中央制御室換気系の設計風量 17,500m3より保守的に，中央制御室

内を外気より＋20Pa以上で正圧化する必要風量  m3/hと設

定） 

・初期二酸化炭素濃度：0.03％（空気調和・衛生工学便覧から）

・１人当りの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作を想定し，中等

作業時の吐出量を適用して 0.046m3/hとする。

・許容二酸化炭素濃度は 0.5％以下（JEAC4622-2009 から）

ｂ．評価結果 

上記評価条件から求めた二酸化炭素濃度は表２の通りであり，168時

間加圧運転した場合においても，中央制御室内に滞在する運転員の操作

環境に影響を与えない。 

表２ 隔離運転時の二酸化炭素濃度（加圧運転時） 

時間 12時間 24時間 36時間 96時間 168時間 

二酸化 

炭素濃度 
0.032% 0.032% 0.032% 0.032% 0.032% 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3.5 中央制御室待避室のプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で

確認できるパラメータ 

 

表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認できるパラ

メータ（１／６） 
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表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認できるパラ

メータ（２／６） 
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表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認できるパラ

メータ（３／６） 
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表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認できるパラ

メータ（４／６） 
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表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認できるパラ

メータ（５／６） 
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表 3.5－1 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）で確認できるパラ

メータ（６／６） 
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3.6 格納容器フィルタベント実施時の中央制御室待避室の収容性 

(1) 中央制御室待避室に待避する要員数の考え方 

重大事故等が発生した場合においても中央制御室に運転員がとどまる居

住性を確保するため，中央制御室待避室を設置している。 

中央制御室待避室は，重大事故等時の格納容器フィルタベント実施時に，

運転員がとどまることができなければならない。そのため，中央制御室待

避室の設計は収容可能人数を「５名」としている。 

内訳を表 3.6－1に示す。 

 

表 3.6－1 中央制御室待避室収容人数設計内訳 

当 直 長 １名 

当直副長 １名 

運転員（中央制御室） １名 

運転員（現場） ２名 

合計 ５名 

 

なお，運転員が中央制御室待避室に待避している間は，運転員による運

転操作を実施する必要はなく，プラントパラメータ監視装置（中央制御室

待避室）によるプラントパラメータの監視及び衛星電話設備（固定型），無

線通信設備（固定型）又は有線式通信設備による連絡を行うこととしてお

り表 3.6－1の要員数に包含される。 

また，重大事故等の事故シーケンス毎の運転員の対応要員数を評価した。 

評価条件として，「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過

温破損)（残留熱代替除去系を使用しない場合）」（以下，「大 LOCA」とする）

の事故シナリオを想定した。なお，全交流動力電源喪失シナリオは 4 シナ

リオあるが，対応要員数が変わらないため「全交流動力電源喪失(外部電源

喪失＋DG失敗)」で代表する。「格納容器雰囲気直接加熱(DCH)」，「原子炉圧

力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用(FCI)」及び「 溶融炉心・コンクリー

ト相互作用(MCCI)」の３シナリオについては「雰囲気圧力・温度による静

的負荷(格納容器過圧・過温破損)（残留熱代替除去系を使用する場合）」で

実施する残留熱代替除去系を使用した対応と同じであり，「停止中の反応度

誤投入」シナリオは，事故の終息が短時間で終了するため対象外とした。 

事故シーケンス毎における運転員の対応要員数を表3.6－2に示す。また，

図 3.6－1，2 にて中央制御室待避室を使用する事故シーケンスの作業時間

抜粋を示す。 
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表
3.
6－

2 
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事
故
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ー
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数
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ス
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(2) 中央制御室待避室内の必要スペースの考え方 

中央制御室待避室内で行う作業は，プラントパラメータ監視装置（中央

制御室待避室）によるプラントパラメータの監視，衛星電話設備（固定型）

又は無線通信設備（固定型）による通信連絡のみであり，広い作業スペー

スは不要であることから，以下の条件を考慮して中央制御室待避室の必要

寸法を検討する。 

  運転員 5名が着席して待機するために必要なスペース 

  プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室），ＬＥＤ照明（ラ

ンタンタイプ），酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び有線式通信設備

の専用接続端子を配置するためのスペース 

  待避室内圧力調整用の配管・バルブの設置及び操作スペース 

運転員が椅子に座った姿勢で待機するために必要なスペースを 1名当た

り 500mm×1,200mm とすると，中央制御室待避室の必要寸法は

3,000mm×1,200mm となる。 

 

(3) 中央制御室待避室の居住性向上 

中央制御室待避室の必要寸法として 3,000mm×1,200mm を設定するが，

中央制御室待避室の居住性を向上させるため，以下を実施する。 

  外部との通信手段の確保（衛星電話設備（固定型）／無線通信設備

（固定型）／有線式通信設備） 

  十分な照度の確保（ＬＥＤ照明（ランタンタイプ）） 

  天井高を高く設定することで，室内空間を広くする（2,000mm） 

 

これに加えて，更なる居住性向上のため，中央制御室待避室の床面積を

必要寸法における床面積の 2倍以上に拡大する。 

 

(4) 中央制御室待避室のレイアウト 

これまでの検討結果を反映した中央制御室待避室のレイアウト図として図

2.4－14に示しているとおり，中央制御室待避室の寸法は，6,000mm×2,000mm

と必要十分なスペースを確保する設計とする。 
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室

換
気

系
　

加
圧

運
転

操
作

1
0
分

中
央

制
御

室
待

避
室

準
備

（
1
人

）

A
―

・
 
中

央
制

御
室

待
避

室
加

圧
操

作

中
央

制
御

室
待

避

（
５

名
）

当
直

長
，

当
直

副

長
，

運
転

員
A
,
D
,
E

―
・

 
中

央
制

御
室

待
避

室
内

へ
の

待
避

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

ｐ
Ｈ

制
御

系
起

動
操

作

（
1
人

）

A
―

・
 
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

水
ｐ

Ｈ
制

御
系

起
動

2
0
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
常

設
）

起
動

操
作

（
1
人

）

A
―

・
 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

常
設

）
起

動
/
運

転
確

認
/
系

統
構

成
/
漏

え
い

隔
離

操
作

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
常

設
）

注
水

操
作

（
1
人

）

A
―

・
 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

常
設

）
注

水
弁

操
作

1
0
分

中
央

制
御

室
待

避
室

に
退

避
す

る
前

に
原

子
炉

注
水

流
量

を
崩

壊
熱

相
当

に
調

整
す

る
。

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系

（
可

搬
型

）
系

統
構

成

（
1
人

）

A
―

・
 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
系

統
構

成
1
0
分

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系

（
可

搬
型

）
ス

プ
レ

イ
操

作

（
1
人

）

A
―

・
 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
ス

プ
レ

イ
弁

操
作

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

運
転

（
1
人

）

A
―

・
 
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
　

冷
却

水
流

量
調

整
1
0
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
・

 
格

納
容

器
内

雰
囲

気
計

装
起

動
5
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
・

 
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

及
び

酸
素

濃
度

の
監

視
解

析
上

考
慮

せ
ず

―
・

 
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
ｐ

H
制

御
　

系
統

構
成

2
0
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
・

 
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
ｐ

H
制

御
　

起
動

1
0
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

格
納

容
器

ベ
ン

ト
準

備
操

作
（

1
人

）

A
―

・
 
格

納
容

器
ベ

ン
ト

準
備

（
Ｎ

Ｇ
Ｃ

非
常

用
ガ

ス
処

理
入

口
隔

離
弁

操
作

）
1
0
分

格
納

容
器

ベ
ン

ト
操

作
（

1
人

）

A
―

・
 
格

納
容

器
ベ

ン
ト

操
作

（
Ｎ

Ｇ
Ｃ

　
Ｎ

２
ト

ー
ラ

ス
出

口
隔

離
弁

操
作

）
1
0
分

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
　

再
開

（
1
人

）

A
―

・
 
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

系
再

起
動

解
析

上
考

慮
せ

ず

燃
料

プ
ー

ル
水

温
6
6
℃

以
下

維
持

必
要

人
員

数
　

合
計

1
人 A

―

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）
経

過
時

間
（

時
間

）
経

過
時

間
（

日
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

4
0

4
1

4
2

4
3

5
6

7

操
作

項
目

実
施

箇
所

・
必

要
人

員
数

操
作

の
内

容

　
事

象
発

生

　

通
報

連
絡

等
を

行
う

要
員

運
転

員

（
現

場
）

状
況

判
断

1
人 A

―
―

1
0
分

―
1
0
分

―
2
5
分

―
5
分

― ― ― ―

水
素

濃
度

及
び

酸
素

濃
度

監
視

設
備

の
起

動

（
1
人

）

A

― ― ―

中
央

制
御

室
換

気
系

起
動

― ― ―
5
分

―
８

時
間

　
　

　
注

水
継

続
適

宜
実

施

― ―
1
0
分

― ―
 
適

宜
実

施

―
　

　
　

　
　

　
注

水
開

始
3
0
分

は
最

大
流

量
と

し
，

そ
の

後
は

崩
壊

熱
相

当
量

で
注

水
継

続

―

格
納

容
器

内
雰

囲
気

計
装

に
よ

る

水
素

濃
度

及
び

酸
素

濃
度

監
視

（
1
人

）

A

― ―
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

適
宜

実
施

―
1
0
分

・
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

水
ポ

ン
プ

を
再

起
動

し
燃

料
プ

ー
ル

の
冷

却
を

再
開

す
る

。

・
必

要
に

応
じ

て
ス

キ
マ

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

へ
の

補
給

を
実

施
す

る
。

―

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

ｐ
H
制

御
操

作
（

1
人

）

A

― ― ― ―

（
）

内
の

数
字

は
他

の
作

業
終

了
後

，
移

動
し

て
対

応
す

る
人

員
数

。

約
27
時
間

格
納
容
器
圧
力

64
0
kP
a
[g
a
ge
]到

達

1
0分

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

約
5分

炉
心
損
傷

プ
ラ
ン
ト
状
況
判
断

約
10
分

燃
料
被
覆
管
温
度

12
0
0℃

到
達

原
子
炉
ス
ク
ラ
ム

3
0分

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
原
子
炉
注
水
開
始

約
28
分

燃
料
温
度

25
0
0K
（
22
27
℃
）
到
達

約
１
時
間

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

運
転
開
始

約
32
時

間
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位

通
常

水
位
＋

約
1.
3m
到

達

約
１
時
間
40
分

中
央
制
御
室
換
気
系

運
転
開
始
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図
3.
6－

2 
「
大
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
＋
高
圧
・
低
圧
注
水
機
能
喪
失
＋
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
シ
ー
ケ
ン
ス
（
現
場
運
転
員
）

 

責
任

者
当

直
長

1
人

中
央

制
御

室
監

視

運
転

操
作

指
揮

緊
急

時
対

策
本

部
連

絡

補
佐

当
直

副
長

1
人

運
転

操
作

指
揮

補
佐

指
示

者
1
人

初
動

で
の

指
揮

連
絡

責
任

者

連
絡

担
当

者
4
人

発
電

所
内

外
連

絡

運
転

員

（
中

央
制

御
室

）
復

旧
班

要
員

・
 
外

部
電

源
喪

失
確

認

・
 
給

水
流

量
の

全
喪

失
確

認

・
 
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

確
認

，
タ

ー
ビ

ン
ト

リ
ッ

プ
確

認

・
 
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
機

能
喪

失
確

認

・
 
再

循
環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ
確

認

・
 
原

子
炉

へ
の

注
水

機
能

喪
失

を
確

認

・
 
主

蒸
気

隔
離

弁
全

閉
確

認

・
 
炉

心
損

傷
確

認

・
 
早

期
の

電
源

回
復

不
能

確
認

―
―

・
 
放

射
線

防
護

具
準

備
／

装
備

―
―

・
 
Ｄ

系
非

常
用

高
圧

母
線

受
電

準
備

（
現

場
）

Ｄ
系

非
常

用
高

圧
母

線
受

電
操

作
―

―
・

 
Ｄ

系
非

常
用

高
圧

母
線

受
電

操
作

（
現

場
）

Ｃ
系

非
常

用
高

圧
母

線
受

電
準

備
―

―
・

 
Ｃ

系
非

常
用

高
圧

母
線

受
電

準
備

（
現

場
）

2
5
分

Ｃ
系

非
常

用
高

圧
母

線
受

電
操

作
―

―
・

 
Ｃ

系
非

常
用

高
圧

母
線

受
電

操
作

（
現

場
）

5
分

中
央

制
御

室
換

気
系

起
動

―
―

・
 
中

央
制

御
室

換
気

系
　

系
統

構
成

中
央

制
御

室
待

避
室

準
備

―
―

・
 
中

央
制

御
室

待
避

室
系

統
構

成
3
0
分

―
―

・
 
放

射
線

防
護

具
準

備
／

装
備

―
―

・
 
注

水
弁

電
源

切
替

操
作

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

準
備

操
作

―
―

・
 
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
　

系
統

構
成

解
析

上
考

慮
せ

ず

―
―

・
 
格

納
容

器
ベ

ン
ト

準
備

（
Ｎ

Ｇ
Ｃ

非
常

用
ガ

ス
処

理
入

口
隔

離
弁

操
作

）
解

析
上

考
慮

せ
ず

―
―

・
 
緊

急
時

対
策

所
へ

の
退

避
2
5
分

解
析

上
考

慮
せ

ず

格
納

容
器

ベ
ン

ト
操

作
―

―
・

 
格

納
容

器
ベ

ン
ト

操
作

（
Ｎ

Ｇ
Ｃ

　
Ｎ

２
ト

ー
ラ

ス
出

口
隔

離
弁

操
作

）
解

析
上

考
慮

せ
ず

必
要

人
員

数
　

合
計

1
人 A

―

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）
経

過
時

間
（

時
間

）
経

過
時

間
（

日
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

4
0

4
1

4
2

4
3

5
6

7

操
作

項
目

実
施

箇
所

・
必

要
人

員
数

操
作

の
内

容

　
事

象
発

生

　

通
報

連
絡

等
を

行
う

要
員

状
況

判
断

1
人 A

―
―

1
0
分

2
人

B
,
C

1
0
分

3
5
分

Ｄ
系

非
常

用
高

圧
母

線
受

電
準

備

運
転

員

（
現

場
）

4
0
分

（
2
人

）

B
,
C

（
2
人

）

B
,
C

（
2
人

）

B
,
C

5
分

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
常

設
）

起
動

操
作

2
人

D
,
E

1
0
分

2
0
分

（
2
人

）

D
,
E

（
2
人

）

D
,
E

1
時

間
2
0
分

（
2
人

）

B
,
C

格
納

容
器

ベ
ン

ト
準

備
操

作

（
2
人

）

D
,
E

（
2
人

）

B
,
C

1
時

間
4
0
分

1
時

間
3
0
分

（
2
人

）

D
,
E

4
人

B
,
C
,
D
,
E

（
）

内
の

数
字

は
他

の
作

業
終

了
後

，
移

動
し

て
対

応
す

る
人

員
数

。

約
27
時
間

格
納
容
器
圧
力

64
0
kP
a
[g
a
ge
]到

達

1
0分

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

遠
隔
操
作
に
失
敗
し
た
場
合
は
，
現
場
操
作
に
て
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
格
納
容
器
除
熱
を
行
う
。

操
作
は
，
現
場
へ
の
移
動
を
含
め
，
約

14
分
後
か
ら
開
始
可
能
で
あ
る
。
（
操
作
完
了
は
約

1時
間
30
分
後
）

具
体
的
な
操
作
方
法
は
，
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構
に
よ
り
，
原
子
炉
建
物
付
属
棟
内
か
ら
操
作
を
行
う
。

約
5分

炉
心
損
傷

プ
ラ
ン
ト
状
況
判
断

約
10
分

燃
料
被
覆
管
温
度

12
0
0℃

到
達

原
子
炉
ス
ク
ラ
ム

3
0分

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
原
子
炉
注
水
開
始

約
28
分

燃
料
温
度
25
0
0K
（
22
27
℃
）
到
達

約
１
時
間

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

運
転
開
始

約
32
時

間
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位

通
常

水
位
＋

約
1.
3m
到

達

約
１
時
間

40
分

中
央
制
御
室
換
気
系

運
転
開
始
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3.7 申請前号炉の中央制御室の居住性評価について 

島根原子力発電所２号炉において，炉心の著しい損傷が発生した場合の

格納容器ベント実施時における運転終了号炉（１号炉）の運転員は，自号

炉の中央制御室から緊急時対策所に移動し１号炉の監視業務等を行う設計

としていることから，１号炉に関しては，２号炉の運転員の被ばく評価結

果（補足説明資料 59-11 参照）に包絡されるため，申請前号炉の中央制御

室の居住性評価の対象外とした。 
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原子炉制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 
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26条-別添 2-ii 
 

目次 

 

  

中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価

について 

1 大気中への放出量の評価 

2 大気拡散の評価 

3 建物内の放射性物質からのガンマ線の評価 

4 中央制御室の居住性に係る被ばく評価 

4.1 中央制御室内での被ばく 

4.1.1 建物内の放射性物質からのガンマ線による

中央制御室内での被ばく（経路①） 

4.1.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線

による中央制御室内での被ばく（経路②） 

4.1.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質に

よる中央制御室内での被ばく（経路③） 

4.2  入退域時の被ばく 

4.2.1 建物内の放射性物質からのガンマ線による

入退域時の被ばく（経路④） 

4.2.2 大気中へ放出された放射性物質による入退

域時の被ばく（経路⑤） 

5 評価結果のまとめ 
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 ※１：原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 

  

 

添付資料 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る

被ばく評価について 

1 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評

価条件表 

2 居住性評価に用いた気象資料の代表性について 

3 空気流入率試験結果について 

4 運転員の交替について 

5 内規※１との整合性について 

 

 

 

 

26条-別添 2-添 1-1 

26条-別添 2-添 2-1 

26条-別添 2-添 3-1 

26条-別添 2-添 4-1 

26条-別添 2-添 5-1 
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中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 

 

設計基準事故時における中央制御室等の運転員の被ばく評価に当たっては，

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）（平

成 21・07・27原院第 1号 平成 21年 8月 12日）」（以下「被ばく評価手法（内

規）」という。）に基づき，評価を行った。 

 

1.大気中への放出量の評価 

評価事象は，原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とした。 

想定事故時における放射性物質の建物内の存在量，大気中への放出量は，仮想

事故相当のソースタームを基にする数値，評価手法及び評価条件を使用して評価

した。 

 

2.大気拡散の評価 

被ばく評価に用いる相対濃度と相対線量は，大気拡散の評価に従い実効放出継

続時間を基に計算した値を年間について小さい方から順に並べた累積出現頻度

97％に当たる値を用いた。評価においては，2009年１月～2009 年 12月の１年間

における気象データを使用した。なお,当該データの使用に当たっては,当該 1

年間の気象データが長期間の気象状態を代表しているかどうかの検討をＦ分布

検定により実施し,特に異常でないことを確認している。 

 

3.建物内の放射性物質からのガンマ線の評価 

建物内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

運転員の実効線量は，施設の位置，建物の配置，形状等から評価した。直接ガン

マ線については，ＱＡＤＣＧＧＰ２Ｒコードを用い，スカイシャインガンマ線に

ついては，ＡＮＩＳＮ及びＧ３３－ＧＰ２Ｒコードを用いて評価した。 

 

4.中央制御室の居住性に係る被ばく評価 

被ばく評価に当たって考慮している被ばく経路（①～⑤）を，図 4－1に示す。

それぞれの経路における評価方法及び評価条件は以下に示すとおりである。 

中央制御室等の運転員に係る被ばく評価期間は事象発生後 30日間とした。運

転員の勤務形態は４直２交替とし，30 日間の積算線量を滞在期間及び入退域に

要する時間の割合で配分し，運転員一人当たりの評価期間中の平均的な実効線量

を評価した。 

 

4.1 中央制御室内での被ばく 

4.1.1 建物内の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく（経路

①） 

事故期間中に建屋内に存在する放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシ
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ャインガンマ線による中央制御室内での運転員の外部被ばくは，前述 3.の方法

で実効線量を評価した。 

 

4.1.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内での被（経

路②） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での外部

被ばくは，事故期間中の大気中への放射性希ガス（以下，「希ガス」という。）

の放出量を基に大気拡散効果と中央制御室の壁・天井によるガンマ線の遮蔽効果

を踏まえて運転員の実効線量を評価した。  

120



 

 

 

26条-別添 2-3 
 

 

 

図
4－

1 
事
故
時
に
お
け
る
中
央
制
御
室
等
の
運
転
員
の
被
ば
く
経
路

線 源
 

 
建
物
内
放
射
性
物
質

 
 

大
気
中
放
射
性
物
質
 

被 ば く 経 路
 

 
直
接
ガ
ン
マ
線
，
 

ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線

 
 

換
気
設
備
を
通
じ
て
中
央
制
御
室
内
に
取
り
込

ま
れ
る
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
（
チ
ャ
コ
ー

ル
フ
ィ
ル
タ
を
通
ら
な
い
空
気
流
入
も
考
慮
）

 
 

放
射
性
物
質

の
 

ガ
ン
マ
線

 
 

放
射
性
物
質
の

 

吸
入
摂
取
 

ガ
ン
マ
線
 

吸
入
摂
取
 

被 ば く 部 位
 

 
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
 

外
部
被
ば
く
 

吸
入
摂
取
に
よ
る
 

内
部
被
ば
く
 

 
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
 

外
部
被
ば
く
 

吸
入
摂
取
に
よ
る
 

内
部
被
ば
く
 

 

 
中
央
制
御

室
内
 

入
退
域
時

 

①
 

②
 

③
 

③
 

⑤
 

⑤
 

④
 

121



 

26条-別添 2-4 
 

 

 
 

図 4－2 ２号炉中央制御室換気系の概要図 
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4.1.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく

（経路③） 

事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から中央制御室内

に取り込まれる。中央制御室内に取り込まれた希ガスのガンマ線による外部被ば

く及び放射性よう素（以下「よう素」という。）の吸入摂取による内部被ばくの

和として実効線量を評価した。 

中央制御室内の放射性物質濃度の計算に当たっては，(1)，(2)に示す中央制御

室換気系の効果を考慮した。 

(1) 系統隔離運転 

中央制御室換気系の系統隔離運転は，通常開いている制御室給気隔離ダ

ンパを閉止し，再循環させてよう素をチャコールフィルタにより低減する

運転であるが，本評価においては，保守的に事故期間中も外気を取込む運

転を想定する。具体的な系統構成は図 4－2に示すとおりである。なお，島

根原子力発電所１号炉と２号炉の中央制御室は共用している。 

(2) チャコールフィルタを通らない空気流入量 

中央制御室へのチャコールフィルタを通らない空気流入量は，空気流入

率測定試験結果を踏まえて保守的に換気率換算で 0.5回/hを仮定して評価

した。 

 

4.2 入退域時の被ばく 

4.2.1 建物内の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく（経路④） 

事故期間中に建物内に存在する放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシ

ャインガンマ線による入退域時の運転員の外部被ばくは，中央制御室の壁・天井

によるガンマ線の遮蔽効果を期待しないこと以外は，「4.1.1 建物内の放射性

物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく（経路①）」と同様な手法で

実効線量を評価した。 

入退域時の運転員の実効線量の評価に当たっては，１号炉タービン建物入口を

代表評価点とし，入退域ごとに評価点に 15分間滞在するとして評価した。 

 

4.2.2 大気中へ放出された放射性物質による入退域時の被ばく（経路⑤） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばくは，中

央制御室の壁・天井によるガンマ線の遮蔽効果を期待しないこと以外は「4.1.2 

大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内での被ばく（経路

②）」と同様な手法で，希ガスのガンマ線による外部被ばく及びよう素の吸入摂

取による内部被ばくの和として運転員の実効線量を評価した。入退域時の運転員

の実効線量の評価に当たっては，上記 4.2.1の仮定に同じである。 
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5. 評価結果のまとめ 

島根原子力発電所２号炉の設計基準事故時における中央制御室の運転員の被

ばく評価を実施した結果，原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断において被ばく

評価手法（内規）の判断基準 100mSvを超えないことを確認した。なお，評価結

果を表 5－1，評価内訳を表 5－2に示す。 

 

 

表 5－1 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価結果（２号炉） 

（単位：mSv） 

被ばく経路 
原子炉冷却材喪失 

（実効線量） 

主蒸気管破断 

（実効線量） 

中

央

制

御

室

内 

①建物内の放射性物質からのガンマ

線による中央制御室内での被ばく 
約 8.3×10-４ 約 4.8×10-５ 

②大気中へ放出された放射性物質の

ガンマ線による中央制御室内での

被ばく 

約 5.2×10-１ 約 1.5×10-３ 

③室内に外気から取り込まれた放射

性物質による中央制御室内での被

ばく 

約 9.7×10０ 約 4.0×10-1 

小  計（①＋②＋③） 約 1.1×10１ 約 4.0×10-1 

入

退

域

時 

④建物内の放射性物質からのガンマ

線による入退域時の被ばく 
約 7.6×10-２ 約 1.9×10-４ 

⑤大気中へ放出された放射性物質に

よる入退域時の被ばく 
約 1.3×10０ 約 1.7×10-２ 

小  計（④＋⑤） 約 1.4×10０ 約 1.7×10-２ 

合  計（①＋②＋③＋④＋⑤） 約 1.2×10１ 約 4.2×10-１ 
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表
5－

2 
中
央
制
御
室

の
居
住
性
（
設
計
基
準
事
故
）
に
係
る

被
ば
く
評

価
結
果
内
訳
（
２
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炉
）

 

（
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蒸
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４
 

―
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4
.
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大
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―
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5.
2
×

10
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１
 

約
5.
2
×

10
-１
 

―
 

約
1
.
5×
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-３
 

約
1
.5
×
10

-３
 

③
室

内
に
外
気
か
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ま
れ
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放
射

性
物

質
に
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制
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０
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×
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０
 

約
9.
7
×
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０
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3
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9
.
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-３
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4
.
0×
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-１
 

小
  
計
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①
＋
②
＋
③
）
 

約
7.
9×

10
０
 

約
2.
4
×

10
０
 

約
1.

1×
10

１
 

約
3
.
9×
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-１
 

約
1
.
1×

10
-２
 

約
4
.
0×
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-１
 

入 退 域 時
 

④
建

物
内
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放
射
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物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ

線
に

よ
る
入
退
域
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の
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約
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×
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×
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-２
 

―
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1
.
9×
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-４
 

約
1
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×
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-４
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中
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射
性
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質
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よ
る

入
退
域
時
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被
ば
く
 

約
8.
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4.
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×

10
-
１
 

約
1.
3
×

10
０
 

約
1
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7×
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-２
 

約
5
.
3×

10
-４
 

約
1
.
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-２
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＋
⑤
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約
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０
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-４
 

約
1
.
7×

10
-２
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＋
⑤
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０
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０
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4
.
1×

10
-１
 

約
1
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4
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表
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裂
生

成

物
量
 

炉
心
熱
出
力
 

2,
54
0M
W 

（
定

格
出
力

2,
43
6M
W
の
約

10
5
％

）
 

原
子
炉
運
転
時
間
 

2
,0
00

日
 

原
子
炉
格
納
容
器
に
放
出
さ
れ

る
 

核
分
裂
生
成
物
の
割
合
 

希
ガ

ス
10
0
％
 

よ
う

素
50
％
 

原
子

炉
格
納

容

器
内

で
の
低

減

効
果
 

原
子
炉
格
納
容
器
等

へ
の
 

無
機
よ
う
素
の
沈
着

効
果
 

50
％
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ

の
プ

ー

ル
水
に
よ
る
無
機
よ
う
素
の
気

液
分

配

係
数
 

10
0
 

環
境

へ
の
放

出
 

原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
漏
え

い
率
 

0.
5
％

/
日
 

大
気

拡
散
 

気
象
資
料
 

20
09

年
１
月

１
日
～

12
月

31
日
 

（
１

年
間
）
 

実
効
放
出
継
続
時
間
 

24
時

間
 

累
積
出
現
頻
度
 

小
さ

い
方
か

ら
97
％
 

着
目
方
位
（
滞
在
時

）
 

９
方

位
 

運
転

員
の
 

被
ば

く
評
価
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
よ
う
素
除

去
効

率
 

99
％
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
換
気
率
 

１
回
/
日
 

交
替
要
員
体
制
の
考
慮
 

４
直

２
交
替
 

直
接
ガ
ン
マ
線

，
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン

ガ

ン
マ
線
評
価
コ
ー
ド
 

直
接

ガ
ン
マ

線
：
 

Ｑ
Ａ

Ｄ
－
Ｃ

Ｇ
Ｇ
Ｐ

２
Ｒ
 

ス
カ

イ
シ
ャ

イ
ン
ガ

ン
マ
線
：

 

Ａ
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ｎ

及
び
Ｇ

33
－
Ｇ
Ｐ

２
Ｒ
 

評
価
期
間
 

30
日

間
 

 
 

評
価
イ
メ
ー
ジ

 
（
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
）

 

被
ば
く
評
価
結
果
（
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
）

 

30
日
間
の
実
効
線
量
 

約
12
mS
v 

 

大
気

拡
散
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表
5－

5 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
事
故
：
主
蒸
気
管
破
断
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
主
要
条
件

 

主
な
評
価
条
件

 
大

項
目
 

中
項
目
 

主
要

条
件
 

原
子

炉
格
納

容
器

に
放
出

さ
れ

る
核
分

裂
生

成
物
量
 

炉
心
熱
出
力
 

2,
54
0M
W 

（
定

格
出
力

2,
43
6M
W
の
約

10
5
％
）
 

原
子
炉
運
転
時
間
 

2,
00
0
日
 

事
象
発
生
前
の
原
子
炉
冷
却
材

中
の
 

放
射
性
物
質
濃
度
 

I-
13
1
を

1.
4×

10
３
Bq
/
g
と

し
，

そ
れ

に
応

じ
他

の
ハ
ロ

ゲ
ン
等

の
組
成
を

拡
散

組
成

と
し

て
考

慮
 

燃
料
棒
か
ら

追
加
放
出

さ
れ
る
 

核
分
裂
生
成
物
の
量
 

I-
13
1
を

7.
4×

10
13
Bq

と
し

，
そ

れ
に

応
じ

他
の
ハ

ロ
ゲ

ン
等
及

び
希
ガ
ス

の
組

成
を

平
衡

組
成

と
し

て
考
慮
 

希
ガ

ス
に
つ

い
て
は

よ
う
素
の

２
倍

と
す

る
 

主
蒸

気
隔
離

弁
か

ら
の
放

出
 

主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
前
の
 

破
断
口
か
ら
の
放
出
 

放
出

冷
却
材

に
含
ま

れ
る
量
 

追
加
放
出
さ
れ
る
核
分
裂
生
成

物
の

う
ち

主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
ま
で
の
破

断
口

か
ら

の
放
出
 

１
％
 

主
蒸
気
隔
離
弁
か
ら
建
物
内
へ

の
漏

え
い
 

12
0
％
/
日
 

大
気

拡
散
 

気
象
資
料
 

20
09

年
１
月

１
日
～

12
月

31
日
 

（
１

年
間
）
 

実
効
放
出
継
続
時
間
 

１
時

間
 

累
積
出
現
頻
度
 

小
さ

い
方
か

ら
97
％
 

着
目
方
位
（
滞
在
時

）
 

６
方
位
（
制
御
室
中
心
）
 

７
方
位
（
取
込
口
）
 

運
転

員
の
 

被
ば

く
評
価
 

交
替
要
員
体
制
の
考
慮
 

４
直

２
交
替
 

直
接
ガ
ン
マ
線
，
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン

ガ
ン

マ
線
評
価
コ
ー
ド
 

直
接

ガ
ン
マ

線
：
Ｑ

Ａ
Ｄ
－
Ｃ

Ｇ
Ｇ

Ｐ
２

Ｒ
 

ス
カ

イ
シ
ャ

イ
ン
ガ

ン
マ
線
：

Ａ
Ｎ

Ｉ
Ｓ

Ｎ
及

び
Ｇ
33
－

Ｇ
Ｐ
２

Ｒ
 

評
価
期
間
 

30
日

間
 

 

 
 

評
価
イ
メ
ー
ジ
 
（
主
蒸
気
管
破
断

）
 

被
ば
く
評
価
結
果
（
主
蒸
気
管
破
断
）

 

30
日
間
の
実
効
線
量
 

約
0.
42
mS
v 
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添付資料 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 

 

1 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価条件表 

 

表 1－1 大気中への放出量評価条件（原子炉冷却材喪失）(1/2) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

評価事象 
原子炉冷却材喪失 

（仮想事故相当） 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

4.1 原子炉冷却材喪失及び主蒸気

管破断を対象とする。原子炉冷却

材喪失及び主蒸気管破断は，一方

の事故で包絡できる場合は，いず

れかで代表してもよい。 

原子炉熱出力 
定格出力（2,436MW）

の約 105％ 
同上 

4.1.1(1) 原子炉は，定格出力に余

裕を見た出力で十分長時間運転し

ていたとする。 

原子炉 

運転時間 
2,000日 同上 

【解説 4.1】「十分長時間運転」

とは，原子炉内の出力分布，核分

裂生成物の蓄積状況，温度分布等

の解析に影響を与える各種の状態

量が，運転サイクル等を考慮して

ほぼ平衡に達している状態をい

う。 

サイクル数 

（バッチ数） 
５ 同上 

原子炉格納容

器に放出され

る核分裂生成

物量 

希ガス：100％ 

よう素：50％ 
同上 

4.1.1(2)b) 事象発生後，原子炉格

納容器内に放出される放射性物質

の量は，炉心内蓄積量に対して希

ガス 100％，よう素 50％の割合と

する。 

よう素の 

形態 

粒子状よう素：０％ 

無機よう素：90％ 

有機よう素：10％ 

同上 

4.1.1(2)c) 原子炉格納容器内に

放出されたよう素のうち，有機よ

う素は 10％とし，残りの 90％は無

機よう素とする。 

原子炉格納容

器等への無機

（元素状）よ

う素の沈着効

果 

50％が瞬時に沈着 同上 

4.1.1(2) d) 原子炉格納容器内に

放出されたよう素のうち，無機よ

う素は，50％が原子炉格納容器内

及び同容器内の機器等に沈着し，

原子炉格納容器からの漏えいに寄

与しないとする。有機よう素及び

希ガスは，この効果を無視する。 

サプレッショ

ン・プール水

の無機よう素

に対する除去

効果 

分配係数：100 同上 

4.1.1(2)e) サプレッションプー

ル水に無機よう素が溶解する割合

は，分配係数で 100 とする。有機

よう素及び希ガスは，この効果を

無視する。 
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表 1－1 大気中への放出量評価条件（原子炉冷却材喪失）(2/2) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

原子炉格納容器

内での放射性物

質の自然減衰 

考慮する 

漏えいまで

の自然減衰

を考慮 

― 

原子炉格納容器

からの漏えい率 
0.5％/日 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

4.1.1(2)f) 希ガス及びよう素は，

原子炉格納容器からの漏えいを計

算する。原子炉格納容器からの漏

えいは，原子炉格納容器の設計漏

えい率及び原子炉格納容器内の圧

力に対応した漏えい率に余裕を見

込んだ値とする。 

非

常

用

ガ

ス

処

理

系 

換気率 １回/日 同上 

4.1.1(2)g) 原子炉建屋の非常用

換気系等(フィルタを含む。)は，

起動するまでの十分な時間的余裕

を見込む。非常用換気系等の容量

は，設計で定められた値とする。

フィルタのよう素除去効率は設計

値に余裕を見込んだ値とする。 

よう素用 

チャコール 

・フィルタ

除去効率 

99％ 同上 

起動遅れ 

時間 
瞬時に起動 

原子炉水位

低，格納容

器圧力高又

は原子炉棟

排気放射能

高の信号に

より瞬時に

切り替えら

れるものと

する。 

原子炉建物内で

の放射性物質の

自然減衰 

考慮する 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

4.1.1(2)g) 原子炉建屋における

沈着による放射性物質の除去効果

は無視し，自然崩壊のみを考える。 

事故の 

評価期間 
30日間 同上 

【解説 3.2】  評価期間は，事故

発生後 30日間とする。 
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表 1－2 大気中への放出量評価条件（主蒸気管破断）(1/2) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

評価事象 
主蒸気管破断 

（仮想事故相当） 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

4.1 原子炉冷却材喪失及び主蒸気

管破断を対象とする。原子炉冷却

材喪失及び主蒸気管破断は，一方

の事故で包絡できる場合は，いず

れかで代表してもよい。 

原子炉 

熱出力 

定格出力（2,436MW）

の約 105% 
同上 

4.1.2(1) 原子炉は，定格出力に余

裕を見た出力で十分長時間運転し

ていたとする。 

原子炉 

運転時間 
2,000日 同上 

【解説 4.1】「十分長時間運転」

とは，原子炉内の出力分布，核分

裂生成物の蓄積状況，温度分布等

の解析に影響を与える各種の状態

量が，運転サイクル等を考慮して

ほぼ平衡に達している状態をい

う。 

サイクル数 

（バッチ数） 
５ 同上 

冷却材流出量 
蒸気：11ton 

水  ：16ton 

内規に示さ

れたとおり

の条件によ

る事故解析

結果 

4.1.2  

(2) 原子炉の出力運転中に，主蒸

気管 1 本が，原子炉格納容器外で

瞬時に両端破断すると仮定する。  

(3) 主蒸気隔離弁は，設計上の最

大の動作遅れ時間及び閉止時間で

全閉する。  

(4) 原子炉冷却材の流出流量の計

算に当たっては，流量制限器の機

能を考慮することができる。ただ

し，主蒸気隔離弁の部分において

臨界流が発生するまでは，弁によ

る流量制限の効果は考えない。  

(5) 事象発生と同時に，外部電源

は喪失すると仮定する。  

(6) 事象故発生後，原子炉圧力は，

長時間，逃がし安全弁の設定圧に

保たれる。 

事象発生前の

原子炉冷却材

中の放射性物

質濃度 

Ｉ－131を 1.4×10３

Bq/g とし，それに応

じ他のハロゲン等の

組成を拡散組成とし

て考慮 

同上 

4.1.2 (7)b) 事象発生前の原子炉

冷却材中の放射性物質の濃度は，

運転上許容される I-131の最大濃

度に相当する濃度とし，その組成

は拡散組成とする。蒸気相中のハ

ロゲン濃度は，液相の濃度の 1/50

とする。 
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表 1－2 大気中への放出量評価条件（主蒸気管破断）(2/2) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

燃料棒から 

追加放出される

放射性物質の量 

Ｉ－131を 7.4×1013 

Bq とし，それに応じ

他のハロゲン等及び

希ガスの組成を平衡

組成として考慮 

希ガスについてはよ

う素の２倍とする 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

4.1.2 (7)c) 原子炉圧力の減少に

伴う燃料棒からの追加放出量を，

I-131は先行炉等での実測データに

基づく値に安全余裕を見込んだ値

とし，その他の放射性物質はその組

成を平衡組成として求める。希ガス

はよう素の 2倍の放出量とする。 

主蒸気隔離弁閉

止前に破断口よ

り放出される追

加放出された放

射性物質の量 

追加放出された放射

性物質の１％ 
同上 

4.1.2 (7)d) 主蒸気隔離弁閉止前

の燃料棒からの放射性物質の追加

放出割合は，主蒸気隔離弁閉止前の

原子炉圧力の低下割合に比例する

とし，追加放出された放射性物質の

1％が破断口から放出する。 

よう素の形態 

粒子状よう素：０％ 

無機よう素：90％ 

有機よう素：10％ 

同上 

4.1.2 (7)f) 燃料棒から放出され

たよう素のうち，有機よう素は10％

とし，残りの 90％は無機よう素と

する。 

有機よう素が気

相部に移行する

割合 

10％ 同上 
4.1.2 (7)f) 有機よう素のうち

10％は瞬時に気相部に移行する。 

有機よう素が分

解したよう素，

無機よう素，そ

の他ハロゲンの

キャリーオーバ

ー割合 

２％ 同上 

4.1.2 (7)f) 残りのよう素及びそ

の他のハロゲンが気相部にキャリ

ーオーバーされる割合は，2％とす

る。希ガスは，すべて瞬時に気相部

に移行する。 

主蒸気隔離弁 

漏えい率 
120％/日 同上 

4.1.2 (7)h) 主蒸気隔離弁は，1個

が閉止しないとする。閉止した隔離

弁からは，蒸気が漏えいする。閉止

した主蒸気隔離弁の漏えい率は設

計値に余裕を見込んだ値とし，この

漏えい率は一定とする。 

主蒸気隔離弁か

らの漏えい期間 
無限期間 同上 

原子炉圧力容器

からサプレッシ

ョン・チェンバ

への換気率 

原子炉圧力容器気相

体積の 100倍/日 
同上 

4.1.2 (7)i) 主蒸気隔離弁閉止後

は，残留熱除去系又は逃がし安全弁

等を通して，崩壊熱相当の蒸気が，

サプレッションプールに移行する。 

タービン建物内

で床，壁等に沈

着する割合 

０％ 
保守的に仮

定 
― 

事故の 

評価期間 
30日間 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

【解説 3.2】  評価期間は，事故発

生後 30日間とする。 
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表 1－3 放射性物質の大気中への放出量（30日間積算値） 

 

評価事象 

 

核分裂生成物 放出量 (Bq) 

原子炉冷却材

喪失 

希ガス 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV換算） 
約 2.0×1016 

よう素 

（Ｉ－131等価量－成人実効線量係数換算） 
約 6.8×1013 

主蒸気管破断 

希ガス及びハロゲン等 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV換算） 
約 2.0×1013 

よう素 

（Ｉ－131等価量－成人実効線量係数換算） 
約 4.6×1011 
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表 1－4 放射性物質の大気拡散の評価条件(1/4) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

大気拡散 

評価 

モデル 

ガウスプルームモデ

ル 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

5.1.1(2)a) 中央制御室評価で特

徴的な近距離の建屋の影響を受け

る場合には，(5.1)式の通常の大気

拡散による拡がりのパラメ－タで

あるσy 及びσz に，建屋による巻

込み現象による初期拡散パラメ－

タσy0,σz0 を加算した総合的な拡

散パラメータΣy，Σzを適用する。 

気象資料 

島根原子力発電所の

2009.１～2009.12 

１年間の気象データ 

同上 

5.1.1(2)d) 気象データ  

建屋影響は，放出源高さから地上

高さに渡る気象条件の影響を受け

るため，地上高さに相当する比較

的低風速の気象データ（地上 10m 

高さで測定）を採用するのは保守

的かつ適切である。 

放出源 

及び 

放出源高さ 

（原子炉冷却材喪失） 

排気筒 

 

（主蒸気管破断） 

原子炉建物 

ブローアウトパネル 

同上 

4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から

原子炉建屋内に漏えいした放射性

物質は，原子炉建屋内非常用ガス

処理系で処理された後，排気筒を

経由して環境に放出されるとす

る。 

4.1.2(7)g) 主蒸気隔離弁閉止前

に放出された原子炉冷却材は，完

全蒸発し，同時に放出された放射

性物質を均一に含む蒸気雲になる

とする。隔離弁閉止後に放出され

た放射性物質は，大気中に地上放

散する。 

実効放出 

継続時間 

（原子炉冷却材喪失） 

24時間 

 

（主蒸気管破断） 

１時間 

同上 

【解説 5.13】(3) 実効放出継続時

間(T)は，想定事故の種類によって

放出率に変化があるので，放出モ

ードを考慮して適切に定めなけれ

ばならないが，事故期間中の放射

性物質の全放出量を 1 時間当たり

の最大放出量で除した値を用いる

ことも一つの方法である。  

実効放出継続時間が 8 時間を超え

る場合は，長時間放出とみなして

計算する。 
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表 1－4 放射性物質の大気拡散の評価条件(2/4) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

累積出現 

頻度 
小さい方から 97％ 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

5.2.1(2) 評価点の相対濃度は，毎

時刻の相対濃度を年間について小

さい方から累積した場合，その累

積出現頻度が 97％に当たる相対

濃度とする。 

建物の影響 考慮する 同上 

5.1.2(1)a) 中央制御室のように，

事故時の放射性物質の放出点から

比較的近距離の場所では，建屋の

風下側における風の巻き込みによ

る影響が顕著となると考えられ

る。そのため，放出点と巻き込み

を生じる建屋及び評価点との位置

関係によっては，建屋の影響を考

慮して大気拡散の計算をする必要

がある。 

巻き込みを 

生じる 

代表建物 

（原子炉冷却材喪失） 

タービン建物 

 

（主蒸気管破断） 

原子炉建物 

放出源から

最も近く，

巻き込みの

影響が最も

大きい建物

として，被

ばく評価手

法（内規）

に示された

選定例に基

づき選定 

5.1.2(3)a)2) 巻き込みを生じる

建屋として，原子炉格納容器，原

子炉建屋，原子炉補助建屋，ター

ビン建屋，コントロ－ル建屋，燃

料取り扱い建屋等，原則として放

出源の近隣に存在するすべての建

屋が対象となるが，巻き込みの影

響が最も大きいと考えられる一つ

の建屋を代表として相対濃度を算

出することは，保守的な結果を与

える。 

3) 巻き込みを生じる代表的な建

屋として，表 5.1 に示す建屋を選

定することは適切である。 
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表 1－4 放射性物質の大気拡散の評価条件(3/4) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

大気拡散 

評価地点 

（室内作業時） 

中央制御室中心 

及び 

中央制御室 

換気系外気取入口 

 

（入退域時） 

１号炉タービン建物 

入口 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

5.1.2(3)b)3)ⅰ) 建屋の巻き込み

の影響を受ける場合には，中央制

御室の属する建屋表面での濃度は

風下距離の依存性は小さくほぼ一

様と考えられるので，評価点は厳

密に定める必要はない。屋上面を

代表とする場合，例えば中央制御

室の中心点を評価点とするのは妥

当である。 

7.2 (3) 相対線量 D/Qの評価点は，

中央制御室内の中心，操作盤位置

等の代表点とする。室内の複数点

の計算結果から線量が最大となる

点を評価点としてもよい。  

7.3.2(5) 相対濃度χ/Q の評価点

は，外気取入れを行う場合は中央

制御室の外気取入口とする。また， 

外気を遮断する場合は中央制御室

の中心点とする。 

7.5.1(5）a)，7.5.2 (5)a) 管理建

屋の入口を代表評価点とし，入退

域ごとに評価点に，15分間滞在す

るとする。 

着目方位 

（原子炉冷却材喪失） 

中央制御室 

９方位 

入退域 

４方位 

 

（主蒸気管破断） 

中央制御室中心 

６方位 

中央制御室換気系

外気取入口 

７方位 

入退域 

３方位 

同上 

5.1.2(3)c)1) 中央制御室の被ば

く評価の計算では，代表建屋の風

下後流側での広範囲に及ぶ乱流混

合域が顕著であることから，放射

性物質濃度を計算する当該着目方

位としては，放出源と評価点とを

結ぶラインが含まれる１方位のみ

を対象とするのではなく，図 5.4 

に示すように，代表建屋の後流側

の拡がりの影響が評価点に及ぶ可

能性のある複数の方位を対象とす

る。 
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表 1－4 放射性物質の大気拡散の評価条件(4/4) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

建物の 

投影面積 

（原子炉冷却材喪失） 

2,100m2 

（タービン建物， 

短手方向） 

 

（主蒸気管破断） 

2,600m2 

（原子炉建物， 

短手方向） 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

5.1.2(3)d)2) 建屋の影響がある

場合の多くは複数の風向を対象に

計算する必要があるので，風向の

方位ごとに垂直な投影面積を求め

る。ただし，対象となる複数の方

位の投影面積の中で，最小面積を，

すべての方位の計算の入力として

共通に適用することは，合理的で

あり保守的である。 

巻き込みを 

生じる 

代表建物の

形状係数 

１／２ 同上 

5.1.1(2)b) 形状係数 cの値は，特

に根拠が示されるもののほかは原

則として 1/2 を用いる。 
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表 1－5 相対濃度（χ／Q）及び相対線量（D／Q） 

 

 評価点 評価距離 評価方位 相対濃度／相対線量 

原
子
炉
冷
却
材
喪
失 

中

央

制

御

室 

χ／Q 

（s/m3） 中央制御室 

中心 
180m 

ＮＮＥ，ＮＥ，

ＥＮＥ，Ｅ，

ＥＳＥ，ＳＥ，

ＳＳＥ，Ｓ，

ＳＳＷ 

(９方位) 

― 

D／Q 

（Gy/Bq） 
2.6×10-18 

χ／Q 

（s/m3） 
中央制御室 

空調換気系 

外気取入口 

160m 

3.0×10－４ 

D／Q 

（Gy/Bq） 
― 

入

退

域 

χ／Q 

（s/m3） 
１号炉 

タービン 

建物入口 

255m 

ＥＮＥ，Ｅ，

ＥＳＥ，ＳＥ 

（４方位） 

1.8×10－４ 

D／Q 

（Gy/Bq） 
1.9×10-18 

主
蒸
気
管
破
断 

中
央
制
御
室 

χ／Q 

（s/m3） 中央制御室 

中心 
90m 

ＮＮＥ，ＮＥ，

ＥＮＥ，Ｅ， 

ＥＳＥ，ＳＥ 

(６方位) 

― 

D／Q 

（Gy/Bq） 
5.2×10-18 

χ／Q 

（s/m3） 中央制御室 

空調換気系 

外気取入口 

75m 

ＮＮＥ，ＮＥ， 

ＥＮＥ，Ｅ， 

ＥＳＥ，ＳＥ，

ＳＳＥ(７方

位) 

1.3×10－３ 

D／Q 

（Gy/Bq） 
― 

入
退
域 

χ／Q 

（s/m3） 
１号炉 

タービン 

建物入口 

180m 

ＥＮＥ，Ｅ，

ＥＳＥ 

（３方位） 

5.0×10－４ 

D／Q 

（Gy/Bq） 
2.5×10-18 
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表 1－6 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被ばく評価条件 

（原子炉冷却材喪失） 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

表 1‐1に基づき，以下のとおり評価する。 

線
源
強
度

原子炉

建物内

線源強

度分布 

原子炉建物（二次格納

施設）内に放出された

放射性物質は自由空

間内に均一に分布 

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

6.1(1)c) 二次格納施設内の放射

性物質は自由空間容積に均一に分

布するものとする。 

計
算
モ
デ
ル

原子炉

建物遮

蔽厚さ 

（図 1‐1参照） 

同上 

7.1.1(1)c)，7.1.2(1)c)線源から

中央制御室に至るまでの遮へい効

果を，構造物の配置，形状及び組

成から計算する。建屋等の構造壁

又は天井に対して，配置，形状及

び組成を明らかにして，遮へい効

果を見込んでもよい。 

中央制

御室遮

蔽厚さ 

（図 1‐1参照） 

同上 同上 

評価点 

（中央制御室内） 

中央制御室内の線量

が最大となる点 

（入退域時） 

１号炉タービン建物

入口 

同上 

7.1.1(1)d)，7.1.2(1)d) 線量の評

価点は，中央制御室内の中心，操

作盤位置等の代表点とする。室内

の複数点の計算結果から線量が最

大となる点を評価点としてもよ

い。 

7.4.1(1)e)1)，7.4.2(1) e)1) 管

理建屋の入口を代表評価点とし，

入退域ごとに評価点に 15 分間滞

在するとする。 

計算 

コード

直接ガンマ線： 

ＱＡＤ―ＣＧＧＰ２

Ｒコード 

スカイシャインガン

マ線：ＡＮＩＳＮ及び

Ｇ33―ＧＰ２Ｒコー

ド

許認可評価

で使用実績

あり 

6.2(4)a) スカイシャインガンマ

線の計算は一回散乱計算法を用い

るものとし，必要に応じて輸送計

算コードを適宜組み合わせて用い

る。 

6.3(3)a) 直接ガンマ線の計算は，

点減衰核積分法を用いる。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図 1－1 ２号炉原子炉建物・中央制御室遮蔽厚さ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表 1－7 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被ばく評価条件 

（主蒸気管破断）(1/2) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

表 1‐2に基づき，以下のとおり評価する。 

線
源
強
度

原子炉

建物内

線源強

度分布 

タービン建物（管理区

域）内に放出された放

射性物質は自由空間

内に均一に分布

被ばく評価

手法（内規）

に示された

とおり設定 

6.1(2)b) 事故時に主蒸気管破断

口からタービン建屋内に放出され

た放射性物質は，全量がタービン

建屋から漏えいすることなく，タ

ービン建屋の自由空間容積に均一

に分布するものとする。このター

ビン建屋内の放射性物質を直接ガ

ンマ線及びスカイシャインガンマ

線の線源とする。

計
算
モ
デ
ル

タービ

ン建物

遮蔽厚

さ
（図 1‐2参照） 

同上 

7.1.1(3)c)，7.1.2(3)c)線源から

中央制御室に至るまでの遮へい効

果を，構造物の配置，形状及び組

成から計算する。建屋等の構造壁

又は天井に対して，配置，形状及

び組成を明らかにして，遮へい効

果を見込んでもよい。 

中央制

御室遮

蔽厚さ 

（図 1‐1参照） 

同上 同上 

評価点 

（中央制御室内） 

中央制御室内の線量

が最大となる点 

（入退域時） 

１号炉タービン建物

入口 

同上 

7.1.1(3)d)，7.1.2(3)d) 線量の評

価点は，中央制御室内の中心，操

作盤位置等の代表点とする。室内

の複数点の計算結果から線量が最

大となる点を評価点としてもよ

い。 

7.4.1(3)e)1)，7.4.2(3) e)1) 管

理建屋の入口を代表評価点とし，

入退域ごとに評価点に 15 分間滞

在するとする。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表 1－7 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被ばく評価条件 

（主蒸気管破断）(2/2) 

項目 評価条件 選定理由 被ばく評価手法（内規）での記載 

表 1‐2に基づき，以下のとおり評価する。 

計

算

モ

デ

ル 

計算 

コード

（直接ガンマ線） 

ＱＡＤ―ＣＧＧＰ２

Ｒコード 

（スカイシャインガ

ンマ線）

ＡＮＩＳＮ及びＧ33

―ＧＰ２Ｒコード

許認可評価

で使用実績

あり 

6.2(4)a) スカイシャインガンマ

線の計算は一回散乱計算法を用い

るものとし，必要に応じて輸送計

算コードを適宜組み合わせて用い

る。 

6.3(3)a) 直接ガンマ線の計算は，

点減衰核積分法を用いる。 
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図 1－2 ２号炉タービン建物 遮蔽厚さ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表 1－8 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる建物内の積

算線源強度（原子炉冷却材喪失） 

群 
エネルギ

(MeV)

ガンマ線積算線源強度 

(photons) 
群 

エネルギ

(MeV)

ガンマ線積算線源強度 

(photons) 

1 0.01 9,2×1016 22 1.5 3.8×1019 

2 0.02 1.7×1015 23 1.66 4.2×1018 

3 0.03 5.3×1017 24 2.0 8.4×1018 

4 0.045 7.4×1014 25 2.5 2.3×1019 

5 0.06 0.0×10０ 26 3.0 7.9×1017 

6 0.07 0.0×10０ 27 3.5 2.2×1016 

7 0.075 0.0×10０ 28 4.0 0.0×10０ 

8 0.1 4.6×1021 29 4.5 0.0×10０ 

9 0.15 9,2×1017 30 5.0 0.0×10０ 

10 0.2 3.7×1019 31 5.5 0.0×10０

11 0.3 3.9×1020 32 6.0 0.0×10０ 

12 0.4 4.3×1020 33 6.5 0.0×10０ 

13 0.45 1.0×1019 34 7.0 0.0×10０ 

14 0.51 2.1×1019 35 7.5 0.0×10０ 

15 0.512 1.5×1018 36 8.0 0.0×10０ 

16 0.6 1.4×1020 37 10.0 0.0×10０ 

17 0.7 4.6×1020 38 12.0 0.0×10０ 

18 0.8 2.9×1020 39 14.0 0.0×10０ 

19 1.0 1.1×1020 40 20.0 0.0×10０ 

20 1.33 4.7×1019 41 30.0 0.0×10０ 

21 1.34 3.8×1016 42 50.0 0.0×10０ 
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表 1－9 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる建物内の積

算線源強度（主蒸気管破断） 

群 
エネルギ

(MeV)

ガンマ線積算線源強度 

(photons) 
群 

エネルギ

(MeV)

ガンマ線積算線源強度 

(photons) 

1 0.01 1.5×1014 22 1.5 3.6×1015 

2 0.02 1.4×1013 23 1.66 5.2×1015 

3 0.03 6.1×1014 24 2.0 5.7×1015 

4 0.045 1.5×1016 25 2.5 2.1×1016 

5 0.06 0.0×10０ 26 3.0 1.5×1015 

6 0.07 0.0×10０ 27 3.5 6.8×1013 

7 0.075 0.0×10０ 28 4.0 2.0×1013 

8 0.1 9.4×1017 29 4.5 7.4×1011 

9 0.15 1.2×1016 30 5.0 0.0×10０ 

10 0.2 2.6×1017 31 5.5 0.0×10０

11 0.3 2.0×1017 32 6.0 0.0×10０ 

12 0.4 3.9×1017 33 6.5 0.0×10０ 

13 0.45 8.2×1015 34 7.0 0.0×10０ 

14 0.51 2.4×1015 35 7.5 0.0×10０ 

15 0.512 1.1×1015 36 8.0 0.0×10０ 

16 0.6 6.3×1016 37 10.0 0.0×10０ 

17 0.7 4.6×1016 38 12.0 0.0×10０ 

18 0.8 4.8×1016 39 14.0 0.0×10０ 

19 1.0 1.9×1016 40 20.0 0.0×10０ 

20 1.33 1.9×1016 41 30.0 0.0×10０ 

21 1.34 8.5×1013 42 50.0 0.0×10０ 
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表 1－10 防護措置の条件(1/2) 

項目 
評価条件 

選定理由 
被ばく評価手法（内規）で

の記載 １号炉 ２号炉 

中央制御

室空調換

気系 

隔離 

（０～15分） 

通常運転 

（15分～） 

外気取入運

転※ 

被ばく評価手

法（内規）に

示されたとお

り設定 

7.3.2(6) 中央制御室の自

動隔離を期待する場合に

は，その起動信号を明確に

するとともに隔離に要す

る時間を見込む。また，隔

離のために手動操作が必

要な場合には，隔離に要す

る時間に加えて運転員が

事故を検知してから操作

を開始するまで 10分以上

の時間的余裕を見込んで

計算する。 

中央制御

室空調換

気系処理

空間容積 

18,000m3 
設計値を基に

設定 

7.3.2(7)b) 中央制御室に

相当する区画の容積は，中

央制御室バウンダリ内体

積（容積）とする。 

中央制御

室空調換

気系バウ

ンダリへ

の空気流

入量 

9,000m3/h 

（空気流入率 0.5回/h） 

試験結果

（0.082回/h）

を基に余裕を

見込んだ値と

して設定 

2.定義 b) 別添の「原子力

発電所の中央制御室の空

気流入率測定試験手法」に

おいて定められた空気流

入率に，中央制御室バウン

ダリ内体積（容積）を乗じ

たものである。

※ 外気取入運転時には排風機を使用するが，排風機は定格風量でのみ運転可能な設備であり，

風量バランスはあらかじめ設定しているダンパ開度によって調整することから，排風機に

よって過剰な空気流入を発生させることはない。

なお，風量バランス，ダンパ開度については試験によって確認を行っている。
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表 1－10 防護措置の条件(2/2) 

項目 
評価条件 

選定理由 
被ばく評価手法（内規）で

の記載 １号炉 ２号炉 

放射性物

質のガン

マ線によ

る外部被

ばくに係

る容積 

2,440m3 
居住スペース

容積 

(3) 中央制御室の容積は，

中央制御室バウンダリ内

体積（容積）とする。

a) ただし，エンベロープ

の一部が，ガンマ線を遮へ

いできる躯体で区画され，

運転員がその区画内のみ

に立入る場合には，当該区

画の容積を用いてもよい。  

チャコー

ルフィル

タの除去

効率

― 

（０～15分） 

０％ 

（15分～） 

95％ 

設計値を基に

設定 

7.3.2(3) 中央制御室換気

系フィルタの効率は，設計

値又は管理値を用いる。 

外気 

取込量 
０m3/h 

（０～15分） 

21,000m3/h 

（15分～） 

3,500m3/h 

同上 7.3.2(7)a) 中央制御室内

への取り込み空気放射能

濃度に基づき，空調システ

ムの設計に従って中央制

御室内の放射能濃度を求

める。

中央制御

室非常用

再循環処

理装置流

量 

０m3/h 

（０～15分） 

０m3/h 

（15分～） 

32,000m3/h 

同上 

マスクに

よる防護

係数 

考慮しない ― 

7.3.3(3) 被ばく低減方策

として，防護マスク着用に

よる放射性よう素の吸入

による内部被ばくの低減

をはかる場合には，その効

果及び運用条件を適切に

示して評価に反映しても

よい。 

交替要員

の考慮 
４直２交替 

被ばく評価手

法（内規）に

示されたとお

り設定 

7.（3）運転員の勤務状態

については，平常時の直交

替を基に設定する。ただ

し，直交替の設定を平常時

のものから変更する場合，

事故時マニュアル等に当

該の運用を記載すること

が前提である。 
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2 居住性評価に用いた気象資料の代表性について 

島根原子力発電所敷地内において観測した 2009年１月から 2009年 12月まで

の１年間の気象データを用いて評価を行うに当たり，当該１年間の気象データが

長期間の気象状態を代表しているかどうかの検討をＦ分布検定により実施した。

以下に検定方法及び検定結果を示す。 

１．検定方法

（1）検定に用いた観測データ

気象資料の代表性を確認するに当たっては，通常は被ばく評価上重要

な排気筒高所風を用いて検定するものの，被ばく評価では保守的に地上

風を使用することもあることから，排気筒高さ付近を代表する標高 130m

の観測データに加え，参考として標高 28.5mの観測データを用いて検定

を行った。 

（2）データ統計期間

統計年：2008年１月～2008年 12月，2010年１月～2018年 12月

  検定年：2009年１月～2009年 12月 

（3）検定方法

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従って検定を行った。 

２.検定結果

検定結果は表2－1のとおりである。検定の結果，排気筒高さ付近を代表する

標高130m及び標高28.5mの観測デ－タについて，有意水準５％で棄却された項目

は無かった（０項目）ことから，評価に使用している気象デ－タは，長期間の気

象状態を代表しているものと判断した。 

  検定結果を表 2－2から表 2－5に示す。 

表 2－1 検定結果 

検定年 統計年 
棄却数 

標高 28.5m 標高 130m 

2009 年 

2008 年１月～

2008年 12月， 

2010 年１月～

2018年 12月 

０個 ０個 
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表
2－

2 
標
高

28
.5
m 

の
棄
却
検
定
表
（
風
向
）

 

観
測
場
所
 ：

 露
場
（
標
高

28
.5
m，

地
上
高

20
m）

（
％
）
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表
2－

3 
標
高

28
.5
m
の
棄
却
検
定
表
（
風
速
分
布
）

 

観
測
場
所
 ：

 露
場
（
標
高

28
.5
m，

地
上
高

20
m）

（
％
）
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表
2－

4 
標
高

13
0m

の
棄
却
検
定
表
（
風
向
）

 

観
測
場
所
：
管
理
事
務
所
屋
上
（
標
高

13
0m
，
地
上
高

11
5m
）
（
％
）
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表
2－

5 
標
高

13
0m

の
棄
却
検
定
表
（
風
速
分
布
）

 

 

観
測
場
所
：
管
理
事
務
所
屋
上
（
標
高

13
0m
，
地
上
高

11
5m
）
（
％
）
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（補足） 

線量評価に用いる大気拡散評価 

 線量評価に用いる大気拡散の評価は，実効放出継続時間を基に計算した値を年

間について小さい値から順に並べて整理し，累積出現頻度 97％に当たる値として

いる。また，着目方位は，図 2－1，図 2－2に示すとおり，建物による拡がりの影

響を考慮し，複数方位を対象としている。 

図 2－1 原子炉冷却材喪失時の評価対象方位の選定 

（放出点：排気筒，評価点：中央制御室中心，中央制御室換気系外 

気取入口，１号炉タービン建物入口） 

図 2－2 主蒸気管破断時の評価対象方位の選定 

（放出点：原子炉建物ブローアウトパネル，評価点：中央制御室 

  中心，中央制御室換気系外気取入口，１号炉タービン建物入口） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3 空気流入率試験結果について 

被ばく評価手法（内規）の別添資料「原子力発電所の中央制御室の空気流入率

測定試験手法」に基づき，島根原子力発電所１号及び２号炉中央制御室について

2017年 8月に試験を実施した結果，空気流入率は最大で 0.082回/h（+0.0030(95％

信頼限界値)）である。試験結果の詳細を表 3－1に示す。 

表 3－1 空気流入率試験結果 

項目 内容 

試験日程 2017年 8月 1日～2017年 8月 2日（１，２号炉停止中） 

試験の特徴 島根原子力発電所１号及び２号炉中央制御室 

均一化の程度 

系統 
トレーサガス濃度測定値の場所によるバラツキ：

（測定値－平均値）／平均値（％） 

Ｂ系 －6.4％～4.5％ 

Ａ系 －6.4％～4.5％ 

試験手法 全サンプリング点による試験手法 

適用条件 

内容 適用 備考 

トレーサガス濃度測定値のバラツキが平均値

の±10％以内か。
○ 

決定係数Ｒ２が 0.90以上であること。 ○ 

均一化の目安を

満足するが，全

サンプリング点

による試験手順

を適用する

①中央制御室の空気流入率が，別区画に比べて

小さいこと。
― 

②特異点の除外が，１時点の全測定データ個数

の 10％未満であること。
― 

特異点の除外は

無い 

③中央制御室以外の空気流入率が大きい区画

に，立入規制等の管理的措置を各種マニュア

ル等に明記し，運転員へ周知すること。

― 

中央制御室エン

ベロープ内を包

含するリーク率

で評価してい

る。 

試験結果 

系統 
空気流入率 

（＋以下は95％信頼限界値） 
決定係数Ｒ2 

Ｂ系 0.082回/h（+0.0030） 0.93 

Ａ系 0.076回/h（+0.012） 0.93 

特記事項 なし 
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4 運転員の交替について 

通常時の運転員の勤務形態は，５班以上編成した上で２交替勤務を行うよう保

安規定で定めているが，運転員の交替を考慮した中央制御室の居住性（設計基準）

を評価するにあたり，仮に通常どおりに運転員を確保できない場合として４直２

交替を仮定し，運転員１人当たりの 30日間の平均的な実効線量を評価している。 

直交替サイクルを表 4－1に，評価で想定した 30日間の直交替スケジュールを

表 4－2に示す。なお，表 4－2においては，Ａ班が訓練明けの１直に入った際に

事故が発生したと仮定している。 

運転員一人当たりの 30日間の中央制御室滞在時間及び入退域滞在時間の平均

値を評価※すると，以下となる。 

※：被ばく評価手法（内規）に示された計算方法 

 

・運転員１人当たりの平均的な中央制御室滞在時間 

 30日×24h×（12h/直×２直/日×30日/4直）/（24h/日×30日）＝180h 

・入退域所要時間 

30日×24h×（0.5h/直×２直/日×30日/4直）/（24h/日×30日）＝7.5h 

 

表 4－1 直交替サイクル 

 中央制御室の滞在時間 

１直 ８：00～21：10（13時間 10 分） 

２直 21：00～８：10（11時間 10 分） 

 

表 4－2 評価で想定した直交替スケジュール（①：１直，②：２直） 

 
 

 

 

 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 滞在時間(h)
入退域

回数

入退域

所要時間(h)

Ａ班 ① ① ② ② ① ① ② ② ① ① ② ② ① ① ② ② 192 31 7.75
Ｂ班 ① ① ② ② ① ① ② ② ① ① ② ② ① ① ② 180 29 7.25
Ｃ班 ② ① ① ② ② ① ① ② ② ① ① ② ② ① ① 180 28 7
Ｄ班 ② ② ① ① ② ② ① ① ② ② ① ① ② ② 168 28 7
Ｅ班 0 0 0
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5 
内
規
と
の
整
合
性
に
つ
い
て

 
 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

3.
 評

価
項
目
（
評
価
の
手
順
，
判
断
基
準
含
む
）
  

3.
1 
想
定
事
故
  

(1
) 
想
定
事
故
の
種
類
  

原
子
炉
施
設
の
構
造
，
特
性
及
び
安
全
上
の
諸
対
策
か
ら
，
放
射
性
物
質
の
放
出
の
拡
大
の
可
能
性
の
あ
る
事

故
の
態
様
と
し
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
放
出
と
原
子
炉
格
納
容
器
外
放
出
の

2
種
類
を
考
え
る
【
解
説

3.
1】

。 
 

a)
BW
R
型
原
子
炉
施
設
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
放
出
は
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
放
出
は
主

蒸
気
管
破
断
と
す
る
。
  

b)
PW
R
型
原
子
炉
施
設
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
放
出
は
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
放
出
は
蒸

気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
と
す
る
。
  

c)
原
子
炉
格
納
容
器
内
放
出
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
外
放
出
は
，
一
方
の
事
故
で
包
含
で
き
る
場
合
は
，
い
ず

れ
か
で
代
表
し
て
も
よ
い
。
 

3.
2 
評
価
項
目
  

(1
) 
被
ば
く
経
路
  

中
央
制
御
室
内
及
び
入
退
域
時
に
お
い
て
，
次
の
被
ば
く
経
路
に
よ
る
被
ば
く
を
評
価
す
る
（
図

3.
1）

。
  

a)
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
評
価
  

1)
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
 

建
屋
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
を
，

次
の
二
つ
の
経
路
を
対
象
に
し
て
計
算
す
る
。
  

- 
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
外
部
被
ば
く
  

- 
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
外
部
被
ば
く
  

2)
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
  

大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
を
計
算
す
る
。
  

3)
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

中
央
制
御
室
内
へ
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
を
，
次
の
二
つ
の
被
ば
く
経
路
を
対
象

に
し
て
計
算
す
る
。
  

-中
央
制
御
室
内
へ
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
内
部
被
ば
く
  

- 
中
央
制
御
室
内
へ
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
外
部
被
ば
く
 

b)
入
退
域
時
の
被
ば
く
評
価
  

4)
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
 

建
屋
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
を
，
次
の
二

つ
の
経
路
を
対
象
に
し
て
計
算
す
る
。
  

-建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
外
部
被
ば
く
  

-建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
外
部
被
ば
く
  

 

 3.
1 
→
内
規
の
と
お
り
 

   3.
1(
1)
a)
 島

根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
は
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
な
の
で
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
放
出
は
原

子
炉
冷
却
材
喪
失
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
放
出
は
主
蒸
気
管
破
断
と
し
て
評
価
す
る
。
 

    3.
2 
→
内
規
の
と
お
り
 

   3.
2(
1)
a)
1)
 建

物
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央

制
御
室
内
で
の
外
部
被
ば
く
線
量
を
評
価
し
て
い
る
。
 

   3.
2(
1)
a)
2)
 大

気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
で
の
外
部
被
ば
く

は
，
事
故
期
間
中
の
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
を
基
に
大
気
拡
散
効
果
と
中
央
制
御
室
の
壁
に
よ
る

ガ
ン
マ
線
の
遮
蔽
効
果
を
踏
ま
え
て
評
価
し
て
い
る
。
 

3.
2(
1)
a)
3)
 事

故
期
間
中
に
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
一
部
は
外
気
か
ら
中
央
制
御
室
内
に
取

り
込
ま
れ
る
。
中
央
制
御
室
内
に
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
内
部
被
ば
く
及
び
ガ
ン
マ

線
に
よ
る
外
部
被
ば
く
の
和
と
し
て
実
効
線
量
を
評
価
し
て
い
る
。
 

  3.
2(
1)
b)
4)
 建

物
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退

域
時
の
外
部
被
ば
く
線
量
を
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-2 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

5)
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
 

大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
を
，
次
の
二
つ
の
被
ば
く
経
路
を
対

象
に
し
て
計
算
す
る
。
  

-大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
内
部
被
ば
く
 

-大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
外
部
被
ば
く
 

(2
) 
評
価
の
手
順
 

評
価
の
手
順
を
図

3.
2
に
示
す
。
 

a)
大
気
中
へ
の
放
出
量
の
計
算
及
び
放
射
性
物
質
の
施
設
内
分
布
 

想
定
事
故
に
対
し
て
，
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
放
出
量
を
計
算
す
る
。
ま
た
，
放
射
性
物
質
の
施
設
内

の
存
在
量
分
布
を
計
算
す
る
。
（
「
4.
大
気
中
へ
の
放
出
量
の
評
価
」
）
 

b)
原
子
炉
施
設
周
辺
の
気
象
デ
ー
タ
を
用
い
て
，
大
気
拡
散
を
計
算
し
て
相
対
濃
度
及
び
相
対
線
量
を
計
算
す

る
。
（
「
5.
大
気
拡
散
の
評
価
」
）
 

c)
放
射
性
物
質
の
施
設
内
の
存
在
量
分
布
か
ら
建
屋
内
の
線
源
強
度
を
計
算
す
る
。
（
「
6.
建
屋
か
ら
の
ス
カ

イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
評
価
」
）
 

d)
中
央
制
御
室
室
内
で
の
運
転
員
の
被
ば
く
を
計
算
す
る
。
 

1)
前
項

c)
の
結
果
を
用
い
て
，
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
（
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
，

直
接
ガ
ン
マ
線
）
に
よ
る
被
ば
く
を
計
算
す
る
。
（
「
7.
1
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に

よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
」
）
  

2)
前
項

a)
及
び

b)
の
結
果
を
用
い
て
，大

気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
を
計
算
す
る
。

（
「
7.
2
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
」
）
 

3)
前
項

a)
及
び

b)
の
結
果
を
用
い
て
，
中
央
制
御
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る

被
ば
く
（
ガ
ン
マ
線
及
び
吸
入
摂
取
）
を
計
算
す
る
。
（
「
7.
3
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射

性
物
質
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
」
）
 

e)
入
退
域
時
の
運
転
員
の
被
ば
く
を
計
算
す
る
。
 

1)
前
項

c)
の
結
果
を
用
い
て
，
建
屋
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
（
ス
カ
イ
シ

ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
，
直
接
ガ
ン
マ
線
）
に
よ
る
被
ば
く
を
計
算
す
る
。
（
「
7.
4
建
屋
内
の
放
射
性
物
質

か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
」
）
 

2)
前
項

a)
及
び

b)
の
結
果
を
用
い
て
，
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
（
ガ
ン
マ
線

及
び
吸
入
摂
取
）
を
計
算
す
る
。
（
「
7.
5
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
入
退
域
時
の
被

ば
く
」
）
 

f)
文
書
化
 

評
価
条
件
及
び
評
価
結
果
を
文
書
化
す
る
。
 

g)
評
価
の
手
順
の

a)
か
ら

c)
ま
で
の
う
ち
，
b)
は
他
の
評
価
と
並
列
に
進
め
て
も
よ
い
。
ま
た

d)
及
び

e)

は
，
並
列
に
進
め
て
も
よ
い
。
 

  

3.
2(
1)
b)
5)
 大

気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
入
退
域
時
の
内
部
被
ば
く
線
量

及
び
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
外
部
被
ば
く
線
量
を
評
価
し
て
い
る
。
 

     3.
2(
2)
a)
 想

定
事
故
に
対
し
て
，
大
気
中
へ
の
放
出
量
及
び
放
射
性
物
質
の
施
設
内
の
存
在
量
分
布
を
評
価

し
て
い
る
。
 

 3.
2(
2)
b)
 原

子
炉
施
設
周
辺
の
気
象
デ
ー
タ
を
用
い
て
，
大
気
拡
散
を
計
算
し
て
相
対
濃
度
及
び
相
対
線
量

を
評
価
し
て
い
る
。
 

3.
2(
2)
c)
 放

射
性
物
質
の
施
設
内
の
存
在
量
分
布
か
ら
建
物
内
の
線
源
強
度
を
評
価
し
て
い
 

る
。
 

 3.
2(
2)
d)
1)
 前

項
c)
の
結
果
を
用
い
て
，
建
物
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
（
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ

ン
マ
線
，
直
接
ガ
ン
マ
線
）
に
よ
る
被
ば
く
を
評
価
し
て
い
る
。
 

 3.
2(
2)
d)
2)
 前

項
a)
及
び

b)
の
結
果
を
用
い
て
，
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
を
評

価
し
て
い
る
。
 

 3.
2(
2)
d)
3)
 前

項
a)
及
び

b)
の
結
果
を
用
い
て
，
中
央
制
御
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質

に
よ
る
被
ば
く
（
ガ
ン
マ
線
及
び
吸
入
摂
取
）
を
評
価
し
て
い
る
。
 

  3.
2(
2)
e)
1)
 前

項
c)
の
結
果
を
用
い
て
，
建
物
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
（
ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
，
直
接
ガ
ン
マ
線
）
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
を
評
価
し
て
い
る
。
 

3.
2(
2)
e)
2)
 前

項
a)
及
び

b)
の
結
果
を
用
い
て
，
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
入
退
域
時
の

被
ば
く
（
ガ
ン
マ
線
及
び
吸
入
摂
取
）
を
評
価
し
て
い
る
。
 

 3.
2(
2)
f)
 評

価
条
件
及
び
評
価
結
果
を
文
書
化
し
，
資
料
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
 

 3.
2 
(2
)g
) 
評
価
手
順
の

a)
か
ら

c)
ま
で
の
う
ち
，
b)
は
他
の
評
価
と
並
列
に
進
め
て
い
る
。
ま
た

d)
及
び

e)
は
，
並
列
に
進
め
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-3 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

3.
3 
判
断
基
準
  

「
3.
1
想
定
事
故
」
に
対
し
て
，
「
3.
2
評
価
項
目
」
の
(1
)a
)中

央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
評
価
及
び
(1
)b
)

入
退
域
時
の
被
ば
く
評
価
で
計
算
し
た
線
量
の
合
計
値
が
，
次
の
判
断
基
準
を
満
足
す
る
こ
と
。
 

-1
人
あ
た
り
の
被
ば
く
経
路
ご
と
の
実
効
線
量
の
合
算
値
が
，
10
0m
Sv

を
超
え
な
い
（
参

1）
【
解
説

3.
2】

。 

 

 
図

3.
1 

中
央
制
御
室
居
住
性
に
係
る
被
ば
く
評
価
 

 
図

3.
2 
評
価
の
手
順
 

 

3.
3 
→
内
規
の
と
お
り
 

  「
1
人
あ
た
り
の
被
ば
く
経
路
ご
と
の
実
効
線
量
の
合
算
値
が
，
10
0m
Sv

を
超
え
な
い
」
こ
と
を
満
足
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

             図
3.
1
の
と
お
り
被
ば
く
経
路
を
考
慮
し
て
い
る
。
 

              図
3.
2
の
と
お
り
評
価
の
手
順
に
従
っ
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-4 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

4.
 大

気
中
へ
の
放
出
量
の
評
価
  

4.
1 
BW
R
型
原
子
炉
施
設
 

原
子
炉
冷
却
材
喪
失
及
び
主
蒸
気
管
破
断
を
対
象
と
す
る
。
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
及
び
主
蒸
気
管
破
断
は
，
一

方
の
事
故
で
包
絡
で
き
る
場
合
は
，
い
ず
れ
か
で
代
表
し
て
も
よ
い
。
 

4.
1.
1 
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
  

(1
) 
原
子
炉
は
，
定
格
出
力
に
余
裕
を
見
た
出
力
で
十
分
長
時
間
運
転
し
て
い
た
と
す
る
【
解
説

4.
1】

。
 

(2
) 
大
気
中
へ
の
放
出
量
の
計
算
 

a)
希
ガ
ス
は
図

4.
1，

よ
う
素
は
図

4.
2
に
示
す
放
出
経
路
で
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
る
と
す
る
。
 

 b)
事
象
発
生
後
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
量
は
，
炉
心
内
蓄
積
量
に
対
し
て
希
ガ

ス
10
0％

，
よ
う
素

50
％
の
割
合
と
す
る
。
 

c)
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
た
よ
う
素
の
う
ち
，
有
機
よ
う
素
は

10
％
と
し
，
残
り
の

90
％
は
無
機

よ
う
素
と
す
る
。
 

d)
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
た
よ
う
素
の
う
ち
，
無
機
よ
う
素
は
，
50
％
が
原
子
炉
格
納
容
器
内
及
び

同
容
器
内
の
機
器
等
に
沈
着
し
，
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
漏
え
い
に
寄
与
し
な
い
と
す
る
。
有
機
よ
う
素

及
び
希
ガ
ス
は
，
こ
の
効
果
を
無
視
す
る
。
 

 e)
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
に
無
機
よ
う
素
が
溶
解
す
る
割
合
は
，
分
配
係
数
で

10
0
と
す
る
。
有
機
よ
う

素
及
び
希
ガ
ス
は
，
こ
の
効
果
を
無
視
す
る
。
 

 f)
希
ガ
ス
及
び
よ
う
素
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
漏
え
い
を
計
算
す
る
。
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
漏
え

い
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
設
計
漏
え
い
率
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
に
対
応
し
た
漏
え
い
率
に
余

裕
を
見
込
ん
だ
値
と
す
る
。
 

g)
原
子
炉
建
屋
の
非
常
用
換
気
系
等
(フ

ィ
ル
タ
を
含
む
。
)は

，
起
動
す
る
ま
で
の
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
見

込
む
。
非
常
用
換
気
系
等
の
容
量
は
，
設
計
で
定
め
ら
れ
た
値
と
す
る
。
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
は

設
計
値
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
値
と
す
る
【
解
説

4.
2】

。
原
子
炉
建
屋
に
お
け
る
沈
着
に
よ
る
放
射
性
物
質

の
除
去
効
果
は
無
視
し
，
自
然
崩
壊
の
み
を
考
え
る
。
 

h)
EC
CS

が
再
循
環
モ
ー
ド
で
運
転
さ
れ
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
が
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
導
か
れ
る
場

合
に
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
お
い
て
設
計
漏
え
い
率
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
漏
え
い
率
で
の
再
循
環
水
の

漏
え
い
が
あ
る
と
仮
定
す
る
。
再
循
環
水
中
に
は
，
事
象
発
生
直
後
，
よ
う
素
の
炉
心
内
蓄
積
量
の

50
％

が
溶
解
す
る
と
し
，
EC
CS

の
再
循
環
系
か
ら
原
子
炉
建
屋
に
漏
え
い
し
た
よ
う
素
の
気
相
へ
の
移
行
率
は

5％
，
原
子
炉
建
屋
内
で
の
よ
う
素
の
沈
着
率
は

50
％
と
仮
定
す
る
。
 

i)
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
原
子
炉
建
屋
内
に
漏
え
い
し
た
放
射
性
物
質
は
，
原
子
炉
建
屋
内
非
常
用
ガ
ス
処
理

系
で
処
理
さ
れ
た
後
，
排
気
筒
を
経
由
し
て
環
境
に
放
出
さ
れ
る
と
す
る
。
 

  

 4.
1 
→
内
規
の
と
お
り
 

   4.
1.
1(
1)
 定

格
出
力
に
余
裕
を
見
た
出
力
で
十
分
長
時
間
運
転
し
て
い
た
炉
心
を
評
価
対
象
炉
心
と
し
て
い

る
。
 

 4.
1.
1(
2)
a)
 希

ガ
ス
は
図

4.
1，

よ
う
素
は
図

4.
2
に
示
さ
れ
る
放
出
経
路
で
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
る
と
し
て

評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
1(
2)
b)
 事

象
発
生
後
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
量
は
，
炉
内
内
蔵
量
に
対

し
て
希
ガ
ス

10
0％

，
よ
う
素

50
％
の
割
合
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
1(
2)
c)
 原

子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
た
よ
う
素
の
う
ち
，有

機
よ
う
素
は

10
％
と
し
，残

り
の

90
％

は
無
機
よ
う
素
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
1(
2)
d)
 原

子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
た
よ
う
素
の
う
ち
，
無
機
よ
う
素
は
，
50
％
が
原
子
炉
格
納

容
器
内
及
び
同
容
器
内
の
機
器
等
に
沈
着
し
，
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
漏
え
い
に
寄
与
し
な
い
と
し
て
評
価

し
て
い
る
。
有
機
よ
う
素
及
び
希
ガ
ス
は
，
こ
の
効
果
を
無
視
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
1(
2)
e)
 サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
に
無
機
よ
う
素
が
溶
解
す
る
割
合
は
，
分
配
係
数
で

10
0
と
し

て
評
価
し
て
い
る
。
有
機
よ
う
素
及
び
希
ガ
ス
は
，
こ
の
効
果
を
無
視
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
1(
2)
f)
 希

ガ
ス
及
び
よ
う
素
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
漏
え
い
を
評
価
し
て
い
る
。
原
子
炉
格
納

容
器
か
ら
の
漏
え
い
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
設
計
漏
え
い
率
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
に
対
応
し
た

漏
え
い
率
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
値
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
1(
2)
g)
 原

子
炉
建
物
の
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
は
，
起
動
信
号
に
よ
り
瞬
時
に
起
動
す
る
も
の
と
し
て
評

価
し
て
い
る
。
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
の
容
量
は
，
設
計
で
定
め
ら
れ
た
値
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
フ
ィ
ル
タ

の
よ
う
素
除
去
効
率
は
設
計
値
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
値
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
原
子
炉
建
物
に
お
け
る
沈
着

に
よ
る
放
射
性
物
質
の
除
去
効
果
は
無
視
し
，
自
然
崩
壊
の
み
を
考
慮
し
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
1(
2)
h)
 非

常
用
炉
心
冷
却
系
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
が
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
導
か
れ

る
が
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
お
け
る
漏
え
い
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
漏
え
い
に
比
べ
小
さ
い
こ
と
か
ら
，

評
価
を
省
略
し
て
い
る
。
 

   4.
1.
1(
2)
i)
 原

子
炉
格
納
容
器
か
ら
原
子
炉
建
物
内
に
漏
え
い
し
た
放
射
性
物
質
は
，
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

で
処
理
さ
れ
た
後
，
排
気
筒
を
経
由
し
て
環
境
に
放
出
さ
れ
る
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-5 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
図

4.
1 
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
の
希
ガ
ス
の
放
出
経
路
（
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
）
 

 
図

4.
2 
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
の
よ
う
素
の
放
出
経
路
（
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
）
 

                  図
4.
1
の
放
出
経
路
で
希
ガ
ス
を
評
価
し
て
い
る
。
 

                図
4.
2
の
放
出
経
路
で
よ
う
素
を
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-6 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

4.
1.
2 
主
蒸
気
管
破
断
 

(1
) 
原
子
炉
は
，
定
格
出
力
に
余
裕
を
見
た
出
力
で
十
分
長
時
間
運
転
し
て
い
た
と
す
る
【
解
説

4.
1】

。
 

(2
) 
原
子
炉
の
出
力
運
転
中
に
，
主
蒸
気
管

1
本
が
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
で
瞬
時
に
両
端
破
 

断
す
る
と
仮
定
す
る
。
 

(3
) 
主
蒸
気
隔
離
弁
は
，
設
計
上
の
最
大
の
動
作
遅
れ
時
間
及
び
閉
止
時
間
で
全
閉
す
る
。
 

 (4
) 
原
子
炉
冷
却
材
の
流
出
流
量
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
流
量
制
限
器
の
機
能
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
，
主
蒸
気
隔
離
弁
の
部
分
に
お
い
て
臨
界
流
が
発
生
す
る
ま
で
は
，
弁
に
よ
る
流
量
制
限
の
効
果
は
考

え
な
い
。
 

(5
) 
事
象
発
生
と
同
時
に
，
外
部
電
源
は
喪
失
す
る
と
仮
定
す
る
。
 

(6
) 
事
象
故
発
生
後
，
原
子
炉
圧
力
は
，
長
時
間
，
逃
が
し
安
全
弁
の
設
定
圧
に
保
た
れ
る
。
 

(7
) 
大
気
中
へ
の
放
出
量
の
計
算
  

a)
希
ガ
ス
は
図

4.
3，

ハ
ロ
ゲ
ン
等
は
図

4.
4
に
示
す
放
出
経
路
で
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
る
と
す
る
。
 

b)
事
象
発
生
前
の
原
子
炉
冷
却
材
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
は
，
運
転
上
許
容
さ
れ
る

I-
13
1
の
最
大
濃

度
に
相
当
す
る
濃
度
と
し
，
そ
の
組
成
は
拡
散
組
成
と
す
る
。
蒸
気
相
中
の
ハ
ロ
ゲ
ン
濃
度
は
，
液
相

の
濃
度
の

1/
50

と
す
る
。
 

 c)
原
子
炉
圧
力
の
減
少
に
伴
う
燃
料
棒
か
ら
の
追
加
放
出
量
を
，
I-
13
1
は
先
行
炉
等
で
の
実
測
デ
ー
タ
に

基
づ
く
値
に
安
全
余
裕
を
見
込
ん
だ
値
と
し
，
そ
の
他
の
放
射
性
物
質
は
そ
の
組
成
を
平
衡
組
成
と
し

て
求
め
る
。
希
ガ
ス
は
よ
う
素
の

2
倍
の
放
出
量
と
す
る
。
 

d)
主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
前
の
燃
料
棒
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
追
加
放
出
割
合
は
，
主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
前

の
原
子
炉
圧
力
の
低
下
割
合
に
比
例
す
る
と
し
，
追
加
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の

1％
が
破
断
口
か
ら

放
出
す
る
。
 

e)
主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
後
の
燃
料
棒
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
追
加
放
出
は
，
主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
直
後
に
，

こ
れ
ら
す
べ
て
の
放
射
性
物
質
が
瞬
時
に
原
子
炉
冷
却
材
中
へ
放
出
す
る
。
 

f)
燃
料
棒
か
ら
放
出
さ
れ
た
よ
う
素
の
う
ち
，
有
機
よ
う
素
は

10
％
と
し
，
残
り
の

90
％
は
無
機
よ
う
素

と
す
る
。
有
機
よ
う
素
の
う
ち

10
％
は
瞬
時
に
気
相
部
に
移
行
す
る
。
残
り
の
よ
う
素
及
び
そ
の
他
の

ハ
ロ
ゲ
ン
が
気
相
部
に
キ
ャ
リ
ー
オ
ー
バ
ー
さ
れ
る
割
合
は
，
2％

と
す
る
。
希
ガ
ス
は
，
す
べ
て
瞬
時

に
気
相
部
に
移
行
す
る
。
 

g)
主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
前
に
放
出
さ
れ
た
原
子
炉
冷
却
材
は
，
完
全
蒸
発
し
，
同
時
に
放
出
さ
れ
た
放
射

性
物
質
を
均
一
に
含
む
蒸
気
雲
に
な
る
と
す
る
。
隔
離
弁
閉
止
後
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
，
大

気
中
に
地
上
放
散
す
る
。
 

h)
主
蒸
気
隔
離
弁
は
，
1
個
が
閉
止
し
な
い
と
す
る
。
閉
止
し
た
隔
離
弁
か
ら
は
，
蒸
気
が
漏
え
い
す
る
。

閉
止
し
た
主
蒸
気
隔
離
弁
の
漏
え
い
率
は
設
計
値
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
値
と
し
，
こ
の
漏
え
い
率
は
一

定
と
す
る
。
 

i)
主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
後
は
，
残
留
熱
除
去
系
又
は
逃
が
し
安
全
弁
等
を
通
し
て
，
崩
壊
熱
相
当
の
蒸
気

が
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
に
移
行
す
る
。
 

 

 4.
1.
2(
1)
 定

格
出
力
に
余
裕
を
見
た
出
力
で
十
分
長
時
間
運
転
し
て
い
た
炉
心
を
評
価
対
象
炉
心
と
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
2)
 原

子
炉
の
出
力
運
転
中
に
，
主
蒸
気
管

1
本
が
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
で
瞬
時
に
両
端
破
断
す
る
と
仮
定

し
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
3)
 主

蒸
気
隔
離
弁
は
，設

計
上
の
最
大
の
動
作
遅
れ
時
間
及
び
閉
止
時
間
で
全
閉
す
る
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
 

4.
1.
2(
4)
 原

子
炉
冷
却
材
の
流
出
流
量
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
，流

量
制
限
器
の
機
能
を
考
慮
し
，評

価
し
て
い
る
。

た
だ
し
，
主
蒸
気
隔
離
弁
の
部
分
に
お
い
て
臨
界
流
が
発
生
す
る
ま
で
は
，
弁
に
よ
る
流
量
制
限
の
効
果
は
考
慮
し

て
い
な
い
。
 

4.
1.
2(
5)
 事

象
発
生
と
同
時
に
，
外
部
電
源
は
喪
失
す
る
と
仮
定
し
，
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
6)
 事

象
発
生
後
，
原
子
炉
圧
力
は
，
長
時
間
，
逃
が
し
安
全
弁
の
設
定
圧
に
保
た
れ
る
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
 

4.
1.
2(
7)
a)
 希

ガ
ス
は
図

4.
3，

ハ
ロ
ゲ
ン
等
は
図

4.
4
に
示
す
放
出
経
路
で
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
る
と
し
て
評
価

す
る
。
 

4.
1.
2(
7)
b)
 事

象
発
生
前
の
原
子
炉
冷
却
材
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
は
，運

転
上
許
容
さ
れ
る

I-
13
1
の
最
大
濃

度
に
相
当
す
る
濃
度
と
し
，
そ
の
組
成
は
拡
散
組
成
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
蒸
気
相
中
の
ハ
ロ
ゲ
ン
濃
度
は
，
液

相
の
濃
度
の
１
／
50

と
し
，
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
7)
c)
 原

子
炉
圧
力
の
減
少
に
伴
う
燃
料
棒
か
ら
の
追
加
放
出
量
を
，
I-
13
1
は
先
行
炉
等
で
の
実
測
デ
ー
タ

に
基
づ
く
値
に
安
全
余
裕
を
見
込
ん
だ
値
と
し
，
そ
の
他
の
放
射
性
物
質
は
そ
の
組
成
を
平
衡
組
成
と
し
て
評
価
し

て
い
る
。
希
ガ
ス
は
よ
う
素
の
２
倍
の
放
出
量
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
7)
d)
 主

蒸
気
隔
離
弁
閉
止
前
の
燃
料
棒
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
追
加
放
出
割
合
は
，主

蒸
気
隔
離
弁
閉
止
前

の
原
子
炉
圧
力
の
低
下
割
合
に
比
例
す
る
と
し
，
追
加
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
１
％
が
破
断
口
か
ら
放
出
す
る

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
7)
e)
 主

蒸
気
隔
離
弁
閉
止
後
の
燃
料
棒
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
追
加
放
出
は
，
主
蒸
気
隔
離
弁
閉
止
直
後

に
，
こ
れ
ら
す
べ
て
の
放
射
性
物
質
が
瞬
時
に
原
子
炉
冷
却
材
中
へ
放
出
す
る
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
7)
f)
 燃

料
棒
か
ら
放
出
さ
れ
た
よ
う
素
の
う
ち
，
有
機
よ
う
素
は

10
％
と
し
，
残
り
の

90
％
は
無
機
よ
う

素
と
し
て
い
る
。
有
機
よ
う
素
の
う
ち

10
％
は
瞬
時
に
気
相
部
に
移
行
す
る
と
し
，
残
り
の
よ
う
素
及
び
そ
の
他
の

ハ
ロ
ゲ
ン
が
気
相
部
に
キ
ャ
リ
ー
オ
ー
バ
ー
さ
れ
る
割
合
は
，
２
％
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
希
ガ
ス
は
，
す
べ
て

瞬
時
に
気
相
部
に
移
行
す
る
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
7)
g)
 主

蒸
気
隔
離
弁
閉
止
前
に
放
出
さ
れ
た
原
子
炉
冷
却
材
は
，
完
全
蒸
発
し
，
同
時
に
放
出
さ
れ
た
放
射

性
物
質
を
均
一
に
含
む
蒸
気
雲
に
な
る
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
隔
離
弁
閉
止
後
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
，

大
気
中
に
地
上
放
散
す
る
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
7)
h)
 主

蒸
気
隔
離
弁
は
，
1
個
が
閉
止
し
な
い
と
し
，
閉
止
し
た
隔
離
弁
か
ら
は
，
蒸
気
が
漏
え
い
す
る
と

し
て
評
価
し
て
い
る
。
閉
止
し
た
主
蒸
気
隔
離
弁
の
漏
え
い
率
は
設
計
値
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
値
と
し
，
こ
の
漏
え

い
率
は
一
定
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

4.
1.
2(
7)
i)
 主

蒸
気
隔
離
弁
閉
止
後
は
，
逃
が
し
安
全
弁
等
を
通
し
て
，
崩
壊
熱
相
当
の
蒸
気
が
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
に
移
行
す
る
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-7 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
図

4.
3 
主
蒸
気
管
破
断
の
希
ガ
ス
の
放
出
経
路
（
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
）
 

 

 
図

4.
4 
主
蒸
気
管
破
断
の
ハ
ロ
ゲ
ン
等
の
放
出
経
路
（
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
）
 

 

                図
4.
3
の
放
出
経
路
で
希
ガ
ス
を
評
価
し
て
い
る
。
 

                 図
4.
4
の
放
出
経
路
で
ハ
ロ
ゲ
ン
等
を
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-8 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

5.
 大

気
拡
散
の
評
価
 

5.
1 
放
射
性
物
質
の
大
気
拡
散
 

5.
1.
1 
大
気
拡
散
の
計
算
式
 

大
気
拡
散
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
，
国
内
の
既
存
の
中
央
制
御
室
と
大
き
く
異
な
る
設
計
の
場
合
に
は
適
用
し
な

い
。
 

(1
) 
建
屋
の
影
響
を
受
け
な
い
場
合
の
基
本
拡
散
式
【
解
説

5.
1】

 

a)
ガ
ウ
ス
プ
ル
ー
ム
モ
デ
ル
の
適
用
 

1)
ガ
ウ
ス
プ
ル
ー
ム
モ
デ
ル
 

放
射
性
物
質
の
空
気
中
濃
度
は
，
放
出
源
高
さ
，
風
向
，
風
速
，
大
気
安
定
度
に
応
じ
て
，
空
間
濃
度

分
布
が
水
平
方
向
，
鉛
直
方
向
と
も
に
正
規
分
布
に
な
る
と
仮
定
し
た
次
の
ガ
ウ
ス
プ
ル
－
ム
モ
デ
ル

（
参

3）
を
適
用
し
て
計
算
す
る
。
 

 
拡
散
式
の
座
標
は
，
放
出
源
直
下
の
地
表
を
原
点
に
，
風
下
方
向
を

x
軸
，
そ
の
直
角
方
向
を

y
軸
，

鉛
直
方
向
を

z
軸
と
す
る
直
角
座
標
で
あ
る
。
 

2)
保
守
性
を
確
保
す
る
た
め
に
，
通
常
，
放
射
性
物
質
の
核
崩
壊
に
よ
る
減
衰
項
は
計
算
し
な
い
。
す
な

わ
ち
，
(5
.1
)式

で
，
核
崩
壊
に
よ
る
減
衰
項
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
b)
σ

y
及
び
σ

z
は
，
中
央
制
御
室
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
屋
が
，
放
出
源
か
ら
比
較
的
近
距
離
に
あ
る
こ
と
を

考
え
て
，
5.
1.
3 
項
に
示
す
方
法
で
計
算
す
る
。
 

  5.
1.
1 
→
内
規
の
と
お
り
 

中
央
制
御
室
は
，
国
内
の
既
存
の
中
央
制
御
室
と
大
き
く
異
な
る
設
計
で
は
な
い
た
め
，
大
気
拡
散
モ
デ
ル
を

適
用
す
る
。
 

5.
1.
1(
1)
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
，
主
蒸
気
管
破
断
と
も
に
建
物
の
影
響
を
受
け
る
た
め
，
5.
1.
1(
2)
に
示
さ

れ
た
方
法
で
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-9 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

c)
気
象
デ
ー
タ
 

風
向
，
風
速
，
大
気
安
定
度
等
の
観
測
項
目
を
，
現
地
に
お
い
て
尐
な
く
と
も

1 
年
間
観
測
し
て
得
ら
れ

た
気
象
資
料
を
拡
散
式
に
用
い
る
。
放
出
源
の
高
さ
に
お
け
る
気
象
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は

そ
れ
を
活
用
し
て
よ
い
。
 

(2
)建

屋
影
響
を
受
け
る
場
合
の
基
本
拡
散
式
【
解
説

5.
2】

 

a)
中
央
制
御
室
評
価
で
特
徴
的
な
近
距
離
の
建
屋
の
影
響
を
受
け
る
場
合
に
は
，
(5
.1
)式

の
通
常
の
大
気
拡

散
に
よ
る
拡
が
り
の
パ
ラ
メ
－
タ
で
あ
る
σ

y
及
び
σ

z
に
，
建
屋
に
よ
る
巻
込
み
現
象
に
よ
る
初
期
拡
散
パ

ラ
メ
－
タ
σ

y0
，
σ

z0
を
加
算
し
た
総
合
的
な
拡
散
パ
ラ
メ
ー
タ
Σ

y，
Σ

z
を
適
用
す
る
。
 

1）
建
屋
影
響
を
受
け
る
場
合
は
，
次
の
(5
.3
)式

を
基
本
拡
散
式
と
す
る
。
 

 
 

     5.
1.
1(
2)
a)
 中

央
制
御
室
評
価
で
特
徴
的
な
近
距
離
の
建
物
の
影
響
を
受
け
る
た
め
，
建
物
に
よ
る
巻
込
み

現
象
に
よ
る
影
響
を
含
め
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 5.
1.
1(
2)
a)
1）

 建
物
の
影
響
を
受
け
る
た
め
，
(5
.3
)式

の
基
本
拡
散
式
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-10 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

2)
保
守
性
を
確
保
す
る
た
め
に
，
通
常
，
放
射
性
物
質
の
核
崩
壊
に
よ
る
減
衰
項
は
計
算
し
な
い
。
す
な

わ
ち
，
(5
.3
)式

で
，
核
崩
壊
に
よ
る
減
衰
項
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。
こ
れ
は
，
(5
.2
)式

の
場
合
と

同
じ
で
あ
る
。
 

 
b)
形
状
係
数

c 
の
値
は
，
特
に
根
拠
が
示
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
は
原
則
と
し
て

1/
2 
を
用
い
る
。
こ
れ
は
，

Gi
ff
or
d 
に
よ
り
示
さ
れ
た
範
囲
（
1/
2＜

c＜
2）

に
お
い
て
保
守
的
に
最
も
大
き
な
濃
度
を
与
え
る
た
め

で
あ
る
。
 

c)
中
央
制
御
室
の
評
価
に
お
い
て
は
，
放
出
源
又
は
巻
き
込
み
を
生
じ
る
建
屋
か
ら
近
距
離
に
あ
る
た
め
，
拡

散
パ
ラ
メ
－
タ
の
値
は
σ

y0
，
σ

z0
が
支
配
的
と
な
る
。
こ
の
た
め
，
(5
.3
)式

の
計
算
で
，
σ

y=
0
及
び
σ

z=
0

と
し
て
，
σ

y0
，
σ

z0
 の

値
を
適
用
し
て
も
よ
い
。
 

d)
気
象
デ
ー
タ
  

建
屋
影
響
は
，
放
出
源
高
さ
か
ら
地
上
高
さ
に
渡
る
気
象
条
件
の
影
響
を
受
け
る
た
め
，
地
上
高
さ
に
相

当
す
る
比
較
的
低
風
速
の
気
象
デ
ー
タ
（
地
上

10
m 
高
さ
で
測
定
）
を
採
用
す
る
の
は
保
守
的
か
つ
適
切

で
あ
る
。
 

e)
建
屋
影
響
を
受
け
る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
は
，
「
5.
1.
2 
原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋
影
響
に
よ
る
拡
散
」

に
従
う
。
 

(3
) 
建
屋
影
響
を
受
け
る
場
合
の
基
本
拡
散
式
の
適
用
に
つ
い
て
 

a)
(5
.3
)式

を
適
用
す
る
場
合
，
「
5.
1.
2 
原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋
影
響
に
よ
る
拡
散
」
の
(1
),
a)
の
放
出

源
の
条
件
に
応
じ
て
，
原
子
炉
施
設
周
辺
の
濃
度
を
，
次
の

b)
又
は

c)
の
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

b)
放
出
源
の
高
さ
で
濃
度
を
計
算
す
る
場
合
  

1)
放
出
源
と
評
価
点
で
高
度
差
が
あ
る
場
合
に
は
，
評
価
点
高
さ
を
放
出
源
高
さ
と
し
て
（
z=
H，

H 
＞
0）

，

（
5.
4）

式
で
濃
度
を
求
め
る
【
解
説

5.
3】

【
解
説

5.
4】

。
 

 

 

 
 

5.
1.
1(
2)
a)
2）

 放
射
性
物
質
の
核
崩
壊
に
よ
る
減
衰
項
は
計
算
し
て
い
な
い
。
 

    5.
1.
1(
2)
b)
 形

状
係
数

c
の
値
は
，
１
／
２
を
用
い
て
い
る
。
 

  5.
1.
1(
2)
c)
 σ

y＝
０
及
び
σ

z＝
０
と
し
た
計
算
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

  5.
1.
1(
2)
d)
 建

物
影
響
は
，
放
出
源
高
さ
か
ら
地
上
高
さ
に
渡
る
気
象
条
件
の
影
響
を
受
け
る
た
め
，
保
守

的
に
地
上
高
さ
に
相
当
す
る
比
較
的
低
風
速
の
気
象
デ
ー
タ
（
地
上
約

20
m
高
さ
で
測
定
）
で
評
価
し
て
い
る
。 

  5.
1.
1(
2)
e)
 建

物
影
響
を
受
け
る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
は
，
「
5.
1.
2 
原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋
影
響
に

よ
る
拡
散
」
に
従
っ
て
い
る
。
 

 5.
1.
1(
3)
a)
(5
.3
)式

を
適
用
す
る
た
め
，
「
5.
1.
2 
原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋
影
響
に
よ
る
拡
散
」
の
(1
)a
)

の
放
出
源
の
条
件
に
応
じ
て
，
原
子
炉
施
設
周
辺
の
濃
度
を
，
次
の

b)
又
は

c)
の
方
法
に
よ
っ
て
計
算
し
て

い
る
。
 

5.
1.
1(
3)
b)
1)
 放

出
源
と
評
価
点
で
高
度
差
が
あ
る
場
合
に
は
，
評
価
点
高
さ
を
放
出
源
高
さ
と
し
て
（
ｚ

＝
Ｈ
，
Ｈ
＞
０
）
，
(5
.4
)式

で
濃
度
を
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-11 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

2)
放
出
源
の
高
さ
が
地
表
面
よ
り
も
十
分
離
れ
て
い
る
場
合
に
は
，
地
表
面
か
ら
の
反
射
に
よ
る
濃
度
の

寄
与
が
小
さ
く
な
る
た
め
，
右
辺
の
指
数
減
衰
項
は
１
に
比
べ
て
小
さ
く
な
る
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
，

無
視
し
て
よ
い
【
解
説

5.
5】

。
 

c)
地
上
面
の
高
さ
で
濃
度
を
計
算
す
る
場
合
 

放
出
源
及
び
評
価
点
が
地
上
面
に
あ
る
場
合
（
z=
0，

H=
0）

，
地
上
面
の
濃
度
を
適
用
し
て
，
（
5.
5）

式

で
求
め
る
【
解
説

5.
3】

【
解
説

5.
4】

。
 

 
5.
1.
2 
原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋
影
響
に
よ
る
拡
散
 

(1
) 
原
子
炉
施
設
の
建
屋
後
流
で
の
巻
き
込
み
が
生
じ
る
場
合
の
条
件
  

a)
中
央
制
御
室
の
よ
う
に
，
事
故
時
の
放
射
性
物
質
の
放
出
点
か
ら
比
較
的
近
距
離
の
場
所
で
は
，
建
屋
の
風

下
側
に
お
け
る
風
の
巻
き
込
み
に
よ
る
影
響
が
顕
著
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
，
放
出
点
と
巻
き

込
み
を
生
じ
る
建
屋
及
び
評
価
点
と
の
位
置
関
係
に
よ
っ
て
は
，
建
屋
の
影
響
を
考
慮
し
て
大
気
拡
散
の
計

算
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

中
央
制
御
室
の
被
ば
く
評
価
に
お
い
て
は
，
放
出
点
と
巻
き
込
み
を
生
じ
る
建
屋
及
び
評
価
点
と
の
位
置

関
係
に
つ
い
て
，
以
下
に
示
す
条
件
す
べ
て
に
該
当
し
た
場
合
，
放
出
点
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質

は
建
屋
の
風
下
側
で
巻
き
込
み
の
影
響
を
受
け
拡
散
し
，
評
価
点
に
到
達
す
る
も
の
と
す
る
。
 

放
出
点
か
ら
評
価
点
ま
で
の
距
離
は
，
保
守
的
な
評
価
と
な
る
よ
う
に
水
平
距
離
を
用
い
る
。
 

 1)
放
出
点
の
高
さ
が
建
屋
の
高
さ
の

2.
5 
倍
に
満
た
な
い
場
合
 

2)
放
出
点
と
評
価
点
を
結
ん
だ
直
線
と
平
行
で
放
出
点
を
風
上
と
し
た
風
向

n 
に
つ
い
て
，
放
出
点
の
位

置
が
風
向

n 
と
建
屋
の
投
影
形
状
に
応
じ
て
定
ま
る
一
定
の
範
囲
(図

5.
1 
の
領
域

An
)の

中
に
あ
る
場

合
 

3)
評
価
点
が
，
巻
き
込
み
を
生
じ
る
建
屋
の
風
下
側
に
あ
る
場
合
 

上
記
の
三
つ
の
条
件
の
う
ち
の
一
つ
で
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
，
建
屋
の
影
響
は
な
い
も
の
と
し
て
大
気

拡
散
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
（
参

4）
。
 

た
だ
し
，
放
出
点
と
評
価
点
が
隣
接
す
る
よ
う
な
場
合
の
濃
度
予
測
に
は
適
用
し
な
い
。
 

建
屋
の
影
響
の
有
無
の
判
断
手
順
を
，
図

5.
2 
に
示
す
。
 

5.
1.
1(
3)
b)
2)
 放

出
源
の
高
さ
が
地
表
面
よ
り
も
十
分
離
れ
て
い
る
場
合
に
は
，
地
表
面
か
ら
の
反
射
に
よ

る
濃
度
の
寄
与
が
小
さ
く
な
り
，
右
辺
の
指
数
減
衰
項
は
１
に
比
べ
て
小
さ
く
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

5.
1.
1(
3)
c)
 
放
出
源
及
び
評
価
点
が
地
上
面
に
あ
る
場
合
(
ｚ
＝
０
,Ｈ

＝
０
)
，
地
上
面
の
濃
度
を
適
用
し

て
，
(5
.5
)式

で
評
価
し
て
い
る
。
 

              5.
1.
2(
1)
a)
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
，
主
蒸
気
管
破
断
と
も
に
，
放
出
点
と
巻
き
込
み
を
生
じ
る
建
物
及
び
評

価
点
と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
，
示
さ
れ
た
条
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
た
め
，
放
出
点
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射

性
物
質
は
建
物
の
風
下
側
で
巻
き
込
み
の
影
響
を
受
け
拡
散
し
，
評
価
点
に
到
達
す
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て

い
る
。
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26条-別添 2-添 5-12 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
図

5.
1 
建
屋
影
響
を
考
慮
す
る
条
件
（
水
平
断
面
で
の
位
置
関
係
）
 

 

b)
実
験
等
に
よ
っ
て
，
よ
り
具
体
的
な
最
新
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
，
例
え
ば
風
洞
実
験
の
結
果
か
ら
建
屋
の

影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
  

               

                   5.
1.
2(
1)
b)
 5
.1
.2
(1
)a
)に

し
た
が
っ
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-13 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

   

 
図

5.
2 
建
屋
影
響
の
有
無
の
判
断
手
順
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26条-別添 2-添 5-14 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(2
) 
建
屋
後
流
の
巻
き
込
み
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
拡
散
の
考
え
方
 

a)
「
5.
1.
2
原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋
影
響
に
よ
る
拡
散
」
(1
)a
)項

で
，
建
屋
後
流
で
の
巻
き
込
み
が
生
じ

る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
，
プ
ル
ー
ム
は
，
通
常
の
大
気
拡
散
に
よ
っ
て
放
射
性
物
質
が
拡
が
る
前
に
，
巻
込

み
現
象
に
よ
っ
て
放
射
性
物
質
の
拡
散
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
。
 こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
，
風
下
着
目
方

位
を

1
方
位
の
み
と
せ
ず
，
複
数
方
位
を
着
目
方
位
と
見
込
み
，
か
つ
，
保
守
的
な
評
価
と
な
る
よ
う
，
す

べ
て
の
評
価
対
象
方
位
に
つ
い
て
風
下
中
心
軸
上
の
最
大
濃
度
を
用
い
る
。
 

b)
こ
の
場
合
の
拡
散
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，
建
屋
等
の
投
影
面
積
の
関
数
で
あ
り
，
か
つ
，
そ
の
中
で
の
濃
度
分
布

は
正
規
分
布
と
仮
定
す
る
。
  

建
屋
影
響
を
受
け
な
い
通
常
の
拡
散
の
基
本
式
(5
.1
)式

と
同
様
，
建
屋
影
響
を
取
入
れ
た
基
本
拡
散
式

(5
.3
)式

も
正
規
分
布
を
仮
定
し
て
い
る
が
，
建
屋
の
巻
き
込
み
に
よ
る
初
期
拡
散
効
果
に
よ
っ
て
，
ゆ
る

や
か
な
分
布
と
な
る
。
（
図

5.
3）

 

 
図

5.
3 
建
屋
に
よ
る
巻
込
み
現
象
を
考
え
た
建
屋
周
辺
の
濃
度
分
布
の
考
え
方
 

5.
1.
2(
2)
a)
 風

下
着
目
方
位
を
１
方
位
の
み
と
せ
ず
，
複
数
方
位
を
着
目
方
位
と
見
込
み
，
か
つ
，
保
守
的

な
評
価
と
な
る
よ
う
，
す
べ
て
の
評
価
対
象
方
位
に
つ
い
て
風
下
中
心
軸
上
の
最
大
濃
度
を
用
い
て
評
価
し
て

い
る
。
 

   5.
1.
2(
2)
b)
 こ

の
場
合
の
拡
散
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，
建
物
等
の
投
影
面
積
の
関
数
で
あ
り
，
か
つ
，
そ
の
中
で

の
濃
度
分
布
は
正
規
分
布
と
仮
定
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-15 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(3
) 
建
屋
に
よ
る
巻
き
込
み
の
評
価
条
件
 

a)
巻
き
込
み
を
生
じ
る
代
表
建
屋
 

1)
原
子
炉
施
設
の
近
辺
で
は
，
隣
接
す
る
複
数
の
建
屋
の
風
下
側
で
広
く
巻
き
込
み
に
よ
る
拡
散
が
生
じ

て
い
る
も
の
と
す
る
。
 

2)
巻
き
込
み
を
生
じ
る
建
屋
と
し
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
，
原
子
炉
建
屋
，
原
子
炉
補
助
建
屋
，
タ
ー
ビ

ン
建
屋
，
コ
ン
ト
ロ
－
ル
建
屋
，
燃
料
取
り
扱
い
建
屋
等
，
原
則
と
し
て
放
出
源
の
近
隣
に
存
在
す
る

す
べ
て
の
建
屋
が
対
象
と
な
る
が
，
巻
き
込
み
の
影
響
が
最
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
建
屋
を

代
表
と
し
て
相
対
濃
度
を
算
出
す
る
こ
と
は
，
保
守
的
な
結
果
を
与
え
る
【
解
説

5.
6】

。
 

3)
巻
き
込
み
を
生
じ
る
代
表
的
な
建
屋
と
し
て
，
表

5.
1
に
示
す
建
屋
を
選
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。 

 

表
5.
1 
放
射
性
物
質
の
巻
き
込
み
の
対
象
と
す
る
代
表
建
屋
の
選
定
例
 

 
 

b)
放
射
性
物
質
濃
度
の
評
価
点
 

1)
中
央
制
御
室
が
属
す
る
建
屋
の
代
表
面
の
選
定
 

中
央
制
御
室
内
に
は
，
中
央
制
御
室
が
属
す
る
建
屋
（
以
下
，
「
当
該
建
屋
」
）
の
表
面
か
ら
，
事
故

時
に
外
気
取
入
を
行
う
場
合
は
主
に
給
気
口
を
介
し
て
，
ま
た
事
故
時
に
外
気
の
取
入
れ
を
遮
断
す
る

場
合
に
は
流
入
に
よ
っ
て
，
放
射
性
物
質
が
侵
入
す
る
と
す
る
。
  

2)
建
屋
の
影
響
が
生
じ
る
場
合
，
中
央
制
御
室
を
含
む
当
該
建
屋
の
近
辺
で
は
ほ
ぼ
全
般
に
わ
た
り
，
代

表
建
屋
に
よ
る
巻
き
込
み
に
よ
る
拡
散
の
効
果
が
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
，
中
央
制

御
室
換
気
設
備
の
非
常
時
の
運
転
モ
ー
ド
に
応
じ
て
，
次
の

i)
又
は
ⅱ
)に

よ
っ
て
，
当
該
建
屋
の
表
面

の
濃
度
を
計
算
す
る
。
  

i)
評
価
期
間
中
も
給
気
口
か
ら
外
気
を
取
入
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
場
合
は
，
給
気
口
が
設
置
さ
れ

て
い
る
当
該
建
屋
の
表
面
と
す
る
。
 

ⅱ
)評

価
期
間
中
は
外
気
を
遮
断
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
場
合
は
，
中
央
制
御
室
が
当
該
建
屋
の
各
表

面
（
屋
上
面
又
は
側
面
）
の
う
ち
の
代
表
面
（
代
表
評
価
面
）
を
選
定
す
る
。
 

  

 5.
1.
2(
3)
a)
 巻

き
込
み
を
生
じ
る
建
物
と
し
て
，
巻
き
込
み
の
影
響
が
最
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
一
つ
の

建
物
を
代
表
と
し
て
相
対
濃
度
を
算
出
し
て
い
る
。
代
表
建
物
は
表

5.
1
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
，
原
子
炉

冷
却
材
喪
失
の
場
合
は
タ
ー
ビ
ン
建
物
，
主
蒸
気
管
破
断
の
場
合
は
原
子
炉
建
物
で
代
表
し
て
い
る
。
 

                  5.
1.
2(
3)
b)
1)
 事

故
時
に
外
気
取
入
を
行
う
場
合
を
想
定
し
て
い
る
た
め
，
中
央
制
御
室
内
に
は
，
流
入
及

び
外
気
取
入
口
を
介
し
て
放
射
性
物
質
が
侵
入
す
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

  5.
1.
2(
3)
b)
2)
 事

故
時
に
外
気
取
入
を
行
う
場
合
を
想
定
し
て
い
る
た
め
，
外
気
取
入
口
が
設
置
さ
れ
て
い

る
当
該
建
物
の
表
面
を
選
定
し
て
濃
度
を
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-16 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

3)
代
表
面
に
お
け
る
評
価
点
 

i)
建
屋
の
巻
き
込
み
の
影
響
を
受
け
る
場
合
に
は
，
中
央
制
御
室
の
属
す
る
建
屋
表
面
で
の
濃
度
は
風

下
距
離
の
依
存
性
は
小
さ
く
ほ
ぼ
一
様
と
考
え
ら
れ
る
の
で
，
評
価
点
は
厳
密
に
定
め
る
必
要
は
な

い
。
屋
上
面
を
代
表
と
す
る
場
合
，
例
え
ば
中
央
制
御
室
の
中
心
点
を
評
価
点
と
す
る
の
は
妥
当
で

あ
る
。
 

ⅱ
)中

央
制
御
室
が
属
す
る
当
該
建
屋
と
は
，
原
子
炉
建
屋
，
原
子
炉
補
助
建
屋
又
は
コ
ン
ト
ロ
－
ル
建

屋
な
ど
が
相
当
す
る
。
 

ⅲ
)代

表
評
価
面
は
，
当
該
建
屋
の
屋
上
面
と
す
る
こ
と
は
適
切
な
選
定
で
あ
る
。
ま
た
，
中
央
制
御
室

が
屋
上
面
か
ら
離
れ
て
い
る
場
合
は
，
当
該
建
屋
の
側
面
を
代
表
評
価
面
と
し
て
，
そ
れ
に
対
応
す

る
高
さ
で
の
濃
度
を
対
で
適
用
す
る
こ
と
も
適
切
で
あ
る
。
 

ⅳ
)屋

上
面
を
代
表
面
と
す
る
場
合
，
評
価
点
と
し
て
中
央
制
御
室
の
中
心
点
を
選
定
し
，
対
応
す
る
風

下
距
離
か
ら
拡
散
パ
ラ
メ
－
タ
を
算
出
し
て
も
よ
い
。
ま
た
σ

y=
0 
及
び
σ

z=
0
と
し
て
，
σ

y0
，
σ

z0

の
値
を
適
用
し
て
も
よ
い
。
 

c)
着
目
方
位
  

1)
中
央
制
御
室
の
被
ば
く
評
価
の
計
算
で
は
，
代
表
建
屋
の
風
下
後
流
側
で
の
広
範
囲
及
ぶ
乱
流
混
合
域

が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
放
射
性
物
質
濃
度
を
計
算
す
る
当
該
着
目
方
位
と
し
て
は
，
放
出
源
と
評

価
点
と
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
が
含
ま
れ
る
１
方
位
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
，
図

5.
4 
に
示
す
よ
う

に
，
代
表
建
屋
の
後
流
側
の
拡
が
り
の
影
響
が
評
価
点
に
及
ぶ
可
能
性
の
あ
る
複
数
の
方
位
を
対
象
と

す
る
【
解
説

5.
7】

。
 

 
図

5.
4 
建
屋
後
流
で
の
巻
き
込
み
影
響
を
受
け
る
場
合
の
考
慮
す
べ
き
方
位
 

5.
1.
2(
3)
b)
3)
 中

央
制
御
室
が
属
す
る
制
御
室
建
物
の
屋
上
面
を
代
表
と
し
，
中
央
制
御
室
の
中
心
点
を
評

価
点
と
し
て
い
る
。
 

            5.
1.
2(
3)
c)
1)
 代

表
建
物
の
風
下
後
流
側
で
の
広
範
囲
に
及
ぶ
乱
流
混
合
域
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
放

射
性
物
質
濃
度
を
計
算
す
る
当
該
着
目
方
位
と
し
て
は
，
放
出
源
と
評
価
点
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
が
含
ま
れ
る
１
方

位
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
，
図

5.
4 
に
示
す
よ
う
に
，
代
表
建
物
の
後
流
側
の
拡
が
り
の
影
響
が
評

価
点
に
及
ぶ
可
能
性
の
あ
る
複
数
の
方
位
を
対
象
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-17 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

評
価
対
象
と
す
る
方
位
は
，
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
が
建
屋
の
影
響
を
受
け
て
拡
散
す
る
こ
と
，
及

び
建
屋
の
影
響
を
受
け
て
拡
散
さ
れ
た
放
射
性
物
質
が
評
価
点
に
届
く
こ
と
の
両
方
に
該
当
す
る
方
位
と

す
る
。
  

具
体
的
に
は
，
全

16
方
位
に
つ
い
て
以
下
の
三
つ
の
条
件
に
該
当
す
る
方
位
を
選
定
し
，
す
べ
て
の
条

件
に
該
当
す
る
方
位
を
評
価
対
象
と
す
る
。
 

ⅰ
）
放
出
点
が
評
価
点
の
風
上
に
あ
る
こ
と
 

ⅱ
）
放
出
点
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
が
，
建
屋
の
風
下
側
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
範
囲
に
，

放
出
点
が
存
在
す
る
こ
と
。
こ
の
条
件
に
該
当
す
る
風
向
の
方
位
ｍ

１
の
選
定
に
は
，
図

5.
5
の
よ

う
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
図

5.
5
の
対
象
と
な
る
二
つ
の
風
向
の
方
位
の
範
囲
ｍ

１
Ａ
，

ｍ
１
Ｂ
の
う
ち
，
放
出
点
が
評
価
点
の
風
上
と
な
る
ど
ち
ら
か
一
方
の
範
囲
が
評
価
の
対
象
と
な
る
。 

放
出
点
が
建
屋
に
接
近
し
，
0.
5Ｌ

の
拡
散
領
域
(図

5.
5
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
部
分
)の

内
部
に
あ
る

場
合
は
，
風
向
の
方
位
ｍ

１
は
放
出
点
が
評
価
点
の
風
上
と
な
る

18
0°

が
対
象
と
な
る
【
解
説

5.
8】

。
 

 
図

5.
5 
建
屋
の
風
下
側
で
放
射
性
物
質
が
巻
き
込
ま
れ
る
風
向
の
方
位
ｍ

１
の
選
定
方
法
 

（
水
平
断
面
で
の
位
置
関
係
）
 

 

ⅲ
)建

屋
の
風
下
側
で
巻
き
込
ま
れ
た
大
気
が
評
価
点
に
到
達
す
る
こ
と
。
こ
の
条
件
に
該
当
す
る
風
向

の
方
位
ｍ

２
の
選
定
に
は
，
図

5.
6
に
示
す
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
評
価
点
が
建
屋
に
接
近

し
，
0.
5Ｌ

の
拡
散
領
域
(図

5.
6
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
部
分
)の

内
部
に
あ
る
場
合
は
，
風
向
の
方
位
ｍ

２

は
放
出
点
が
評
価
点
の
風
上
と
な
る

18
0°

が
対
象
と
な
る
【
解
説

5.
8】

。
 

   全
16

方
位
に
つ
い
て
三
つ
の
条
件
に
該
当
す
る
方
位
を
選
定
し
，
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
す
る
方
位
を
評
価

対
象
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-18 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
図

5.
6 
建
屋
の
風
下
側
で
巻
き
込
ま
れ
た
大
気
が
評
価
点
に
到
達
す
る
 

風
向
の
方
位
ｍ

２
の
選
定
方
法
（
水
平
断
面
で
の
位
置
関
係
）
 

 

図
5.
5
及
び
図

5.
6
は
，
断
面
が
円
筒
形
状
の
建
屋
を
例
と
し
て
示
し
て
い
る
が
，
断
面
形
状
が
矩
形

の
建
屋
に
つ
い
て
も
，
同
じ
要
領
で
評
価
対
象
の
方
位
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
【
解
説

5.
9】

。
 

建
屋
の
影
響
が
あ
る
場
合
の
評
価
対
象
方
位
選
定
手
順
を
，
図

5.
7
に
示
す
。
 

 
図

5.
7 
建
屋
の
影
響
が
あ
る
場
合
の
評
価
対
象
方
位
選
定
手
順
 

 

                                  図
5.
7
の
よ
う
に
建
物
の
影
響
が
あ
る
場
合
の
評
価
対
象
方
位
選
定
手
順
に
し
た
が
っ
て
，
建
物
の
巻
き
込
み

評
価
を
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-19 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

2)
具
体
的
に
は
，
図

5.
8
の
と
お
り
，
当
該
建
屋
表
面
に
お
い
て
定
め
た
評
価
点
か
ら
，
原
子
炉
施
設
の

代
表
建
屋
の
水
平
断
面
を
見
込
む
範
囲
に
あ
る
す
べ
て
の
方
位
を
定
め
る
。
【
解
説

5.
7】

幾
何
学
的
に

建
屋
群
を
見
込
む
範
囲
に
対
し
て
，
気
象
評
価
上
の
方
位
と
の
ず
れ
に
よ
っ
て
，
評
価
す
べ
き
方
位
の

数
が
増
加
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
，
こ
の
場
合
，
幾
何
学
的
な
見
込
み
範
囲
に
相
当
す
る
適
切
な

見
込
み
方
位
の
設
定
を
行
っ
て
も
よ
い
【
解
説

5.
10
】
。
 

 

 
図

5.
8 
評
価
対
象
方
位
の
選
定
 

d)
建
屋
投
影
面
積
 

1)
図

5.
9
に
示
す
と
お
り
，
風
向
に
垂
直
な
代
表
建
屋
の
投
影
面
積
を
求
め
，
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
求

め
る
た
め
に
大
気
拡
散
式
の
入
力
と
す
る
【
解
説

5.
11
】
。
 

2)
建
屋
の
影
響
が
あ
る
場
合
の
多
く
は
複
数
の
風
向
を
対
象
に
計
算
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
，
風
向
の
方

位
ご
と
に
垂
直
な
投
影
面
積
を
求
め
る
。
た
だ
し
，
対
象
と
な
る
複
数
の
方
位
の
投
影
面
積
の
中
で
，

最
小
面
積
を
，
す
べ
て
の
方
位
の
計
算
の
入
力
と
し
て
共
通
に
適
用
す
る
こ
と
は
，
合
理
的
で
あ
り
保

守
的
で
あ
る
。
 

3)
風
下
側
の
地
表
面
か
ら
上
の
投
影
面
積
を
求
め
大
気
拡
散
式
の
入
力
と
す
る
。
方
位
に
よ
っ
て
風
下
側

の
地
表
面
の
高
さ
が
異
な
る
場
合
は
，
方
位
ご
と
に
地
表
面
高
さ
か
ら
上
の
面
積
を
求
め
る
。
ま
た
，

方
位
に
よ
っ
て
，
代
表
建
屋
と
は
別
の
建
屋
が
重
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
，
原
則
地
表
面
か
ら
上
の
代

表
建
屋
の
投
影
面
積
を
用
い
る
【
解
説

5.
12
】
。
 

 
図

5.
9 
風
向
に
垂
直
な
建
屋
投
影
面
積
の
考
え
方
 

5.
1.
2(
3)
c)
2)
 当

該
建
物
表
面
に
お
い
て
定
め
た
評
価
点
か
ら
，
代
表
建
物
の
水
平
断
面
を
見
込
む
範
囲
に

あ
る
す
べ
て
の
方
位
を
定
め
て
評
価
し
て
い
る
。
 

               5.
1.
2(
3)
d)
1)
 風

向
に
垂
直
な
代
表
建
物
の
投
影
面
積
を
求
め
て
，
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
求
め
る
た
め
に

大
気
拡
散
の
入
力
と
し
て
い
る
。
 

5.
1.
2(
3)
d)
2)
 全

て
の
方
位
に
対
し
て
最
小
面
積
で
あ
る
，
地
表
面
か
ら
上
の
建
物
の
最
小
投
影
面
積
を
，

全
て
の
方
位
の
計
算
の
入
力
と
し
て
共
通
に
適
用
し
て
い
る
。
  

 5.
1.
2(
3)
d)
3)
 風

下
側
の
地
表
面
か
ら
上
の
投
影
面
積
を
求
め
大
気
拡
散
式
の
入
力
と
す
る
が
，
地
表
面
か

ら
上
の
代
表
建
物
の
投
影
面
積
を
用
い
る
た
め
，
地
表
面
か
ら
上
の
建
物
の
最
小
投
影
面
積
を
全
て
の
方
位
の

計
算
の
入
力
と
し
て
共
通
に
適
用
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-20 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(4
) 
建
屋
の
影
響
が
な
い
場
合
の
計
算
に
必
要
な
具
体
的
な
条
件
 

a)
放
射
性
物
質
濃
度
の
評
価
点
の
選
定
 

建
屋
の
影
響
が
な
い
場
合
の
放
射
性
物
質
の
拡
が
り
の
パ
ラ
メ
－
タ
は
σ
y 
及
び
σ
z 
の
み
と
な
り
，放

出

点
か
ら
の
風
下
距
離
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
考
慮
し
て
，
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
  

1)
非
常
時
に
外
気
の
取
入
れ
を
行
う
場
合
 

外
気
取
入
口
の
設
置
さ
れ
て
い
る
点
を
評
価
点
と
す
る
。
 

2)
非
常
時
に
外
気
の
取
入
れ
を
遮
断
す
る
場
合
 

当
該
建
屋
表
面
に
お
い
て
以
下
を
満
た
す
点
を
評
価
点
と
す
る
。
 

①
風
下
距
離
：
放
出
点
か
ら
中
央
制
御
室
の
最
近
接
点
ま
で
の
距
離
 

②
放
出
点
と
の
高
度
差
が
最
小
と
な
る
建
屋
面
 

b)
風
向
の
方
位
 

建
屋
の
影
響
が
な
い
場
合
は
，
放
出
点
か
ら
評
価
点
を
結
ぶ
風
向
を
含
む

1 
方
位
の
み
に
つ
い
て
計
算
を

行
う
。
 

5.
1.
3 
濃
度
分
布
の
拡
が
り
の
パ
ラ
メ
ー
タ
σ

y，
σ

z 

(1
) 
風
下
方
向
の
通
常
の
大
気
拡
散
に
よ
る
拡
が
り
の
パ
ラ
メ
ー
タ
σ

y
及
び
σ

z
は
，
風
下
距
離
及
び
大
気
安
定

度
に
応
じ
て
，
図

5.
10
 又

は
そ
れ
に
対
応
す
る
相
関
式
に
よ
っ
て
求
め
る
。
 

(2
) 
相
関
式
か
ら
求
め
る
場
合
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る

（
参

3）
。
 

  
 a)
角
度
因
子
θ
は
，
θ
(0
.1
km
)/
θ
(1
00
km
)=
2
と
し
，
図
 5
.1
0 
の
風
下
距
離
を
対
数
に
と
っ
た
片
対
数
軸

で
直
線
内
挿
と
し
た
経
験
式
の
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
。
θ
(0
.1
km
)の

値
を
表
 5
.2
 に

示
す
。
 

b)
(5
.6
)式

の
σ

1，
a 1
，
a 2
，
a 3
の
値
を
，
表
 5
.3
 に

示
す
。
 

     

5.
1.
2(
4)
 建

物
の
影
響
を
考
慮
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

            5.
1.
3 
→
内
規
の
と
お
り
 

5.
1.
3(
1)
(2
) 
風
下
方
向
の
通
常
の
大
気
拡
散
に
よ
る
拡
が
り
の
パ
ラ
メ
ー
タ
σ

y
及
び
σ

z
は
，
風
下
距
離
及

び
大
気
安
定
度
に
応
じ
て
，
示
さ
れ
た
相
関
式
か
ら
求
め
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-21 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

表
5.
2 
θ

0.
1：

0.
1k
m
に
お
け
る
角
度
因
子
の
値
（
de
g）

 

 
 

表
5.
3(
1/
2)
 拡

散
の
パ
ラ
メ
ー
タ
σ

1,
a 1
,a

2,
a 3
の
値
 

 
表

5.
3(
2/
2)
 拡

散
の
パ
ラ
メ
ー
タ
σ

1,
a 1
,a

2,
a 3
の
値
 

 

 
図

5.
10
 濃

度
の
拡
が
り
の
パ
ラ
メ
ー
タ
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26条-別添 2-添 5-22 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

図
5.
10
 は

，
Pa
sq
ui
ll
-M
ea
de
 の

，
い
わ
ゆ
る
鉛
直

1/
10
 濃

度
幅
の
図
及
び
水
平

1/
10
 濃

度
幅
を
見
込

む
角
の
記
述
に
ほ
ぼ
忠
実
に
従
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
，
中
央
制
御
室
の
計
算
に
適
用
で
き
る
。
 

h
及
び
θ
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
参

3）
。
 

 

 
5.
2 
相
対
濃
度
(χ

/Q
) 

5.
2.
1 
実
効
放
出
継
続
時
間
内
の
気
象
変
動
の
扱
い
の
考
え
方
 

事
故
後
に
放
射
性
物
質
の
放
出
が
継
続
し
て
い
る
時
間
を
踏
ま
え
た
相
対
濃
度
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
  

(1
) 
相
対
濃
度
は
，
毎
時
刻
の
気
象
項
目
と
実
効
的
な
放
出
継
続
時
間
（
放
射
性
物
質
の
放
出
率
の
時
間
的
変
化

か
ら
定
め
る
も
の
で
，
以
下
実
効
放
出
継
続
時
間
と
い
う
）
を
も
と
に
，
評
価
点
ご
と
に
計
算
す
る
。
  

(2
) 
評
価
点
の
相
対
濃
度
は
，
毎
時
刻
の
相
対
濃
度
を
年
間
に
つ
い
て
小
さ
い
方
か
ら
累
積
し
た
場
合
，
そ
の
累

積
出
現
頻
度
が

97
％
に
当
た
る
相
対
濃
度
と
す
る
【
解
説

5.
13
】
。
 

 5.
2.
2 
実
効
放
出
継
続
時
間
に
応
じ
た
水
平
方
向
濃
度
の
扱
い
  

(1
) 
相
対
濃
度
χ
/Q

は
，
(5
.1
0)
式

（
参
 3
）
に
よ
っ
て
計
算
す
る
【
解
説
 5
.1
3】

。
 

  

 
 

a)
こ
の
場
合
，
(χ

/Q
) i
は
，
時
刻

i
に
お
け
る
気
象
条
件
に
対
す
る
相
対
濃
度
で
あ
り
，
5.
1.
2
項
で
示
す

考
え
方
で
計
算
す
る
が
，
さ
ら
に
，
水
平
方
向
の
風
向
の
変
動
を
考
え
て
，
次
項
に
示
す
と
お
り
計
算
す
る
。 

b)
風
洞
実
験
の
結
果
等
に
よ
っ
て
(χ

/Q
) i
の
補
正
が
必
要
な
と
き
は
，
適
切
な
補
正
を
行
う
。
 

           5.
2 
→
内
規
の
と
お
り
 

  5.
2.
1(
1)
 相

対
濃
度
は
，
毎
時
刻
の
気
象
項
目
と
実
効
的
な
放
出
継
続
時
間
（
放
射
性
物
質
の
放
出
率
の
時

間
的
変
化
か
ら
定
め
る
も
の
で
，
以
下
「
実
効
放
出
継
続
時
間
」
と
い
う
。
）
を
も
と
に
，
評
価
点
ご
と
に
評

価
し
て
い
る
。
 

5.
2.
1(
2)
 評

価
点
の
相
対
濃
度
は
，
毎
時
刻
の
相
対
濃
度
を
年
間
に
つ
い
て
小
さ
い
方
か
ら
累
積
し
た
場
合
，

そ
の
累
積
出
現
頻
度
が

97
％
に
当
た
る
相
対
濃
度
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 5.
2.
2(
1)
 実

効
放
出
継
続
時
間
に
応
じ
た
相
対
濃
度
χ
／
Q
は
，
(5
.1
0)
式
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
 

            5.
2.
2(
1)
a)
 (
χ
／
Q)

i
は
，
時
刻

i
に
お
け
る
気
象
条
件
に
対
す
る
相
対
濃
度
で
あ
り
，
5.
1.
2
項
で
示
す
考

え
方
で
計
算
す
る
が
，
さ
ら
に
，
水
平
方
向
の
風
向
の
変
動
を
考
え
て
，
次
項
に
示
す
と
お
り
計
算
し
て
い
る
。 

5.
2.
2(
1)
b)
 補

正
は
不
要
で
あ
る
。
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26条-別添 2-添 5-23 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(2
)(
χ
/Q
) i
の
計
算
式
 

a)
建
屋
の
影
響
を
受
け
な
い
場
合
の
計
算
式
  

建
屋
の
巻
き
込
み
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
場
合
は
，
相
対
濃
度
は
，
次
の

1)
及
び

2)
の
と
お
り
，
短
時

間
放
出
又
は
長
時
間
放
出
に
応
じ
て
計
算
す
る
。
 

1)
短
時
間
放
出
の
場
合
 

短
時
間
放
出
の
場
合
，
 (
χ
/Q
) i
の
計
算
は
，
風
向
が
一
定
と
仮
定
し
て
(5
.1
1)
式

（
参
 3
）
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。
 

 
 2)
長
時
間
放
出
の
場
合
 

実
効
放
出
時
間
が

8 
時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
，
 (
χ
/Q
)i

の
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
放
出
放
射
 性

物
質
の
全
量
が
一
方
位
内
の
み
に
一
様
分
布
す
る
と
仮
定
し
て
(5
.1
2)
式

（
参

3）
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

 
   

 5.
2.
2(
2)
a)
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
，
主
蒸
気
管
破
断
と
も
に
建
物
の
影
響
を
受
け
る
た
め
，
5.
2.
2(
2)
b)
に

基
づ
き
相
対
濃
度
を
計
算
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-24 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

b)
建
屋
の
影
響
を
受
け
る
場
合
の
計
算
式
 

5.
1.
2 
項
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
中
央
制
御
室
を
含
む
建
屋
の
後
流
側
で
は
，
建
屋
の
投
影
面
積
に
応
じ

た
初
期
拡
散
に
よ
る
拡
が
り
を
も
つ
濃
度
分
布
と
し
て
計
算
す
る
。
ま
た
，
実
効
放
出
継
続
時
間
に
応
じ

て
，
次
の

1)
又
は

2)
に
よ
っ
て
，
相
対
濃
度
を
計
算
す
る
。
 

1)
短
時
間
放
出
の
場
合
 

建
屋
影
響
を
受
け
る
場
合
の
濃
度
分
布
は
，
風
向
に
垂
直
な
建
屋
の
投
影
の
幅
と
高
さ
に
相
当
す
る
拡

が
り
の
中
で
，
放
出
点
か
ら
の
軸
上
濃
度
を
最
大
値
と
す
る
正
規
分
布
と
し
て
仮
定
す
る
。
短
時
間
放

出
の
計
算
の
場
合
に
は
保
守
的
に
水
平
濃
度
分
布
の
中
心
軸
上
に
中
央
制
御
室
評
価
点
に
存
在
し
風
向

が
一
定
で
あ
る
も
の
と
し
て
，
(5
.1
3)
式

（
参

3）
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

  
2)
長
時
間
放
出
の
場
合
 

ⅰ
)長

時
間
放
出
の
場
合
に
は
，
建
屋
の
影
響
の
な
い
場
合
と
同
様
に
，
1 
方
位
内
で
平
均
し
た
濃
度
と

し
て
求
め
て
も
よ
い
。
 

5.
2.
2(
2)
b)
 5
.1
.2
 項

の
考
え
方
に
基
づ
き
，
中
央
制
御
室
を
含
む
建
物
の
後
流
側
で
は
，
建
物
の
投
影
面

積
に
応
じ
た
初
期
拡
散
に
よ
る
拡
が
り
を
も
つ
濃
度
分
布
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
ま
た
，
5.
2.
2(
2)
b)
2)
ⅳ
)

に
基
づ
き
，
実
効
放
出
継
続
時
間
に
よ
ら
ず

5.
2.
2(
2)
b)
1)
に
よ
っ
て
，
相
対
濃
度
を
計
算
し
て
い
る
。
 

5.
2.
2(
2)
b)
1)
 建

物
影
響
を
受
け
る
場
合
の
濃
度
分
布
は
，
風
向
に
垂
直
な
建
物
の
投
影
幅
と
高
さ
に
相
当

す
る
拡
が
り
の
中
で
，
放
出
点
か
ら
の
軸
上
濃
度
を
最
大
値
と
す
る
正
規
分
布
と
し
て
仮
定
し
て
い
る
。
短
時

間
放
出
の
計
算
の
た
め
，
保
守
的
に
水
平
濃
度
分
布
の
中
心
軸
上
に
中
央
制
御
室
評
価
点
が
存
在
し
風
向
が
一

定
で
あ
る
も
の
と
し
て
，
(5
.1
3)
式
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
 

                          5.
2.
2(
2)
b)
2)
 保

守
的
か
つ
簡
便
な
計
算
を
行
う
た
め
，
平
均
化
処
理
を
行
う
か
わ
り
に
，
短
時
間
の
計
算

式
に
よ
る
最
大
濃
度
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-25 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

ⅱ
)た

だ
し
，
建
屋
の
影
響
に
よ
る
拡
が
り
の
幅
が
風
向
の
１
方
位
の
幅
よ
り
も
拡
が
り
隣
接
の
方
位
に

ま
で
及
ぶ
場
合
に
は
，
建
屋
の
影
響
が
な
い
場
合
の
(5
.1
2)
式
の
よ
う
な
，
放
射
性
物
質
の
拡
が
り

の
全
量
を
計
算
し
１
方
位
の
幅
で
平
均
す
る
と
，
短
時
間
放
出
の
(5
.1
3)
式
で
得
ら
れ
る
最
大
濃
度

よ
り
大
き
な
値
と
な
り
不
合
理
な
結
果
と
な
る
こ
と
が
あ
る
【
解
説

5.
14
】
。
 

ⅲ
)ⅱ

)の
場
合
，
1 
方
位
内
に
分
布
す
る
放
射
性
物
質
の
量
を
求
め
，
1 
方
位
の
幅
で
平
均
化
処
理
す

る
こ
と
は
適
切
な
例
で
あ
る
。
 

ⅳ
)ⅱ

)の
場
合
，
平
均
化
処
理
を
行
う
か
わ
り
に
，
長
時
間
で
も
短
時
間
の
計
算
式
に
よ
る
最
大
濃
度

と
し
て
計
算
を
行
う
こ
と
は
保
守
的
で
あ
り
，
か
つ
計
算
も
簡
便
と
な
る
。
 

 5.
3 
相
対
線
量
(D
/Q
) 

(1
) 
大
気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
起
因
す
る
放
射
性
雲
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
全
身
に
対
し
て
の

線
量
を
計
算
す
る
た
め
に
，
空
気
カ
ー
マ
を
用
い
た
相
対
線
量
を
計
算
す
る
。
  

(2
) 
空
気
カ
ー
マ
か
ら
全
身
に
対
し
て
の
線
量
へ
の
換
算
係
数
は

1S
v/
Gy

と
す
る
。
 

 (3
) 
評
価
点
(x
,y
,0
)に

お
け
る
空
気
カ
ー
マ
率
は
，
(5
.1
4)
式

（
参
 5
）
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

  
 (4
) 
建
屋
影
響
を
受
け
る
場
合
は
，
χ
(x
'，

y'
，
z'
) 
の
計
算
に
お
い
て
，
建
屋
影
響
の
効
果
を
取
入
れ
て
も

よ
い
。
 （

「
5.
2.
2(
2)
b)
建
屋
の
影
響
を
受
け
る
場
合
の
計
算
式
」
参
照
）
 

         5.
3 
→
内
規
の
と
お
り
 

5.
3(
1)
 大

気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
起
因
す
る
放
射
性
雲
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
全
身
に
対
し

て
の
線
量
を
計
算
す
る
た
め
に
，
空
気
カ
ー
マ
を
用
い
た
相
対
線
量
を
計
算
し
て
い
る
。
 

5.
3(
2)
 空

気
カ
ー
マ
か
ら
全
身
に
対
し
て
の
線
量
へ
の
換
算
係
数
は
，
１
Sv
/G
y
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 5.
3(
3)
 評

価
点
(ｘ

,ｙ
,０

)に
お
け
る
空
気
カ
ー
マ
率
は
，
(5
.1
4)
式
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
 

                   5.
3(
4)
 建

物
影
響
を
受
け
る
た
め
，
建
物
影
響
の
効
果
を
取
入
れ
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-26 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(5
) 
評
価
点
を
放
出
点
と
同
じ
高
さ
（
風
下
軸
上
）
に
設
定
し
，
χ
(x
'，

y'
，
z'
)を

計
算
す
る
場
合
の
建
屋
の

巻
き
込
み
効
果
を
見
込
ま
ず
に
計
算
す
る
こ
と
は
，
合
理
的
か
つ
保
守
的
で
あ
る
。
 

た
だ
し
，
建
屋
影
響
を
受
け
る
場
合
は
，
こ
の
影
響
を
見
込
ん
だ
複
数
方
位
を
，
着
目
方
位
と
す
る
必
要

が
あ
る
。
（
「
5.
1.
2(
3)
c)
着
目
方
位
」
参
照
）
 

6.
 建

屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
  

(1
) 
次
の

a)
，
b)
及
び

c)
を
，
6.
1
か
ら

6.
3
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

a)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
と
な
る
建
屋
内
放
射
能
量
線
源
の
計
算
 

b)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
計
算
 

c)
直
接
ガ
ン
マ
線
の
計
算
  

(3
) 
地
形
及
び
施
設
の
構
造
上
の
理
由
に
よ
っ
て
，
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
線

量
が
大
気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
線
量
に
対
し
明
ら
か
に
有
意
な
寄
与
と
な
ら
な
い
場
合
に

は
，
評
価
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 6.
1 
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
の
計
算
  

(1
) 
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
（
BW
R
型
原
子
炉
施
設
）
 

a)
事
故
の
想
定
は
，
「
4.
1.
1
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
」
と
す
る
。
 

b)
事
故
時
に
炉
心
か
ら
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
の
漏
え

い
に
よ
っ
て
原
子
炉
建
屋
（
二
次
格
納
施
設
）
に
放
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
次
格
納
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を

ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
と
す
る
。
 

c)
二
次
格
納
施
設
内
の
放
射
性
物
質
は
自
由
空
間
容
積
に
均
一
に
分
布
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 d)
二
次
格
納
施
設
内
の
放
射
性
物
質
の
崩
壊
に
よ
る
減
衰
及
び
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
に
よ
る
除
去
効
果
を
計

算
す
る
。
 

e)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
線
源
は
，
原
子
炉
建
屋
運
転
階
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
と
す
る
【
解
説

6.
1】

。
 

f)
計
算
対
象
と
す
る
核
種
は
希
ガ
ス
及
び
よ
う
素
と
し
，
核
分
裂
収
率
が
小
さ
く
半
減
期
の
極
め
て
短
い
も
の

及
び
エ
ネ
ル
ギ
の
小
さ
い
も
の
は
，
計
算
の
対
象
と
し
な
く
て
も
よ
い
【
解
説

6.
2】

。
 

g)
希
ガ
ス
及
び
よ
う
素
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
量
の
炉
心
内
蓄
積
量
に
対
す

る
割
合
は
，
希
ガ
ス

10
0％

，
よ
う
素

50
％
と
す
る
。
 

 h)
事
故
後

30
日
間
の
積
算
線
源
強
度
は
，
二
次
格
納
施
設
内
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
エ
ネ
ル
ギ
を

エ
ネ
ル
ギ
範
囲
に
よ
っ
て
区
分
し
て
計
算
す
る
。
 

    

5.
3(
5)
 建

物
の
巻
き
込
み
効
果
を
見
込
ん
だ
計
算
を
行
っ
て
い
る
。
 

   6.
 →

内
規
の
と
お
り
 

6(
1)
 ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
と
な
る
建
物
内
放
射
能
量
線
源
の
計
算
，
ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
計
算
，
直
接
ガ
ン
マ
線
の
計
算
に
お
い
て
，
6.
1
か
ら

6.
3
に
示
す
方
法
に
よ
っ

て
評
価
し
て
い
る
。
 

 6(
3)
 ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
線
量
を
評
価
の
対
象
と
し
て
お
り
，
省
略
は

し
て
い
な
い
。
 

  6.
1 
→
内
規
の
と
お
り
 

 6.
1(
1)
a)
 事

故
の
想
定
は
，
「
4.
1.
1
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
」
と
し
て
い
る
。
 

6.
1(
1)
b)
 事

故
時
に
炉
心
か
ら
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
か

ら
の
漏
え
い
に
よ
っ
て
原
子
炉
建
物
（
二
次
格
納
施
設
）
に
放
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
次
格
納
施
設
内
の
放
射
性

物
質
を
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
と
し
て
い
る
。
 

6.
1(
1)
c)
 二

次
格
納
施
設
内
の
放
射
性
物
質
は
自
由
空
間
容
積
に
均
一
に
分
布
す
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て

い
る
。
 

6.
1(
1)
d)
 二

次
格
納
施
設
内
の
放
射
性
物
質
の
崩
壊
に
よ
る
減
衰
及
び
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
に
よ
る
除
去
効

果
を
計
算
し
て
い
る
。
 

6.
1(
1)
e)
 ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
線
源
は
，
原
子
炉
建
物
運
転
階
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
と
し
て

い
る
。
 

6.
1(
1)
f)
 計

算
対
象
と
す
る
核
種
は
希
ガ
ス
及
び
よ
う
素
と
し
，
核
分
裂
収
率
が
小
さ
く
半
減
期
の
極
め
て

短
い
も
の
及
び
エ
ネ
ル
ギ
の
小
さ
い
も
の
は
，
計
算
の
対
象
と
し
な
い
。
計
算
対
象
は
，
解
説

6.
2
に
示
さ
れ

た
核
種
と
し
て
い
る
。
 

6.
1(
1)
g)
 希

ガ
ス
及
び
よ
う
素
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
量
の
炉
内
内
蔵
量
に

対
す
る
割
合
は
，
希
ガ
ス

10
0％

，
よ
う
素

50
％
と
し
て
い
る
。
 

6.
1(
1)
h)
 事

故
後

30
日
間
の
積
算
線
源
強
度
は
，
二
次
格
納
施
設
内
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
エ
ネ

ル
ギ
を
エ
ネ
ル
ギ
範
囲
に
よ
っ
て
区
分
し
て
計
算
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-27 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(2
) 
主
蒸
気
管
破
断
（
BW
R
型
原
子
炉
施
設
）
 

a)
事
故
の
想
定
は
，
「
4.
1.
2
主
蒸
気
管
破
断
」
と
す
る
。
 

b)
事
故
時
に
主
蒸
気
管
破
断
口
か
ら
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
，
全
量
が
タ
ー
ビ
ン
建

屋
か
ら
漏
え
い
す
る
こ
と
な
く
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋
の
自
由
空
間
容
積
に
均
一
に
分
布
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
を
直
接
ガ
ン
マ
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
線
源
と
す
る
。
 

c)
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
の
崩
壊
に
よ
る
減
衰
を
計
算
す
る
。
 

d)
計
算
対
象
と
す
る
核
種
は
希
ガ
ス
及
び
ハ
ロ
ゲ
ン
等
と
し
，
核
分
裂
収
率
が
小
さ
く
半
減
期
の
極
め
て
短
い

も
の
及
び
エ
ネ
ル
ギ
の
小
さ
い
も
の
は
，
計
算
の
対
象
と
し
な
い
【
解
説

6.
2】

。
 

e)
計
算
対
象
と
す
る
核
種
及
び
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
へ
の
放
出
量
の
計
算
条
件
は
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋
か
ら
の
漏
え

い
を
無
視
す
る
以
外
は
，
大
気
中
へ
放
出
量
の
計
算
条
件
（
「
4.
1.
2
主
蒸
気
管
破
断
」
参
照
）
と
同
じ
と

す
る
。
 

f)
事
故
後

30
日
間
の
積
算
線
源
強
度
は
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
エ
ネ
ル
ギ
を

エ
ネ
ル
ギ
範
囲
別
に
区
分
し
て
計
算
す
る
。
 

   6.
2 
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
計
算
  

(1
) 
原
子
炉
施
設
の
建
屋
内
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
起
因
す
る
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
全

身
に
対
す
る
線
量
は
，
施
設
の
位
置
，
建
屋
の
配
置
，
形
状
及
び
地
形
条
件
か
ら
計
算
す
る
。
 

(2
) 
空
気
カ
ー
マ
か
ら
全
身
に
対
し
て
の
線
量
へ
の
換
算
係
数
は
，
ガ
ン
マ
線
エ
ネ
ル
ギ
に
依
存
し
た
実
効
線
量

へ
の
換
算
係
数
又
は

1S
v/
Gy

と
す
る
。
 

(4
) 
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
計
算
方
法
 

a)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
計
算
は
一
回
散
乱
計
算
法
を
用
い
る
も
の
と
し
，
必
要
に
応
じ
て
輸
送
計
算

コ
ー
ド
を
適
宜
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
。
た
だ
し
，
(6
.1
)式

の
内
容
と
同
等
で
技
術
的
妥
当
性
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
，
特
に
使
用
す
る
計
算
方
法
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

b)
基
本
計
算
式
を
(6
.1
)式

（
参

6，
参

7，
参

8）
と
す
る
。
 

          

6.
1(
2)
 →

内
規
の
と
お
り
 

6.
1(
2)
a)
 事

故
の
想
定
は
，
「
4.
1.
2
主
蒸
気
管
破
断
」
と
し
て
い
る
。
 

6.
1(
2)
b)
 事

故
時
に
主
蒸
気
管
破
断
口
か
ら
タ
ー
ビ
ン
建
物
内
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
，
全
量
が
タ

ー
ビ
ン
建
物
か
ら
漏
え
い
す
る
こ
と
な
く
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
（
管
理
区
域
）
の
自
由
空
間
容
積
に
均
一
に
分
布

す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
タ
ー
ビ
ン
建
物
内
の
放
射
性
物
質
を
直
接
ガ
ン
マ
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ

ン
マ
線
の
線
源
と
し
て
い
る
。
 

6.
1(
2)
c)
 タ

ー
ビ
ン
建
物
内
の
放
射
性
物
質
の
崩
壊
に
よ
る
減
衰
を
計
算
し
て
い
る
。
 

6.
1(
2)
d)
 計

算
対
象
と
す
る
核
種
は
希
ガ
ス
及
び
ハ
ロ
ゲ
ン
等
と
し
，
核
分
裂
収
率
が
小
さ
く
半
減
期
の
極

め
て
短
い
も
の
及
び
エ
ネ
ル
ギ
の
小
さ
い
も
の
は
，
計
算
の
対
象
と
し
な
い
。
計
算
対
象
は
，
解
説

6.
2
に
示

さ
れ
た
核
種
と
し
て
い
る
。
 

6.
1(
2)
e)
 計

算
対
象
と
す
る
核
種
及
び
タ
ー
ビ
ン
建
物
内
へ
の
放
出
量
の
計
算
条
件
は
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
か

ら
の
漏
え
い
を
無
視
す
る
以
外
は
，
大
気
中
へ
の
放
出
量
の
計
算
条
件
（
「
4.
1.
2
主
蒸
気
管
破
断
」
参
照
）

と
同
じ
と
し
て
い
る
。
 

6.
1(
2)
f)
 事

故
後

30
日
間
の
積
算
線
源
強
度
は
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
内
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
エ
ネ

ル
ギ
を
エ
ネ
ル
ギ
範
囲
に
よ
っ
て
区
分
し
て
計
算
し
て
い
る
。
 

 6.
2 
→
内
規
の
と
お
り
 

6.
2(
1)
 建

物
内
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
起
因
す
る
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
全
身
に
対
す

る
線
量
は
，
施
設
の
位
置
，
建
物
の
配
置
，
形
状
及
び
地
形
条
件
か
ら
計
算
し
て
い
る
。
 

6.
2(
2)
 空

気
カ
ー
マ
か
ら
全
身
に
対
し
て
の
線
量
へ
の
換
算
係
数
は
，
ガ
ン
マ
線
エ
ネ
ル
ギ
に
依
存
し
た
実

効
線
量
へ
の
換
算
係
数
又
は
１
Sv
/G
y
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 6.
2(
4)
a)
 ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
計
算
は
，
輸
送
計
算
コ
ー
ド
を
組
み
合
わ
せ
て
，
一
回
散
乱
計
算

法
を
用
い
評
価
し
て
い
る
。
 

 6.
2(
4)
b)
 基

本
計
算
式
を
(6
.1
)式

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-28 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
 

c)
散
乱
点
に
お
け
る
ガ
ン
マ
線
束
は
，
次
の

i)
又
は

ii
)の

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

i)
遮
へ
い
の
影
響
を
，
ビ
ル
ド
ア
ッ
プ
係
数
を
用
い
て
求
め
る
場
合

（
参

8）
 

 

                   6.
2(
4)
c)
 散

乱
点
に
お
け
る
ガ
ン
マ
線
束
は
，
ⅱ
)の

方
法
に
よ
っ
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-29 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

ⅱ
)遮

へ
い
の
影
響
を
，
輸
送
計
算
で
求
め
る
場
合
（
参

6，
参

7）
 

 

 
6.
3 
直
接
ガ
ン
マ
線
の
計
算
 

(1
) 
原
子
炉
施
設
の
建
屋
内
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
起
因
す
る
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
線
量
の
計
算
の

た
め
に
，
線
源
，
施
設
の
位
置
関
係
，
建
屋
構
造
等
か
ら
計
算
の
体
系
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
。
 

(2
) 
空
気
カ
ー
マ
か
ら
全
身
に
対
す
る
線
量
へ
の
換
算
係
数
は
，
ガ
ン
マ
線
エ
ネ
ル
ギ
に
依
存
し
た
実
効
線
量
へ

の
換
算
係
数
又
は

1S
v 
/G
y 
と
す
る
。
 

(3
) 
直
接
ガ
ン
マ
線
の
計
算
方
法
  

a)
直
接
ガ
ン
マ
線
の
計
算
は
，
点
減
衰
核
積
分
法
を
用
い
る
。
た
だ
し
，
(6
.4
)式

の
内
容
と
同
等
で
，
技
術

的
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
，
使
用
す
る
計
算
方
法
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。
  

b)
基
本
計
算
式
は
(6
.4
)式

（
参

6，
参

7，
参

9）
と
す
る
。
 

          

                 6.
3 
→
内
規
の
と
お
り
 

6.
3(
1)
 建

物
内
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
起
因
す
る
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
線
量
の
計
算
の
た
め
に
，

線
源
，
施
設
の
位
置
関
係
，
建
物
構
造
等
か
ら
計
算
の
体
系
モ
デ
ル
を
構
築
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

6.
3(
2)
 空

気
カ
ー
マ
か
ら
全
身
に
対
す
る
線
量
へ
の
換
算
係
数
は
，
ガ
ン
マ
線
エ
ネ
ル
ギ
に
依
存
し
た
実
効

線
量
へ
の
換
算
係
数
又
は
１
Sv
/G
y 
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 6.
3(
3)
a)
 直

接
ガ
ン
マ
線
の
計
算
は
，
点
減
衰
核
積
分
法
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 6.
3(
3)
b)
 基

本
計
算
式
は
(6
.4
)式

と
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-30 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
7.
 中

央
制
御
室
居
住
性
に
係
る
被
ば
く
評
価
  

(1
) 
中
央
制
御
室
居
住
性
に
係
る
運
転
員
の
被
ば
く
を
，
3.
2(
1)
に
示
し
た
被
ば
く
経
路
に
つ
い
て
，
7.
1 
か
ら

7.
5 
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

(2
) 
次
の

a)
及
び

b)
の
と
お
り
，
想
定
事
故
に
対
し
，
す
べ
て
の
被
ば
く
経
路
の
評
価
が
必
要
と
な
る
も
の
で

は
な
い
【
解
説

7.
1】

。
 

a)
PW
R 
型
原
子
炉
施
設
の
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
の
よ
う
に
，
建
屋
内
に
放
射
性
物
質
が
滞
留
す
る
こ
と
な

く
系
統
か
ら
直
接
環
境
へ
放
出
さ
れ
る
よ
う
な
事
象
に
つ
い
て
は
，
建
屋
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ

線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
評
価
は
不
要
で
あ
る
。
 

b)
BW
R 
型
原
子
炉
施
設
の
主
蒸
気
管
破
断
時
の
半
球
状
雲
の
放
出
及
び

PW
R 
型
原
子
炉
施
設
の
蒸
気
発
生
器

伝
熱
管
破
損
時
の
二
次
系
へ
の
漏
え
い
停
止
ま
で
の
放
出
な
ど
，
事
故
発
生
直
後
の
時
間
に
集
中
し
て
放
出

さ
れ
る
放
射
性
物
質
に
対
し
て
は
，
入
退
域
時
の
線
量
の
評
価
は
不
要
で
あ
る
。
 

(3
) 
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
つ
い
て
は
，
平
常
時
の
直
交
替
を
基
に
設
定
す
る
。
た
だ
し
，
直
交
替
の
設
定
を
平

常
時
の
も
の
か
ら
変
更
す
る
場
合
，
事
故
時
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
当
該
の
運
用
を
記
載
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ

る
。
 

 7.
1 
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
  

(1
) 
次
の

a)
及
び

b)
の
被
ば
く
経
路
に
つ
い
て
，
運
転
員
の
被
ば
く
を
，
7.
1.
1 
か
ら

7.
1.
2 
ま
で
に
示
す
方

法
に
よ
っ
て
計
算
す
る
（
図

7.
1）

。
  

a)
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

b)
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

                7.
→
内
規
の
と
お
り
 

7(
1)
 中

央
制
御
室
居
住
性
に
係
る
運
転
員
の
被
ば
く
を
，
3.
2(
1)
に
示
し
た
被
ば
く
経
路
に
つ
い
て
，
7.
1 
か

ら
7.
5 
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
 

     7.
(2
)b
) 
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
の
主
蒸
気
管
破
断
時
の
半
球
状
雲
の
放
出
に
つ
い
て
は
，
入
退
域
時
の
線
量

の
評
価
に
は
考
慮
し
て
い
な
い
。
 

 7.
(3
) 
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
つ
い
て
は
，
平
常
時
の
直
交
替
を
基
に
設
定
し
て
い
る
。
 

   7.
1→

内
規
の
と
お
り
 

7.
1(
1)
 建

物
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
及

び
建
物
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
経
路
に
つ
い
て
は
，
運

転
員
の
被
ば
く
を
，
7.
1.
1 
か
ら

7.
1.
2 
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-31 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
図

7,
1 
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
経
路
 

 7.
1.
1 
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
  

(1
) 
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
時
の
線
量
評
価
（
BW
R 
型
原
子
炉
施
設
）
 

a)
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
発
生
後

30
日
間
，
原
子
炉
建
屋
（
二
次
格
納
施
設
）
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
を

線
源
と
し
た
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
，
中
央
制
御
室
内
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計
算
す
る
（
図

7.
2）

。
 

b)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，
「
6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の

線
源
の
計
算
」
で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
る
。
 

c)
線
源
か
ら
中
央
制
御
室
に
至
る
ま
で
の
遮
へ
い
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算
す
る
。

建
屋
等
の
構
造
壁
や
天
井
に
対
し
て
，
配
置
，
形
状
及
び
組
成
を
明
ら
か
に
し
て
，
遮
へ
い
効
果
を
見
込
ん

で
も
よ
い
。
 

d)
線
量
の
評
価
点
は
，
中
央
制
御
室
内
の
中
心
点
，
操
作
盤
位
置
等
を
代
表
点
と
す
る
。
室
内
の
複
数
点
の
計

算
結
果
か
ら
線
量
が
最
大
と
な
る
点
を
評
価
点
と
し
て
も
よ
い
。
 

e)
中
央
制
御
室
内
の
滞
在
期
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
滞
在

期
間
の
割
合
で
配
分
す
る
。
 

f)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
  

外
部
被
ば
く
線
量
＝
室
内
作
業
時
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
積
算
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
滞
在
時
間
割
合

＊
1 
 

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
の
場
合
 0
.2
5＝

（
8h
/直

×
3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
 

    

              7.
1.
1 
→
内
規
の
と
お
り
 

 7.
1.
1(
1)
a)
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を
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。
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。
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。
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。
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滞
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滞
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。
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。
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。
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滞
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。
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。
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線
源
強
度
は
，「

6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
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線
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計
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線
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井
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て
，
配
置
，
形
状
及
び
組
成
を
明
ら
か
に
し
て
，
遮
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射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

(1
) 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
被
ば
く
を
，
次
の
(2
)

か
ら
(5
)に

よ
っ
て
計
算
す
る
（
図

7.
8）

。
 

 

 
図

7.
8 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
経
路
 

 (2
) 
建
屋
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
作
業
時
の
運
転

員
の
被
ば
く
線
量
を
計
算
す
る
。
 

               7.
2 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
2(
1)
 大

気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
被
ば
く
を
，
次

の
(2
)か

ら
(5
)に

よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
 

                7.
2(
2)
 建

物
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
作
業
時
の

運
転
員
の
被
ば
く
線
量
を
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-36 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(3
) 
相
対
線
量

D/
Q
の
評
価
点
は
，
中
央
制
御
室
内
の
中
心
，
操
作
盤
位
置
等
の
代
表
点
と
す
る
。
室
内
の
 複

数
点
の
計
算
結
果
か
ら
線
量
が
最
大
と
な
る
点
を
評
価
点
と
し
て
も
よ
い
。
 

(4
) 
中
央
制
御
室
の
天
井
・
側
壁
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
（
E γ

≥1
.5
Me
V
以
上
）
の
遮
へ
い
効
果
を
計
算
す
る
。
 

(5
) 
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

外
部
被
ば
く
線
量
＝
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
希
ガ
ス
等
（
BW
R
プ
ラ
ン
ト
の
主
蒸
気
管
破
断
で
は
、

ハ
ロ
ゲ
ン
等
を
含
む
）
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
実
効
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
滞
在
時
間
割
合

＊
1  

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
の
場
合
 

 0
.2
5＝

（
8h
/直

×
3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
 

a)
主
蒸
気
管
破
断
時
に
は
，
半
球
状
雲
中
の
放
射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
線
量
寄
与
を
加
算
す
る
。
 

外
部
被
ば
く
線
量
＝
放
出
希
ガ
ス
等
の
ガ
ン
マ
線
（
BW
R
プ
ラ
ン
ト
の
主
蒸
気
管
破
断
で
は
、
ハ

ロ
ゲ
ン
等
を
含
む
）
に
よ
る
実
効
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
滞
在
時
間
割
合

＊
1  
＋
（
半
球
状
雲
に
よ
る
線
量
）
 

c)
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
滞
在
時
の
実
効
線
量
は
，
 次

の

1)
及
び

2)
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

1)
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
時
及
び
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
時
 

 
上
式
の
う
ち
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ
る
減
衰
効
果

Be
xp
(-
μ
'X
')
は
，
テ
ー
ラ
ー
型
ビ
ル
ド
ア
ッ
プ
係
数
を
用
い
て

計
算
し
て
も
よ
い
。
 

      

7.
2(
3)
 相

対
線
量

D／
Q
の
評
価
点
は
，
中
央
制
御
室
内
の
中
心
を
評
価
点
と
し
て
い
る
。
 

 7.
2(
4)
 中

央
制
御
室
の
天
井
・
側
壁
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
（
Ｅ

γ
≥1
.5
Me
V
以
上
）
の
遮
蔽
効
果
を
考
慮
し
て
計

算
し
て
い
る
。
 

7.
2(
5)
 ガ

ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
示
さ
れ
た
計
算
式
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
 

     7.
2(
5)
a)
 主

蒸
気
管
破
断
時
に
は
，
半
球
状
雲
中
の
放
射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
線
量
寄
与
を
加
算
し

て
評
価
し
て
い
る
。
 

 7.
2(
5)
c)
 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
滞
在
時
の
実
効
線
量

は
，
示
さ
れ
た
方
法
に
よ
っ
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-37 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

2)
主
蒸
気
管
破
断
時
 

i)
半
球
雲
通
過
時
の
線
量

（
参

5）
 

 

 
ⅱ
)主

蒸
気
隔
離
弁
か
ら
の
漏
え
い
，
放
出
放
射
能
に
よ
る
線
量
 

 
7.
3 
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

(1
) 
次
の

a)
及
び

b)
に
つ
い
て
，
7.
3.
1
か
ら

7.
3.
2
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 a
)建

屋
表
面

の
空
気
中
の
放
射
性
物
質
濃
度
 

b)
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
の
放
射
性
物
質
濃
度
  

な
お
，
中
央
制
御
室
の
空
気
流
入
率
に
つ
い
て
は
，
「
原
子
力
発
電
所
の
中
央
制
御
室
の
空
気
流
入
率
測
定
試
験

手
法
」
に
従
う
こ
と
。
 

(2
) 
次
の

a)
及
び

b)
の
被
ば
く
経
路
に
よ
る
運
転
員
の
被
ば
く
を
，
7.
3.
3
か
ら

7.
3.
4
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ

っ
て
計
算
す
る
。
（
図

7.
9）

 

a)
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

b)
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

 

                         7.
3 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
3(
1)
 室

内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
に
つ
い
て
は
，

7.
3.
1
か
ら

7.
3.
2
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
評
価
し
て
い
る
。
  

   7.
3(
2)
 室

内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
及

び
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
経

路
に
よ
る
運
転
員
の
被
ば
く
に
つ
い
て
は
，
7.
3.
3
か
ら

7.
3.
4
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
評
価
し
て
い
る
。 

  

192



 

 

 

26条-別添 2-添 5-38 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
図

7.
9 
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
経
路
 

 

7.
3.
1 
中
央
制
御
室
が
属
す
る
建
屋
周
辺
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
 

(1
) 
大
気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
が
大
気
中
を
拡
散
し
，
放
出
源
付
近
の
建
屋
の
巻
き
込
み
影
響
を
受
け

る
場
合
に
は
そ
の
効
果
を
計
算
し
た
う
え
で
（
5.
大
気
拡
散
の
評
価
）
，
中
央
制
御
室
を
含
む
当
該
建
屋
の

周
辺
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
計
算
す
る
。
 

a)
建
屋
影
響
を
考
慮
し
な
い
場
合
 

建
屋
の
影
響
を
考
慮
し
な
い
場
合
は
，
5.
1.
1(
1)
の
方
法
で
計
算
し
た
建
屋
周
辺
の
濃
度
分
布
の
結
果
を

用
い
る
（
図

7.
10
）
。
 

 
図

7.
10
 中

央
制
御
室
建
屋
付
近
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
 

b)
建
屋
影
響
を
考
慮
す
る
場
合
 

建
屋
の
影
響
を
考
慮
す
る
場
合
は
，
5.
1.
1(
2)
及
び
(3
)の

方
法
で
計
算
し
た
建
屋
周
辺
の
濃
度
分
布
の
結

果
を
用
い
る
（
図

7.
11
）
。
 

                7.
3.
1(
1)
 大

気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
が
大
気
中
を
拡
散
し
，
放
出
源
付
近
の
建
物
の
巻
き
込
み
影

響
を
受
け
る
場
合
に
は
そ
の
効
果
を
計
算
し
た
う
え
で
，
中
央
制
御
室
を
含
む
当
該
建
物
の
周
辺
の
放
射
性
物

質
の
濃
度
を
計
算
し
て
い
る
。
 

7.
3.
1(
1)
a)
 建

物
の
影
響
を
考
慮
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

             7.
3.
1(
1)
b)
 建

物
の
影
響
を
考
慮
し
て
，
5.
1.
1(
2)
及
び
(3
)の

方
法
で
計
算
し
た
建
物
周
辺
の
濃
度
分
布
の

結
果
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-39 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
 

図
7.
11
 中

央
制
御
室
建
屋
付
近
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
 

 7.
3.
2 
中
央
制
御
室
内
の
放
射
性
物
質
濃
度
 

(1
) 
建
屋
の
表
面
空
気
中
か
ら
，
次
の

a)
及
び

b)
の
経
路
で
放
射
性
物
質
が
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を

想
定
す
る
。
 

a)
中
央
制
御
室
の
非
常
用
換
気
空
調
に
よ
っ
て
室
内
に
取
入
れ
る
こ
と
 

b)
中
央
制
御
室
内
に
直
接
，
流
入
す
る
こ
と
 

(2
) 
中
央
制
御
室
内
の
雰
囲
気
中
で
，
放
射
性
物
質
は
一
様
混
合
す
る
と
仮
定
す
る
。
 

 (3
) 
中
央
制
御
室
換
気
系
フ
ィ
ル
タ
の
効
率
は
，
設
計
値
又
は
管
理
値
を
用
い
る
。
 

 (4
) 
中
央
制
御
室
へ
の
外
気
取
入
及
び
空
気
流
入
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
取
り
込
み
に
対
し
て
，
時
刻

t
に
お
け

る
核
種

i
の
外
気
中
濃
度
を
用
い
る
。
 

(5
) 
相
対
濃
度
χ
/Q

の
評
価
点
は
，
外
気
取
入
れ
を
行
う
場
合
は
中
央
制
御
室
の
外
気
取
入
口
と
す
る
。
ま
た
，
 

外
気
を
遮
断
す
る
場
合
は
中
央
制
御
室
の
中
心
点
と
す
る
。
（
(7
.4
)式

の
中
央
制
御
室
の
区
画
の
濃
度
と

す
る
。
）
 

(6
) 
中
央
制
御
室
の
自
動
隔
離
を
期
待
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
起
動
信
号
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
隔
離
に
要
す

る
時
間
を
見
込
む
。
ま
た
，
隔
離
の
た
め
に
手
動
操
作
が
必
要
な
場
合
に
は
，
隔
離
に
要
す
る
時
間
に
加
え

て
運
転
員
が
事
故
を
検
知
し
て
か
ら
操
作
を
開
始
す
る
ま
で

10
分
以
上
の
時
間
的
余
裕
を
見
込
ん
で
計
算

す
る
。
 

(7
) 
中
央
制
御
室
内
の
雰
囲
気
中
に
浮
遊
す
る
放
射
性
物
質
量
の
時
間
変
化
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

a)
中
央
制
御
室
内
へ
の
取
り
込
み
空
気
放
射
能
濃
度
に
基
づ
き
，
空
調
シ
ス
テ
ム
の
設
計
に
従
っ
て
中
央
制
御

室
内
の
放
射
能
濃
度
を
求
め
る
【
解
説

7.
2】

。
 

 

 

             7.
3.
2 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
3.
2(
1)
 建

物
の
表
面
空
気
中
か
ら
，
中
央
制
御
室
空
調
換
気
系
及
び
直
接
流
入
す
る
経
路
で
放
射
性
物
質

が
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
，
評
価
し
て
い
る
。
 

  7.
3.
2(
2)
 中

央
制
御
室
内
の
雰
囲
気
中
で
，
放
射
性
物
質
は
一
様
混
合
す
る
と
仮
定
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 7.
3.
2(
3)
 中

央
制
御
室
非
常
用
再
循
環
処
理
装
置
フ
ィ
ル
タ
の
効
率
は
，
設
計
値
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。 

 7.
3.
2(
4)
 中

央
制
御
室
へ
の
外
気
取
入
及
び
空
気
流
入
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
取
り
込
み
に
対
し
て
，
時
刻

t

に
お
け
る
核
種

i
の
外
気
中
濃
度
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
3.
2(
5)
 相

対
濃
度
χ
／
Q
の
評
価
点
は
，
外
気
取
入
れ
を
行
う
た
め
，
中
央
制
御
室
空
調
換
気
系
外
気
取
入

口
と
し
て
い
る
。
 

 7.
3.
2(
6)
 中

央
制
御
室
の
隔
離
の
た
め
に
手
動
操
作
を
想
定
し
て
お
り
，
隔
離
に
要
す
る
時
間
に
加
え
て
運

転
員
が
事
故
を
検
知
し
て
か
ら
操
作
を
開
始
す
る
ま
で

10
分
以
上
の
時
間
的
余
裕
を
見
込
ん
で
計
算
し
て
い

る
。
 

 7.
3.
2(
7)
 中

央
制
御
室
内
の
雰
囲
気
中
に
浮
遊
す
る
放
射
性
物
質
量
の
時
間
変
化
は
，
示
さ
れ
た
と
お
り
評

価
し
て
い
る
。
 

 7.
3.
2(
7)
a)
 中

央
制
御
室
内
へ
の
取
り
込
み
空
気
放
射
能
濃
度
に
基
づ
き
，
空
調
換
気
系
の
設
計
に
従
っ
て

中
央
制
御
室
内
の
放
射
能
濃
度
を
評
価
し
て
い
る
。
 

194



 

 

 

26条-別添 2-添 5-40 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
 

b)
中
央
制
御
室
に
相
当
す
る
区
画
の
容
積
は
，
中
央
制
御
室
バ
ウ
ン
ダ
リ
内
体
積
（
容
積
）
と
す
る
。
 

        

                           7.
3.
2(
7)
b)
 中

央
制
御
室
に
相
当
す
る
区
画
の
容
積
は
，
中
央
制
御
室
バ
ウ
ン
ダ
リ
内
体
積
（
容
積
）
と
し

て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-41 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

7.
3.
3 
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

(1
) 
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
被
ば
く
線
量
を
，
次
の
(2
)か

ら
(5
)ま

で
の
方
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
（
図

7.
12
）
。
 

(2
) 
線
量
の
計
算
に
あ
た
っ
て
は
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
，
中
央
制
御
室
内
の
滞
在
期
間
を
計
算
し
，

30
日
間
の
積
算
線
量
を
滞
在
期
間
の
割
合
で
配
分
す
る
。
 

 (3
) 
被
ば
く
低
減
方
策
と
し
て
，
防
護
マ
ス
ク
着
用
に
よ
る
放
射
性
よ
う
素
の
吸
入
に
よ
る
内
部
被
ば
く
の
低
減

を
は
か
る
場
合
に
は
，
そ
の
効
果
及
び
運
用
条
件
を
適
切
に
示
し
て
評
価
に
反
映
し
て
も
よ
い
。
 

(4
) 
吸
入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
内
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

内
部
被
ば
く
線
量
＝
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
実
効
線
量
×

直
交
替
に
よ
る
滞
在
時
間
割
合

＊
1  
 

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
の
場
合
 0
.2
5＝

（
8h
/直

×
3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
 こ

こ
で
，

外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
実
効
線
量
は
，
(7
.5
)式

に
よ
っ

て
計
算
す
る
。
 

 
図

7.
12
 放

射
性
物
質
取
り
込
み
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
被
ば
く
 

7.
3.
3 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
3.
3(
1)
 放

射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
被
ば
く
線
量
を
，
次
の
(2
)か

ら
(5
)ま

で
の
方
法
に

よ
っ
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
3.
3(
2)
 線

量
の
計
算
に
あ
た
っ
て
は
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
，
中
央
制
御
室
内
の
滞
在
期
間
を

計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
滞
在
期
間
の
割
合
で
配
分
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 7.
3.
3(
3)
 被

ば
く
低
減
方
策
と
し
て
，
防
護
マ
ス
ク
着
用
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
 

 7.
3.
3(
4)
 吸

入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
内
部
被
ば
く
線
量
は
，
示
さ
れ
た
と
お
り
計
算
す
る
。
外
気
か
ら
取

り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
実
効
線
量
は
，
(7
.5
)式

に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。 
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26条-別添 2-添 5-42 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(5
) 
主
蒸
気
管
破
断
時
は
，
前
項
の
線
量
に
半
球
状
雲
通
過
時
の
放
射
性
物
質
の
室
内
取
込
に
よ
る
線
量
寄
与
を

加
算
す
る
。
  

内
部
被
ば
く
線
量
＝
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
よ
る
実
効
線
量

×
直
交
替
に
よ
る
滞
在
時
間
割
合
＋
（
半
球
状
雲
に
よ
る
線
量
）
 

こ
こ
で
，
半
球
状
雲
に
伴
う
運
転
員
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
実
効
線
量
は
(7
.6
)式

に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

 

 
 7.
3.
4 
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
被
ば
く
 

(1
) 
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
被
ば
く
線
量
を
，
次
の
(2
)か

ら
(6
)ま

で
の
方
法
に
よ
っ

て
計
算
す
る
（
図

7.
13
）
。
 

(2
) 
中
央
制
御
室
は
，
容
積
が
等
価
な
半
球
状
と
す
る
。
そ
し
て
，
半
球
の
中
心
に
運
転
員
が
い
る
も
の
と
す
る
。 

(3
) 
中
央
制
御
室
の
容
積
は
，
中
央
制
御
室
バ
ウ
ン
ダ
リ
内
体
積
（
容
積
）
と
す
る
。
 

a)
た
だ
し
，
エ
ン
ベ
ロ
ー
プ
の
一
部
が
，
ガ
ン
マ
線
を
遮
へ
い
で
き
る
躯
体
で
区
画
さ
れ
，
運
転
員
が
そ
の
区

画
内
の
み
に
立
入
る
場
合
に
は
，
当
該
区
画
の
容
積
を
用
い
て
も
よ
い
。
 

b)
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
の
計
算
で
は
，
中
央
制
御
室
と
異
な
る
階
層
部
分
の
エ
ン
ベ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
，

階
層
間
の
天
井
等
に
よ
る
遮
へ
い
が
あ
る
の
で
，
中
央
制
御
室
の
容
積
か
ら
除
外
し
て
も
よ
い
。
 

(4
) 
線
量
の
計
算
に
あ
た
っ
て
は
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
，
中
央
制
御
室
内
の
滞
在
期
間
を
計
算
し
， 

30
日
間
の
積
算
線
量
を
滞
在
期
間
の
割
合
で
配
分
す
る
。
 

 (5
) 
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
  

外
部
被
ば
く
線
量
＝
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
実
効
線
量
 ×

直
交
替
に
よ
る
滞
在
時
間
割
合

＊
1  

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
の
場
合
 0
.2
5＝

（
8h
/直

×
3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
  

 

a)
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
実
効
線
量
は
，
(7
.7
)式

（
参

5）
に
よ

っ
て
計
算
す
る
。
 

7.
3.
3(
5)
 主

蒸
気
管
破
断
時
は
，
前
項
の
線
量
に
半
球
状
雲
通
過
時
の
放
射
性
物
質
の
室
内
取
込
に
よ
る
線

量
寄
与
を
加
算
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

  半
球
状
雲
に
伴
う
運
転
員
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
実
効
線
量
は
(7
.6
)式

に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
 

る
。
 

           7.
3.
4 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
3.
4(
1)
 放

射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
被
ば
く
線
量
を
，
次
の
(2
)か

ら
(6
)ま

で
の
方

法
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
 

7.
3.
4(
2)
 中

央
制
御
室
は
，
容
積
が
等
価
な
半
球
状
と
す
る
。
そ
し
て
，
半
球
の
中
心
に
運
転
員
が
い
る
も

の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
3.
4(
3)
 中

央
制
御
室
の
容
積
は
，
中
央
制
御
室
バ
ウ
ン
ダ
リ
内
体
積
（
容
積
）
と
し
て
い
る
。
 

   7.
3.
4(
4)
 線

量
の
計
算
に
あ
た
っ
て
は
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
，
中
央
制
御
室
内
の
滞
在
期
間
を

計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
滞
在
期
間
の
割
合
で
配
分
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
3.
4(
5)
 ガ

ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
a)
で
示
さ
れ
た
と
お
り
計
算
し
て
い
る
。
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26条-別添 2-添 5-43 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
 

b)
ま
た
，
(7
.7
)式

以
外
に
，
(7
.8
)式

（
参

5）
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
も
妥
当
で
あ
る
。
 

 
図

7.
13
 放

射
性
物
質
取
り
込
み
に
よ
る
中
央
制
御
室
内
で
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
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26条-別添 2-添 5-44 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(6
) 
主
蒸
気
管
破
断
時
は
，
7.
3.
4(
4)
a)
の
計
算
式
に
，
次
の
半
球
状
雲
通
過
時
の
放
射
性
物
質
の
室
内
取
込
に

よ
る
線
量
寄
与
を
加
算
す
る
。
 

外
部
被
ば
く
線
量
＝
室
内
に
外
気
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
の
外
部
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
実
効
線

量
×
直
交
替
に
よ
る
滞
在
時
間
割
合
 ＋

（
半
球
状
雲
に
よ
る
線
量
）
 

こ
こ
で
，
半
球
状
雲
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
の
線
量
は
(7
.9
)式

（
参

5）
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

 
7.
4 
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

(1
) 
次
の

a)
及
び

b)
の
被
ば
く
経
路
か
ら
の
運
転
員
の
被
ば
く
を
，
7.
4.
1 
か
ら

7.
4.
2 
ま
で
に
示
す
方
法
に

よ
っ
て
計
算
す
る
（
図

7.
14
）
。
 

a)
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

b)
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

(2
) 
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
（
PW
R 
型
原
子
炉
施
設
）
の
よ
う
に
，
建
屋
内
に
放
射
性
物
質
が
滞
留
す
る
こ
と

な
く
系
統
か
ら
直
接
環
境
へ
放
出
さ
れ
る
よ
う
な
事
象
に
つ
い
て
は
，
建
屋
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
及
び
ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
評
価
は
不
要
で
あ
る
。
 

 
図

7.
14
 建

屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
経
路
 

7.
3.
4(
6)
 主

蒸
気
管
破
断
時
は
，
7.
3.
4(
4)
a)
の
計
算
式
に
，
次
の
半
球
状
雲
通
過
時
の
放
射
性
物
質
の
室

内
取
込
に
よ
る
線
量
寄
与
を
加
算
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

半
球
状
雲
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
の
線
量
は
(7
.9
)式

に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

            7.
4 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
4(
1)
 建

物
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時

の
被
ば
く
経
路
か
ら
の
運
転
員
の
被
ば
く
は
，
7.
4.
1 
か
ら

7.
4.
2 
ま
で
に
示
す
方
法
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い

る
。
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26条-別添 2-添 5-45 

 
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

7.
4.
1 
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

(1
) 
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
時
の
線
量
評
価
（
BW
R 
型
原
子
炉
施
設
）
 

a)
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
発
生
後

30
日
間
，
原
子
炉
建
屋
（
二
次
格
納
施
設
）
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
を

線
源
と
し
た
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
，
入
退
域
時
の
評
価
点
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計
算
す
る

（
図

7.
15
）
。
 

b)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，
「
6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の

線
源
の
計
算
」
で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
る
。
 

c)
線
源
か
ら
評
価
点
に
至
る
ま
で
の
遮
へ
い
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算
す
る
。
 

d)
入
退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
所
要
時
間

の
割
合
で
配
分
す
る
【
解
説

7.
4】

。
 

e)
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
次
の

1)
又
は

2)
の
い
ず
れ
か
の
仮
定
を
用
い
る
。
 

1)
管
理
建
屋
の
入
口
を
代
表
評
価
点
と
し
，
入
退
域
ご
と
に
評
価
点
に

15
分
間
滞
在
す
る
と
す
る
。
  

2)
入
退
域
時
の
移
動
経
路
及
び
入
退
域
に
要
す
る
時
間
を
プ
ラ
ン
ト
ご
と
に
計
算
し
，
移
動
経
路
に
従
っ

た
適
切
な
評
価
点
及
び
滞
在
時
間
を
設
定
す
る
。
こ
の
場
合
，
移
動
に
伴
っ
て
，
複
数
の
評
価
点
を
設

定
し
て
も
よ
い
。
【
解
説

7.
5】

 

f)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

外
部
被
ば
く
線
量
＝
入
退
域
時
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
積
算
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
所
要
時
間
割
合

＊
1  

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
･片

道
15

分
の
場
合
 

0.
01
56
25
＝
（
0.
25
h/
直
×
2×

3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
 

 

 
図

7.
15
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
時
の
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域

時
の
被
ば
く
（
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
）
 

  

7.
4.
1 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
4.
1(
1)
a)
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
発
生
後

30
日
間
，
原
子
炉
建
物
（
二
次
格
納
施
設
）
内
に
存
在
す
る
放
射

性
物
質
を
線
源
と
し
た
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
，
入
退
域
時
の
評
価
点
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計

算
し
て
い
る
。
 

 7.
4.
1(
1)
b)
 ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，
「
6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ

ン
マ
線
の
線
源
の
計
算
」
で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
て
い
る
。
 

7.
4.
1(
1)
c)
 線

源
か
ら
評
価
点
に
至
る
ま
で
の
遮
蔽
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算

す
る
。
 

7.
4.
1(
1)
d)
 入

退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を

所
要
時
間
の
割
合
で
配
分
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
4.
1(
1)
e)
 計

算
に
当
た
っ
て
は
，
1)
の
仮
定
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
4.
1(
1)
e)
1)
 入

退
域
時
の
評
価
点
は
，
１
号
炉
タ
ー
ビ
ン
建
物
の
入
口
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

  7.
4.
1(
1)
f)
 ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
示
さ
れ
た
と
お
り
計
算

し
て
い
る
。
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原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(3
) 
主
蒸
気
管
破
断
時
の
線
量
評
価
（
BW
R
型
原
子
炉
施
設
）
 

a)
主
蒸
気
管
破
断
発
生
後

30
日
間
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
を
線
源
と
し
た
ス
カ
イ
シ

ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
，
入
退
域
時
の
評
価
点
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計
算
す
る
（
図

7.
17
）
。
 

b)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，
「
6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の

線
源
の
計
算
」
で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
る
。
 

c)
線
源
か
ら
評
価
点
に
至
る
ま
で
の
遮
へ
い
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算
す
る
。
 

d)
入
退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
所
要
時
間

の
割
合
で
配
分
す
る
【
解
説

7.
4】

。
 

e)
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
次
の

1)
又
は

2)
の
い
ず
れ
か
の
仮
定
を
用
い
る
。
 

1)
管
理
建
屋
の
入
口
を
代
表
評
価
点
と
し
，
入
退
域
ご
と
に
評
価
点
に

15
分
間
滞
在
す
る
と
す
る
。
 

2)
入
退
域
時
の
移
動
経
路
及
び
入
退
域
に
要
す
る
時
間
を
プ
ラ
ン
ト
ご
と
に
計
算
し
，
移
動
経
路
に
従
っ

た
適
切
な
評
価
点
及
び
滞
在
時
間
を
設
定
す
る
。
こ
の
場
合
，
移
動
に
伴
っ
て
，
複
数
の
評
価
点
を
設

定
し
て
も
よ
い
【
解
説

7.
5】

。
 

f)
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

外
部
被
ば
く
線
量
＝
入
退
域
時
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
積
算
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
所
要
時
間
割
合

＊
1  

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
･片

道
15

分
の
場
合
  

0.
01
56
25
＝
（
0.
25
h/
直
×
2×

3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
  

図
7.
17
 主

蒸
気
管
破
断
時
の
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の

被
ば
く
（
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
）
 

    

 7.
4.
1(
3)
a)
 主

蒸
気
管
破
断
発
生
後

30
日
間
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
を
線
源
と
し
た

ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
，
入
退
域
時
の
評
価
点
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計
算
し
て
い
る
。
 

7.
4.
1(
3)
b)
 ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，
「
6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ

ン
マ
線
の
線
源
の
計
算
」
で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
て
い
る
。
 

7.
4.
1(
3)
c)
 線

源
か
ら
評
価
点
に
至
る
ま
で
の
遮
蔽
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算

し
て
い
る
。
 

7.
4.
1(
3)
d)
 入

退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を

所
要
時
間
の
割
合
で
配
分
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
4.
1(
3)
e)
 計

算
に
当
た
っ
て
は
，
1)
の
仮
定
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
4.
1(
3)
e)
1)
 入

退
域
時
の
評
価
点
は
，
１
号
炉
タ
ー
ビ
ン
建
物
の
入
口
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

  7.
4.
1(
3)
f)
 ス

カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
示
さ
れ
た
と
お
り
計
算

し
て
い
る
。
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原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

7.
4.
2 
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

(1
) 
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
時
の
線
量
評
価
（
BW
R 
型
原
子
炉
施
設
）
 

a)
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
発
生
後

30
日
間
，
原
子
炉
建
屋
（
二
次
格
納
施
設
）
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
を

線
源
と
し
た
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
，
入
退
域
時
の
評
価
点
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計
算
す
る
（
図

7.
18
）
。 

 b)
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，「

6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
の
計
算
」

で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
る
。
 

c)
線
源
か
ら
評
価
点
に
至
る
ま
で
の
遮
へ
い
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算
す
る
。
 

 d)
入
退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
所
要
時
間

の
割
合
で
配
分
す
る
【
解
説

7.
4】

。
 

e)
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
次
の

1)
又
は

2)
の
い
ず
れ
か
の
仮
定
を
用
い
る
。
  

1)
管
理
建
屋
の
入
口
を
代
表
評
価
点
と
し
，
入
退
域
ご
と
に
評
価
点
に

15
分
間
滞
在
す
る
と
す
る
。
  

2)
入
退
域
時
の
移
動
経
路
及
び
入
退
域
に
要
す
る
時
間
を
プ
ラ
ン
ト
ご
と
に
計
算
し
，
移
動
経
路
に
従
っ

た
適
切
な
評
価
点
及
び
滞
在
時
間
を
設
定
す
る
。
こ
の
場
合
，
移
動
に
伴
っ
て
，
複
数
の
評
価
点
を
設

定
し
て
も
よ
い
【
解
説

7.
5】

。
 

f）
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

外
部
被
ば
く
線
量
＝
入
退
域
時
直
接
ガ
ン
マ
線
積
算
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
所
要
時
間
割
合

＊
1  
 

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
･片

道
15

分
の
場
合
 

0.
01
56
25
＝
（
0.
25
h/
直
×
2×

3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
 

 

 
図

7.
18
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
時
の
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
に
被
ば
く

（
Ｂ
Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
）
 

 

7.
4.
2 
→
内
規
の
と
お
り
 

 7.
4.
2(
1)
a)
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
発
生
後

30
日
間
，
原
子
炉
建
物
（
二
次
格
納
施
設
）
内
に
存
在
す
る
放
射

性
物
質
を
線
源
と
し
た
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
，
入
退
域
時
の
評
価
点
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計
算
し
て
い

る
。
 

7.
4.
2(
1)
b)
 直

接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，
「
6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線

源
の
計
算
」
で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
て
い
る
。
 

7.
4.
2(
1)
c)
 線

源
か
ら
評
価
点
に
至
る
ま
で
の
遮
蔽
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算

し
て
い
る
。
 

7.
4.
2(
1)
d)
 入

退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を

所
要
時
間
の
割
合
で
配
分
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
4.
2(
1)
e)
 計

算
に
当
た
っ
て
は
，
1)
の
仮
定
を
用
い
て
計
算
し
て
い
る
。
 

7.
4.
2(
1)
e)
1)
入
退
域
時
の
評
価
点
は
，
１
号
炉
タ
ー
ビ
ン
建
物
の
入
口
と
し
て
評
価
し
て
い
 

る
。
  

  7.
4.
2(
1)
f)
 直

接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
示
さ
れ
た
と
お
り
計
算
し
て
い
る
。
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原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(3
) 
主
蒸
気
管
破
断
時
の
線
量
評
価
（
BW
R
型
原
子
炉
施
設
）
 

a)
主
蒸
気
管
破
断
発
生
後

30
日
間
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
を
線
源
と
し
た
直
接
ガ
ン

マ
線
に
よ
る
，
入
退
域
時
の
評
価
点
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計
算
す
る
（
図

7.
20
）
。
 

b)
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，「

6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
の
計
算
」

で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
る
。
 

c)
線
源
か
ら
評
価
点
に
至
る
ま
で
の
遮
へ
い
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算
す
る
。
 

d)
入
退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
所
要
時
間

の
割
合
で
配
分
す
る
【
解
説

7.
4】

。
 

e)
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
次
の

1)
又
は

2)
の
い
ず
れ
か
の
仮
定
を
用
い
る
。
 

1)
管
理
建
屋
の
入
口
を
代
表
評
価
点
と
し
，
入
退
域
ご
と
に
評
価
点
に

15
分
間
滞
在
す
る
と
す
る
。
  

2)
入
退
域
時
の
移
動
経
路
及
び
入
退
域
に
要
す
る
時
間
を
プ
ラ
ン
ト
ご
と
に
計
算
し
，
移
動
経
路
に
従
っ

た
適
切
な
評
価
点
及
び
滞
在
時
間
を
設
定
す
る
。
こ
の
場
合
，
移
動
に
伴
っ
て
，
複
数
の
評
価
点
を
設

定
し
て
も
よ
い
【
解
説

7.
5】

。
 

f)
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

外
部
被
ば
く
線
量
＝
室
内
作
業
時
直
接
ガ
ン
マ
線
積
算
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
所
要
時
間
割
合

＊
1 
 

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
･片

道
15

分
の
場
合
 

0.
01
56
25
＝
（
0.
25
h/
直
×
2×

3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
 

 

 
図

7.
20
 主

蒸
気
管
破
断
時
の
建
屋
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
（
Ｂ

Ｗ
Ｒ
型
原
子
炉
施
設
）
 

    

 7.
4.
2(
3)
a)
 主

蒸
気
管
破
断
発
生
後

30
日
間
，
タ
ー
ビ
ン
建
物
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
を
線
源
と
し
た

直
接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
，
入
退
域
時
の
評
価
点
に
お
け
る
積
算
線
量
を
計
算
し
て
い
る
。
 

7.
4.
2(
3)
b)
 直

接
ガ
ン
マ
線
の
線
源
強
度
は
，
「
6.
1
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
及
び
直
接
ガ
ン
マ
線
の
線

源
の
計
算
」
で
解
析
し
た
結
果
を
用
い
て
い
る
。
 

 7.
4.
2(
3)
c)
 線

源
か
ら
評
価
点
に
至
る
ま
で
の
遮
蔽
効
果
を
，
構
造
物
の
配
置
，
形
状
及
び
組
成
か
ら
計
算

し
て
い
る
。
 

7.
4.
2(
3)
d)
 入

退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を

所
要
時
間
の
割
合
で
配
分
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
4.
2(
3)
e)
 計

算
に
当
た
っ
て
は
，
1)
の
仮
定
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
4.
2(
3)
e)
1)
 入

退
域
時
の
評
価
点
は
，
１
号
炉
タ
ー
ビ
ン
建
物
の
入
口
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 7.
4.
2(
3)
f)
 直

接
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
示
さ
れ
た
と
お
り
計
算
し
て
い
る
。
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原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

7.
5 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

(1
) 
次
の

a)
及
び

b)
の
被
ば
く
経
路
か
ら
の
運
転
員
の
被
ば
く
を
，
7.
5.
1 
か
ら

7.
5.
2 
ま
で
に
示
す
方
法
で

計
算
す
る
。
 

a)
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

b)
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

(2
)大

気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
が
大
気
中
を
拡
散
し
，
放
出
源
付
近
の
建
屋
の
巻
き
込
み
影
響
を
受
け

る
場
合
に
は
そ
の
効
果
を
計
算
し
た
う
え
で
（
5.
大
気
拡
散
の
評
価
）
，
中
央
制
御
室
を
含
む
当
該
建
屋
の

周
辺
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
計
算
す
る
。
 

a)
建
屋
影
響
を
考
慮
し
な
い
場
合
 

建
屋
の
影
響
を
考
慮
し
な
い
場
合
は
，
5.
1.
1(
1)
の
方
法
で
計
算
し
た
建
屋
周
辺
の
濃
度
分
布
の
結
果
を

用
い
る
（
図

7.
21
）
。
 

b)
建
屋
影
響
を
考
慮
す
る
場
合
 

建
屋
の
影
響
を
考
慮
す
る
場
合
は
，
5.
1.
1(
2)
及
び
(3
)の

方
法
で
計
算
し
た
建
屋
周
辺
の
濃
度
分
布
の
結

果
を
用
い
る
（
図

7.
22
）
。
 

 
図

7.
21
 
建
屋
影
響
が
な
い
場
合
 

 
図

7.
22
 建

屋
影
響
が
あ
る
場
合
 

7.
5 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
5.
(1
) 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
及
び
吸
入
摂

取
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
経
路
か
ら
の
運
転
員
の
被
ば
く
は
，
7.
5.
1 
か
ら

7.
5.
2 
ま
で
に
示
す
方
法
で

計
算
し
て
い
る
。
 

 7.
5.
(2
) 
大
気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
が
大
気
中
を
拡
散
し
，
放
出
源
付
近
の
建
物
の
巻
き
込
み
影
響

を
受
け
る
場
合
に
は
そ
の
効
果
を
計
算
し
た
う
え
で
（
5.
大
気
拡
散
の
評
価
）
，
中
央
制
御
室
を
含
む
当
該
建

物
の
周
辺
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
計
算
し
て
い
る
。
 

7.
5.
(2
)a
)建

物
の
影
響
を
考
慮
す
る
た
め
，
7.
5(
2)
b)
の
方
法
で
評
価
し
て
い
る
。
 

  7.
5(
2)
b)
 建

物
の
影
響
を
考
慮
す
る
た
め
，
5.
1.
1(
2)
及
び
(3
)の

方
法
で
計
算
し
た
建
物
周
辺
の
濃
度
分
布

の
結
果
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
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原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

7.
5.
1 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
  

(1
) 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
を
計
算
す
る
（
図

7.
23
）
。 

た
だ
し
，
事
故
発
生
直
後
の
短
時
間
に
集
中
し
て
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
（
主
蒸
気
管
破
断
時
の
半
球

状
雲
，
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
時
の
２
次
系
へ
の
漏
え
い
停
止
ま
で
の
放
出
な
ど
）
に
よ
る
線
量
に
つ

い
て
は
，
入
退
域
時
の
線
量
と
し
て
は
評
価
し
な
い
【
解
説

7.
1】

。
 

(2
) 
建
屋
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
交
替
の
た
め
の
入
退

域
時
の
線
量
を
計
算
す
る
。
 

(3
) 
入
退
域
時
の
線
量
は
入
退
域
評
価
点
で
の
相
対
線
量

D/
Q
を
求
め
，
こ
れ
に
放
射
性
物
質
（
こ
の
場
合
 は

，

放
射
能
）
の
放
出
率
を
乗
じ
て
求
め
る
。
 

(4
) 
入
退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
所
要
時
間
の

割
合
で
配
分
す
る
。
 

(5
）
入
退
域
時
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
以
下
の
い
ず
れ
か
の
仮
定
を
用
い
る
。
 

a)
管
理
建
屋
の
入
口
を
代
表
評
価
点
と
し
，
入
退
域
ご
と
に
評
価
点
に
，
15

分
間
滞
在
す
る
と
す
る
。
 

b)
入
退
域
時
の
移
動
経
路
及
び
入
退
域
に
要
す
る
時
間
を
プ
ラ
ン
ト
ご
と
に
計
算
し
，
移
動
経
路
に
従
っ
た
適

切
な
評
価
点
及
び
滞
在
時
間
を
設
定
す
る
。
こ
の
場
合
，
移
動
に
伴
っ
て
，
複
数
の
評
価
点
を
設
定
し
て
も

よ
い
。
【
解
説

7.
5】

 

(6
) 
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

外
部
被
ば
く
線
量
＝
放
出
希
ガ
ス
等
（
BW
R
プ
ラ
ン
ト
の
主
蒸
気
管
破
断
で
は
、
ハ
ロ
ゲ
ン
等
を

含
む
）
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
実
効
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
入
退
所
要
時
間
割
合

＊
1  
 

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
･片

道
15

分
の
場
合
  

0.
01
56
25
＝
（
0.
25
h/
直
×
2×

3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
 

こ
こ
で
，
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
実
効
線
量
は
，
(7
.1
0)
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

 

 
   

7.
5.
1 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
5.
1(
1)
 大

気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
放
射
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
を
計
算
し
て
い

る
。
た
だ
し
，
事
故
発
生
直
後
の
短
時
間
に
集
中
し
て
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
（
主
蒸
気
管
破
断
時
の
半
球

状
雲
）
に
よ
る
線
量
に
つ
い
て
は
，
入
退
域
時
の
線
量
と
し
て
は
評
価
し
て
い
な
い
。
 

 7.
5.
1(
2)
 建

物
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
交
替
の
た
め

の
入
退
域
時
の
線
量
を
計
算
し
て
い
る
。
 

7.
5.
1(
3)
 入

退
域
時
の
線
量
は
入
退
域
評
価
点
で
の
相
対
線
量

D／
Q
を
求
め
，
こ
れ
に
放
射
性
物
質
（
こ
の

場
合
は
，
放
射
能
）
の
放
出
率
を
乗
じ
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
5.
1(
4)
 入

退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
所

要
時
間
の
割
合
で
配
分
し
て
い
る
。
 

7.
5.
1(
5)
 入

退
域
時
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
a)
の
仮
定
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
5.
1(
5)
a)
 入

退
域
時
の
評
価
点
は
，
１
号
炉
タ
ー
ビ
ン
建
物
の
入
口
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

   7.
5.
1(
6)
 ガ

ン
マ
線
に
よ
る
運
転
員
の
外
部
被
ば
く
線
量
は
，
示
さ
れ
た
と
お
り
計
算
し
て
い
る
。
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原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

 

 
図

7.
23
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
時
の
放
射
性
雲
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
 

入
退
域
時
の
被
ば
く
 

 7.
5.
2 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

(1
) 
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
る
被
ば
く
を
計
算
す
る
（
図

7.
24
）
。
た

だ
し
，
事
故
発
生
直
後
の
短
時
間
に
集
中
し
て
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
（
主
蒸
気
管
破
断
時
の
半
球
状
雲
， 

蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
時
の
２
次
系
へ
の
漏
え
い
停
止
ま
で
の
放
出
な
ど
）
に
よ
る
線
量
に
つ
い
て
は
，
 

入
退
域
時
の
線
量
と
し
て
は
評
価
し
な
い
【
解
説

7.
1】

。
 

(2
) 
入
退
域
時
の
線
量
は
入
退
域
評
価
点
で
の
相
対
濃
度
χ
/Q

を
求
め
，
こ
れ
に
放
射
性
物
質
の
放
出
率
を
乗
じ

て
求
め
る
。
線
量
換
算
係
数
，
呼
吸
率
を
乗
じ
て
求
め
る
。
 

 (3
) 
入
退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
所
要
時
間
の

割
合
で
配
分
す
る
。
 

(4
) 
被
ば
く
低
減
方
策
と
し
て
，
例
え
ば
，
防
護
マ
ス
ク
着
用
に
よ
る
放
射
性
よ
う
素
の
吸
入
に
よ
る
内
部
被
ば

く
の
低
減
を
は
か
る
場
合
に
は
，
そ
の
効
果
及
び
運
用
条
件
を
適
切
に
示
し
て
評
価
に
反
映
し
て
も
よ
い
。
 

(5
) 
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
以
下
の
い
ず
れ
か
の
仮
定
を
用
い
る
。
 

a)
管
理
建
屋
の
入
口
を
代
表
評
価
点
と
し
，
入
退
域
ご
と
に
評
価
点
に

15
分
間
滞
在
す
る
と
す
る
。
 

b)
入
退
域
時
の
移
動
経
路
及
び
入
退
域
に
要
す
る
時
間
を
プ
ラ
ン
ト
ご
と
に
計
算
し
，
移
動
経
路
に
従
っ
た
適

切
な
評
価
点
及
び
滞
在
時
間
を
設
定
す
る
。
こ
の
場
合
，
移
動
に
伴
っ
て
，
複
数
の
評
価
点
を
設
定
し
て
も

よ
い
【
解
説

7.
5】

。
 

 

                  7.
5.
2 
→
内
規
の
と
お
り
 

7.
5.
2(
1)
 大

気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
る
被
ば
く
を
計
算
し
て
い
る
。

た
だ
し
，
事
故
発
生
直
後
の
短
時
間
に
集
中
し
て
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
（
主
蒸
気
管
破
断
時
の
半
球
状
雲
）

に
よ
る
線
量
に
つ
い
て
は
，
 入

退
域
時
の
線
量
と
し
て
は
評
価
し
て
い
な
い
。
 

 7.
5.
2(
2)
 入

退
域
時
の
線
量
は
入
退
域
評
価
点
で
の
相
対
濃
度
χ
／
Q
を
求
め
，
こ
れ
に
放
射
性
物
質
の
放
出

率
を
乗
じ
て
評
価
し
て
い
る
。
線
量
換
算
係
数
，
呼
吸
率
を
乗
じ
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 7.
5.
2(
3)
 入

退
域
で
の
所
要
時
間
を
，
運
転
員
の
勤
務
状
態
に
即
し
て
計
算
し
，
30

日
間
の
積
算
線
量
を
所

要
時
間
の
割
合
で
配
分
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
5.
2(
4)
 被

ば
く
低
減
方
策
と
し
て
，
防
護
マ
ス
ク
着
用
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
 

 7.
5.
2(
5)
 入

退
域
時
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
，
a)
の
仮
定
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
 

7.
5.
2(
5)
a)
 入

退
域
時
の
評
価
点
は
，
１
号
炉
タ
ー
ビ
ン
建
物
の
入
口
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性

 に
係
る
被

ば
く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）

 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
（
設
計
基
準
）
に
係
る
被
ば
く
評
価
の
適
合
状
況

 

(6
) 
吸
入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
内
部
被
ば
く
線
量
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。
 

内
部
被
ば
く
線
量
＝
放
出
よ
う
素
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
実
効
線
量
 

×
直
交
替
に
よ
る
所
要
時
間
割
合

＊
1  
 

*1
) 
例
：
4
直

3
交
替
勤
務
･片

道
15

分
の
場
合
  

0.
01
56
25
＝
（
0.
25
h/
直
×
2×

3
直
×
30

日
／
4）

／
（
24
h×

30
日
）
  

こ
こ
で
，
吸
入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
実
効
線
量
は
，
(7
.1
1)
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。
 

 

 
図

7.
24
 原

子
炉
冷
却
材
喪
失
時
の
放
射
性
雲
の
吸
入
摂
取
に
よ
る
入
退
域
時
の
被
ば
く
 

7.
5.
2(
6)
 吸

入
摂
取
に
よ
る
運
転
員
の
内
部
被
ば
く
線
量
は
，
示
さ
れ
た
と
お
り
計
算
し
て
い
る
。
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26条-別添 3-1 

第26条 原子炉制御室等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【条文要求】（設置許可基準規則第26条） 

発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室（安全施設に属するものに限

る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。 

 

【条文要求】（技術基準規則第38条） 

発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければならない。 

３ 原子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部の状況を把握するための装置を施設しなけれ

ばならない。 

６ 原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなければならない。 

外部の状況を把握

する設備 

酸素濃度計及び二酸

化炭素濃度計 

酸素濃度計及び二酸化

炭素濃度計の保管 

監視カメラの設置 
社内ネットワークパソコ
ン等を使用した公的機関
からの情報入手 

気象観測設備等の

設置 

【後段規制との対応】 
工：工認（基本方針，添付書類） 
保：保安規定（運用，手順に係る事項，下位文書含む） 
核：核物質防護規定（下位文書含む） 

【添付六，八への反映事項】 
：添付六，八に反映 
：当該条文に該当しない 
 （他条文での反映事項他）  

 

工・保 工・保 工・保 

工・保 

有毒ガス防護 

工・保 
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26条-別添 3-2 

技術的能力に係る運用対策等（設計基準） 

 

設置許可基準 

対象条文 
対象項目 区分 運用対策等 

第 26 条 原子

炉制御室等 

（技術基準規則

対象条文第 38

条 原子炉制御

室等） 

外部の状況を

把握する設備 

運用・手順 
手順に基づき，発電用原子炉施設の

外部の状況を把握する。 

体制 － 

保守・点検 － 

教育・訓練 － 

酸素濃度計及

び二酸化炭素

濃度計 

運用・手順 

手順に基づき，酸素濃度計及び二酸

化炭素濃度計により中央制御室の居

住環境の確認を行う。 

体制 － 

保守・点検 － 

教育・訓練 － 

有毒ガス防護 

運用・手順 

・敷地内可動源からの有毒ガス発生

に対応するため，全面マスクの配備，

着用手順を整備する。 

・予期せぬ有毒ガスの発生時に対応

するため，酸素呼吸器の配備，着用

手順を整備する。 

・有毒ガスの発生による異常を検知

したことを通信連絡設備により連絡

する手順を整備する。 

体制 

・敷地内可動源からの有毒ガス発生

及び予期せぬ有毒ガスの発生を考慮

し，有毒ガス防護に係る実施体制を

整備する。 

・敷地内可動源からの有毒ガス発生

及び予期せぬ有毒ガスの発生を考慮

し，指示要員等に知らせるための実

施体制を整備する。 

保守・点検 ― 

教育・訓練 

・化学物質の取り扱い及び酸素呼吸

器等の着用に関する教育を定期的に

行う。 
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26条-別添 3-3 

表１ 通信連絡設備（設計基準）における点検項目並びに点検頻度 

 

設計基準対象施設 点検項目 点検頻度 

所内通信連絡設備 

（警報装置を含む。） 

ハンドセット 

ステーション，スピーカ 

外観点検 

機能・性能試験 
１回／年 

電力保安通信用 

電話設備 

固定電話機 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 ＰＨＳ端末 

ＦＡＸ 

局線加入電話設備 
固定電話機 外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

ＦＡＸ 

テレビ会議システム 
テレビ会議システム 

（社内向） 

外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

有線式通信設備 有線式通信機 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

衛星電話設備 

衛星電話設備（固定型） 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

衛星電話設備（携帯型） 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

無線通信設備 

無線通信設備（固定型） 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

無線通信設備（携帯型） 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

安全パラメータ 

表示システム 

(ＳＰＤＳ) 

ＳＰＤＳデータ 

収集サーバ 

外観点検 

機能・性能試験 
１回／年 

ＳＰＤＳ伝送サーバ 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／年 

ＳＰＤＳデータ表示装置 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／年 

専用電話設備 
専用電話設備 

（ホットライン） 

外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

衛星電話設備 

（社内向） 

テレビ会議システム 

（社内向） 

外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 

衛星社内電話機 
外観点検 

機能・性能試験 

統合原子力防災ネッ

トワークに接続する

通信連絡設備 

テレビ会議システム 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／６ヶ月 ＩＰ－電話機 

ＩＰ－ＦＡＸ 

データ伝送設備 ＳＰＤＳ伝送サーバ 
外観点検 

機能・性能試験 
１回／年 
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